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1. はじめに
1.1. 背景 

2016 年に「パリ協定」が締結され、各国が 2050 年のカーボンニュートラルを宣言する

など、国際的に脱炭素化への目標設定や取組が進められている。例えば、EU においては、 

2021 年に 2030 年の温室効果ガス削減目標を 1990 年比で少なくとも 55％削減を達成す

るための政策パッケージ「Fit for 55」を発表している。この政策パッケージでは、EU 排

出量取引制度（EU-ETS）の改正や炭素国境調整措置（CBAM）の導入などが盛り込まれて

いる。 

CBAM は、EU-ETS の対象セクターへの排出量規制によるカーボンリーケージを防止

するための措置として、炭素排出量の多い特定の輸入品に対して課税する制度であり、輸入

品の製造に係る炭素排出量に応じた課金が 2026 年からEU-ETS における無償枠の割当て

廃止に併せて 2034 年にかけて段階的に導入される予定であり、2023 年 10 月からは移行

期間として、輸入者に対して輸入品の炭素排出量の報告義務が発生している。本措置に関し

て、2022 年 12 月の EU の発表によると、鉄鋼やセメントといった製品に加え、一部の鉄

鋼製品やアルミニウム製品としてねじ・ボルト等（HS コード 7318、7616）が CBAM の

対象製品として位置づけられることとなっているが、ねじ・ボルト等は、自動車をはじめ、

電気機器、一般機械、鉄骨・橋梁等の組立などに用いられる「締結技術」の要となる各種製

品に必要不可欠な製品であり、日本国内から EU 域内にも一定数量の輸出を行っている。 

CBAM の導入に伴い、EU 域内輸入者から国内ねじ・ボルト等メーカーに対して、炭素

排出量の報告が求められることが想定されるため、各メーカーにおいても自社製品におけ

る炭素排出量の適切な算定が求められる。また、EU 側において必要以上に課金されるよう

な制度設計がなされることにより、国内ねじ・ボルト等メーカーの欧州市場における競争力

の低下に直面することを防止する必要がある。 

1.2. 目的 

これらを踏まえ、昨年 2 月には「ねじ・ボルト等における EU-CBAM 用算定ガイドラ

イン（令和 6 年 2 月）1」を策定し、製品当たりの炭素排出量の算定モデルケースを策定

したところ、本調査では、CBAM 制度情報の更新に伴う当該ガイドラインのアップデー

トを行うとともに、国内ねじ・ボルト等メーカーの CBAM 対応企業数の把握等にかかる

調査を行い、影響範囲を特定することで、国内ねじ・ボルト等メーカーの競争力維持に寄

与することを目的とする。 

1

https://www.meti.go.jp/policy/energy environment/global warming/others/guideline cb

am screws bolts.pdf  
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2. 情報共有の様式整備等を通じたユーザビリティ向上のための検討

2.1. CBAMポータル情報の更新 

2024 年 3 月以降 2025 年 2 月 25 日までの CBAM ポータルの情報更新内容は、主に報告

用のテンプレートやデフォルト値の Excel 提供、FAQ の更新、OC3I という第三国の

Installation Operator 向けのデータ登録ポータルサイトについてであり、算定方法や適用

除外等に関する新規の情報はない。 

2025 年 2 月 26 日時点で、CSRD や CSD3 と呼ばれる組織単位の ESG 報告に関する環

境規制の見直しパッケージである Omnibus 法案に CBAM 制度の簡素化も含まれている。 

ここでは、以下の各項目に関して CBAM 制度の更新内容について整理する。 

⚫ 2024 年 3 月以降に更新された CBAM ポータルの掲載情報

⚫ CBAM Question and Answers の主な更新点

⚫ CBAM O3CI（Operators of 3rd Countries Installations） Portal の概要

⚫ CBAM 制度簡素化の動き

⚫ 二次法の更新予定



3 

 

2.1.1. 2024年 3月以降に更新された CBAMポータルの掲載情報 

申告者向けには四半期報告例などが公表されている。 

表 1 2024 年 3 月以降に更新された申告者向けの CBAM ポータル上のドキュメント 

日付 文書名 

2024 年 10 月 1 日 Transitional CBAM Registry user manual for Declarants2  

2024 年 10 月 1 日 Most important features for the Declarant Portal for release 

CBAM 1.3.1.03 

2024 年 10 月 4 日 Guidance for declarants - “Request Delayed Submission”4 
 

2024 年 10 月 1 日 CBAM Quarterly Report structure XSD and “stypes.xsd” (ZIP 

format)5  

2024 年 10 月 1 日 CBAM Quarterly Report sample file for representatives6 

2024 年 10 月 1 日 CBAM Quarterly Report sample file for importers7 

2024 年 10 月 1 日 CBAM Quarterly Report structure (XLS format)8  

2024 年 9 月 23 日 CBAM Self Assessment Tool9 

2024 年 5 月 23 日 Guidance document on CBAM implementation for importers of 

goods into the EU10  

 
2 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/47322ae4-27c9-49f1-bdb7-

2a1fef73d647_en?filename=User%20Manual%20for%20CBAM%20Declarants-%20Rele

ase%201.3-v.1.62.pdf 
3 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/28db4b61-da07-428a-9da1-

9512c5aae61b_en?filename=Most%20important%20features%20for%20the%20Declara

nt%20Portal%20for%20release%20CBAM%201.3.1.0.pdf 
4 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/581c6ebf-56d9-4e3d-8fab-

0949457b21a3_en?filename=Requesting%20delayed%20submission%20in%20the%20C

BAM%20Transitional%20Registry_Guidance%20for%20Declarants_01-October-

2024.pdf 
5 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/90f33757-731c-4383-acb8-

7950dab4438d_en?filename=CBAM%20XSD%20version%2019.00.zip  
6 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/5c8b2c5f-9e27-423a-9e72-

d7f2a334949e_en?filename=CBAM%20Quarterly%20Report%20Sample%20file%20for

%20representatives_ver1.3.1.0.zip 
7 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/c42cfe85-6901-4c41-8281-

962fdc116583_en?filename=CBAM%20Quarterly%20Report%20Sample%20for%20imp

orters_ver1.3.1.0.zip 
8 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/d948f0eb-1374-4acd-a217-

a3d5a5d0aeb3_en?filename=Report%20Structure%20ver%2019.00.xlsx  
9 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/86d7c5c8-9d83-41a9-b646-

54e99d051389_en?filename=CBAM%20Self%20Assessment%20Tool%20Version%201.0.

xlsx 
10 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/bc15e68d-566d-4419-88ec-
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Installation Operator 向けには以下のドキュメントが公開、更新されている。 

表 2 2024 年 3 月以降に更新された報告者向け CBAM ポータル上のドキュメント 

日付 文書名 

2024 年 12 月 18 日 CBAM Registry access for non-EU installation operators11 

2024 年 6 月 7 日 CBAM communication template for installations12  

2024 年 6 月 5 日 Default values transitional period (Excel format)13  

2024 年 12 月 17 日 CBAM - Questions and Answers14  

2024 年 5 月 29 日 CBAM and developing countries/LDCs15  

特に、日本のねじ・ボルトメーカーにも影響を与える以下の 2 点について、次ページ以

降で主要な変更点や概要を説明する。 

⚫ CBAM Question and Answers の主な更新点

⚫ CBAM O3CI（Operators of 3rd Countries Installations） Portal の概要

b8f5c6823eb2_en?filename=TAXUD-2023-01189-01-00-EN-ORI-00.pdf  
11 https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-

mechanism_en#cbam-registry-access-for-non-eu-installation-operators 
12 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/2c15cd0e-2447-4ef8-ab70-

68b80b66ede8_en?filename=CBAM%20Communication%20template%20for%20installa

tions_en_071123.xlsx  
13 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/d71ef0c5-1d5c-45b3-be90-

39c43802df87_en?filename=Default%20values%20for%20the%20transitional%20period

%20of%20the%20CBAM.xlsx  
14 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/013fa763-5dce-4726-a204-

69fec04d5ce2_en?filename=CBAM_Questions%20and%20Answers.pdf  
15 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/7abe56cc-4af0-490d-90e1-

0a0825aabe37_en?filename=CBAM%20and%20developing%20countries.pdf  
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2.1.2. CBAM Question and Answersの主な更新点 

2024 年 12 月 17 日に更新された CBAM Question and Answers の日本語訳は別添資料

「R01ーCBAM ポータル FAQ」を参照のこと。 

特に、日本の CBAM サプライチェーンの利害関係者に関係する点は以下の 3 点と考えら

れる。 

⚫ 2026 年 1 月 1 日以降に国別または地域別のデフォルト値が提供される

⚫ 二次設備で加工が実施された後に一次設備に戻される時、一次設備で発生したとみな

してよい

⚫ 原産国とは「最後に実質的で経済的に正当化される加工又は作業が行われた国又は地

域」

特に、1 点目の 2026 年 1 月 1 日以降に申告者が、Installation Operator から排出量実デ 

ータを入手できない場合に EU が用意したデフォルト値を利用できるように準備が進めら

れている。これは、日本のねじ・ボルトサプライチェーン上のプレーヤーにとって内包排出

量に関する実データ提供負荷を軽減するかどうかについては慎重な検討が必要であると考

えられる。 

次頁以降に紹介しているように、2023 年の Joint Research Centre の報告書16によると、 

CN コード 7318 や 7326 に関する日本のデフォルト値は中国や韓国よりも大きい傾向があ

る。デフォルト値は実績値よりも大きくなるように設定されるとみられ、現時点で EU が
認識している CN コード 7318 や 7326 に分類される製品の国別排出量が中国や韓国よりも

高めであることを考えると、日本から調達している CN コード 7318 や 7326 について、EU

側の輸入者（申告者）は、中国や韓国から調達している輸入者（申告者）と比較してより多

くの炭素賦課金を支払う必要に迫られる。これにより日本製のねじ・ボルトは EU におい

てコスト高になり、日本製から中国製や韓国製への転注リスクが高まる可能性があること

に留意する必要がある。 

16 Vidovic, D., Marmier, A., Zore, L. and Moya, J., Greenhouse gas emission intensities 

of the steel, fertilisers, aluminium and cement industries in the EU and its main 

trading partners, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, 

doi:10.2760/359533, JRC134682. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134682  
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表 3 JRC レポートで整理されている 7318／7326 の国別排出量原単位（tCO2eq/t）比較 

出所）doi:10.2760/359533 

（単位： tCO2e/t）

説明 直接排出 間接排出 総排出 直接排出 間接排出 総排出 直接排出 間接排出 総排出 直接排出 間接排出 総排出 直接排出 間接排出 総排出 直接排出 間接排出 総排出

7217 10 ワイヤー 1.81 0.2 2.01 2.1 0.38 2.48 1.84 0.51 2.35 1.75 0.39 2.15 1.88 0.36 2.24 4.9 0.73 5.63

7223 00 ステンレスワイヤー 2.16 1.08 3.24 2.18 2.06 4.24 2.25 1.89 4.14 2.05 1.94 3.99 2.12 2.11 4.24 2.51 2.39 4.9

7318 11 00

7318 12 90

7318 13 00

7318 14 91

7318 14 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 24 00

7318 29 00

コーチねじ;その他の木ねじ;ねじフック

およびねじリング;セルフタッピングね

じ;その他のねじ部品;ばね座金およびそ

の他のロック座金;コッターおよびコッ

ターピン;その他の非ねじ部品-鉄鋼製

1.81 0.14 1.95 2.09 0.25 2.35 1.84 0.34 2.18 1.75 0.26 2.01 1.88 0.24 2.12 4.9 0.73 5.63

7318 12 10

7318 14 10

その他の木ネジ;セルフタッピングネジ-

ステンレス製
2.09 0.94 3.03 2.12 1.81 3.93 2.23 1.53 3.76 2.01 1.67 3.68 2.1 1.87 3.97 2.51 2.39 4.9

7318 15
その他のねじ及びボルト (ナット又は座

金を有するか有しないかを問わない。)
1.83 0.26 2.09 2.09 0.25 2.35 2.17 0.47 2.64 1.77 0.49 2.26 1.88 0.5 2.38 4.9 0.73 5.63

7318 16 ナット 1.81 0.14 1.95 2.09 0.25 2.35 1.85 0.41 2.26 1.75 0.26 2.01 1.88 0.24 2.12 4.9 0.73 5.63

7318 22 00 その他ワッシャー 1.81 0.14 1.95 2.09 0.25 2.35 1.84 0.34 2.18 1.75 0.26 2.01 1.88 0.24 2.12 4.9 0.73 5.63

7318 23 00 リベット 1.81 0.14 1.95 2.09 0.25 2.35 1.84 0.34 2.18 1.75 0.26 2.01 1.88 0.24 2.12 4.9 0.73 5.63

7326 11 00

7326 19

7326 90 92

7326 90 94

7326 90 96

鍛造、刻印又は焼結 2.63 0.35 2.98 2.63 0.67 3.3 2.05 0.91 2.96 2.14 0.69 2.84 2.15 0.63 2.78 4.97 1.37 6.34

7326 20 00 鋼線製品 1.84 0.22 2.06 2.12 0.4 2.52 1.85 0.54 2.39 1.77 0.42 2.19 1.89 0.39 2.28 4.9 0.73 5.63

7326 90 30

7326 90 40

7326 90 50

7326 90 60

はしご及びステップ;パレット及び類似

の荷役用プラットフォーム;ケーブル、

配管等のリール;建築業界で使用される

非機械式換気装置、樋、フック等

1.81 0.14 1.95 2.09 0.25 2.35 1.84 0.34 2.18 1.75 0.26 2.01 1.88 0.24 2.12 4.9 0.73 5.63

7326 90 98 その他の鉄鋼製品 1.88 0.17 2.05 2.14 0.32 2.47 1.86 0.43 2.29 1.79 0.33 2.12 1.9 0.31 2.21 4.91 0.92 5.82

台湾EU27

CN Code

7318

7326

中国 インド日本 韓国
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よび第三国における設置場所は公開される可能性がある。また、事業者は、氏名、住所、連

絡先情報を公開から除外することができる。 

表 4 CBAM Reporter Portal（CBAM O3CI Portal）の概要 

項目 内容 

登録 委員会は、第三国に所在する施設の運営者からの要請に応じて、運

営者の情報を CBAM レジストリに登録する 

登録に必要な情報 登録要請には、以下を含めるものとする。 

⚫ 運営者の氏名、住所、および連絡先情報;

⚫ 各施設の所在地、および小数点以下 6 桁まで正確な完全な住所

と地理座標 (経度と緯度);

⚫ 施設の主要な経済活動。

情報の更新 運営者は登録情報の変更を速やかに委員会に通知するものとし、委

員会はそれに応じて CBAM レジストリを更新するものとする。 

登録の有効性 登録は施設の運営者に通知した日から 5 年間有効で、更新可能であ

る。 

排出量データ ⚫ 運営者は施設で生産される各タイプの産品に関連する内包排

出量を決定する;(これは、排出量データを申告者と自発的に共

有することを希望する運営者のみを対象とする)

⚫ 排出量データが検証されていることを確認する;(2026 年から

のみ適用)

⚫ 検証後四年間、内包排出量の計算に使用された検証レポートと

記録のコピーを保管する。(2026 年からのみ適用)

CBAM 申告者への

データ開示 

事業者は EU 申告者に排出量データ を開示することができ、申告

者はこの情報を使用して報告義務を果たすことができる 

登録抹消 事業者は、いつでも CBAM レジストリからの登録抹消を要求する

ことができる。 

提供された情報が正確でなくなった場合、委員会は、事業者に意見

を聞く機会を与えた後、事業者の登録を抹消することもできる。 
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2.2. 前駆体情報収集用共通フォーマットの作成 

EU から公表されている Communication template は、ねじ・ボルトのサプライチェーン

の伸線メーカーや、ねじ・ボルトの完成品メーカーから外部委託をうけている金属加工、表

面処理、熱処理等の会社にとって、データ入力が難しいとの声が上がっている。このため、

ねじ・ボルトの完成品メーカーや、その取引先である最終製品の完成品メーカーもしくは最

終製品の完成品メーカーの Tier1 や Tier2 に相当する企業は、各社独自のデータ収集フォ

ーマットを作成し、サプライチェーンの上流側にデータ提供を依頼している。この結果、

2024 年 10 月時点で、ねじ・ボルトの完成品メーカーは多種多様なデータ収集フォーマッ

トに、同じような情報を入力しなければいけない状況となっていた。

7. ねじ・ボルト等を中心とした企業間ネットワーク等の構築の第 1 回意見交換会におい

て 10 月 31 日の実データ報告に関する課題を確認した。このうち、以下の課題について「共

通フォーマット」を定めることで解決が期待できるため、これらの課題を解消するように共

通フォーマットを定めることとした。 

⚫ CBAM だけでなく CO2 排出量に活用できる一部を抽出したり、 2025 年以降に増

加するであろう対象分野にも適用できるようにしてほしい

⚫ CBAM の対象製品や CN コードの記載など細かい部分も入力可能となれば、さらに

望ましい

⚫ エクセルファイルが複数に分かれていると、膨大なデータを集約ファイルにまとめ

るのに非常に工数がかかる。データの集約も考慮した設計にしてほしい。

⚫ 原材料によっては、海外から仕入れているものもあり、排出係数など何を使ったらよ

いのかよくわからない場合がある。国内限定のフォーマットでは役不足であり、海外

の排出係数等にも対応してほしい。

⚫ ねじ・ボルト以外にももちろん多くの CBAM 対象部品があるため、ねじ・ボルト以

外にも適用できるフォーマットにしてほしい。

⚫ CO2 の報告は問題ないが、実データは原価の一部を開示するようなものなので、開

示に抵抗がある。報告は、CBAM のインプットで必須のものに限定してほしい。

⚫ 材料の違う複数製品を同一工場で生産する場合にCO2排出量の重量按分が困難であ

る。

⚫ 外注先が多数ある場合に、調査してそれを自社製品の排出量を集計し、重量按分する

のが困難である。
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以上を踏まえて作成した共通フォーマットの概要を説明したものが図 9 から図 13 であ

る。 

図 9 に示しているように、共通フォーマットは大きく 4 つのブロック（A.属性データ入

力、B.企業／工場全体のエネルギーデータ入力、C. 企業／工場全体での全製品の生産高お

よび統合製品カテゴリ別生産高入力、D. 原材料／委託加工データ入力）に分かれている。

それぞれ、回答社の属性情報、自社のエネルギーデータの入力（排出係数を乗じて排出量を

計算する）、自社の総生産量・統合製品カテゴリ別生産量（施設別統合製品カテゴリ別のエ

ネルギー消費量を割り戻すための比率を計算する）、線材や委託加工での排出量を登録する

ために使用する。 

 

図 9 共通フォーマットの構成 

 

共通フォーマットの特徴は以下の各点になる。 

⚫ 共通フォーマットの位置づけ 

 上流企業等サプライヤーから前駆体情報や委託加工のエネルギー消費量等を

収集するツール。 

 申告者向けには、EU のコミュニケーションテンプレートに算定結果を転記

してもらう想定。 

 

⚫ 同じ施設・同じ統合製品カテゴリであれば内包排出量原単位は同じ 

 CBAM では施設別の平均排出量原単位を報告する必要があるため、製品別の
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排出量原単位ではなく、当該施設の平均排出量原単位を問い合わせる。 

 CBAM の計算ルール上、ステンレスねじと鉄ねじは、統合製品カテゴリが

「鉄と鉄鋼製品」で同じため、同じ排出量原単位で問題ない。

 個別製品について問い合わせを受けた場合は、算定側で施設別平均排出量原

単位を算定のうえ、異なる製品に対して同じ値を回答して構わない。

⚫ エネルギーデータは生産活動に直接用いて消費しているものだけ計上する

 潤滑油等生産に利用しているものの燃焼していないもの（産業廃棄物として

廃棄されるもの）は燃料消費量として計上する必要はない。

 潤滑油等の廃油を生産用の熱源等に用いている場合は「廃油」として消費量

を計上する。

 再生可能エネルギーや CO2 フリー電力について、自家発電や技術的に電源と

生産拠点が直結している場合は個別の排出係数を用いられるが、市場ベース

の証書取引等による場合は CBAM では排出係数の軽減は認められず、グリッ

ド平均で計算する

⚫ 取引先が商社の場合は原材料等を製造しているメーカーまで問い合わせてもらう

 商社は、B のエネルギーデータ入力を 0 値としたうえで、上流に確認した排

出量等情報を D.に記入する。

⚫ 委託加工先が外注している場合は、その外注先にも問い合わせる。

 委託加工先の外注先にもエネルギー消費量を問い合わせる。

 委託加工先が自社で線材などの原材料を調達している場合はD.も記入しても

らう。表面処理・熱処理のように貴社から半製品を供給し、処理後に戻して

もらう場合は、D の記載は不要である。この際の生産重量は、処理後の重量

を利用する。

⚫ 取引先が重量情報を持っていない。

 重量は難しいとの意見はいただいていますが、制度上求められていること、

今後のカーボンフットプリントの算定でも必要になることから、今回は重量

ベースとしている。
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以下、図 10 から図 13 は共通フォーマットのそれぞれのセクションの操作方法について

説明している。 

図 10 属性データ入力 

図 11 企業／工場全体のエネルギーデータ入力 
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図 12 企業／工場全体での全製品の生産高および統合製品カテゴリ別生産高入力 

 

 

 

図 13 原材料／委託加工データ入力 

 

 

 

 



19 

共通フォーマットは、施設を対象にしているが、エネルギー消費量や総生産量を調整する

ことで施設内の生産プロセス（Production Process）にも適用可能である。この方法につい

て説明したものが図 14 と図 15 である。 

図 14 Production process を細分化して報告したい場合の考え方 

図 15 Production process を細分化して報告したい場合のデータ入力方法 
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共通フォーマットは、1 月中旬以降に関係者に配布し、2025 年 2 月 19 日の第 2 回説明

会までの間に利用いただいたご意見等を第 2 回説明会のフィードバックアンケートで回答

してもらっている。以下のご意見を踏まえて 1 月に配布した共通フォーマットを修正のう

え、最終成果部として 2025 年 3 月に配布することとした。 

⚫ コミュニケーションテンプレートが中小サプライヤにも理解しやすく、日本語での提

供がありがたい。

⚫ 使いやすい UI やアウトプットのしやすさを期待する。

⚫ CBAM 説明会で共通フォーマットの利便性を理解し、作業の効率化に役立った。

⚫ 多くのユーザーの利用でのブラッシュアップを期待する。

⚫ 協力会社への伝達や重量ベースの把握が難しい。

⚫ 調査タイミングに間に合わなかったが、フォーマットの運用とサポートの継続を希望

する。

⚫ フォーマット作成順序や EU communicationsheet の使用方法に関する具体的な解説

を希望する。

⚫ 入力しやすい仕様と具体例の提供を希望する。

⚫ 零細企業でも入力しやすいフォーマットの提供を望む。

⚫ 部品単位での回答が多く、工場全体の排出量との整合性に困難がある。

⚫ 日本語での記載と入力を希望する。

⚫ 電力の単位を統一してほしい（kWh ではなく MWh）。

⚫ 原材料/委託加工データ入力に関するガイドラインの理解に困難があるため、詳細な説

明を希望する。

⚫ フォーマットに関する注意喚起の記載を希望する。

⚫ 調査方法の全体像や前提条件の説明が欲しい。

⚫ 欧州当局の要求に合致するレベルの算定前提のメリット・デメリットの説明を希望す

る。

⚫ 日本語での作成がサプライヤーに理解しやすい。
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3. 算定用ガイドラインの更新 

昨年度公開した『ねじ・ボルト等における EU-CBAM 用算定ガイドライン』18について、

以下の加筆修正を実施した。なお、加筆修正後の『ねじ・ボルト等における EU-CBAM 用

算定ガイドライン ver2.0』は、昨年度と同様に経済産業省のウェブサイトで公開予定であ

る。 

⚫ 各章：表現の修正 

⚫ 6 章：Installation の考え方を修正・追記 

⚫ 7 章：ヒアリング項目の追記、外注先の扱いについて修正・追記 

⚫ 付属書 II,III：国内、海外向けの係数を記載 

 

3.1. Installationの考え方を修正・追記 

CBAM ポータルの FAQ19で明記された内容に基づき、システム境界内に含まれる加工工

程について下表のように具体的に追記した。 

表 5 システム境界内の加工工程 

Sector Iron and steel sector Aluminium sector 

Aggregated goods 

category 

Iron or steel products Aluminium products 

含まれる加工工程 加熱、再溶融、鋳造、熱間圧延、

冷間圧延、鍛造、酸洗、焼鈍、め

っき、コーティング、亜鉛めっき、

伸線、切断、溶接、仕上げ 

再加熱、再溶融、鋳造、圧延、押

出し、鍛造、コーティング、亜鉛

めっき、伸線、切断、溶接、仕上

げ 

 

また、CBAM では施設別の排出量平均原単位を算定することが必要だが、企業アンケート

等で会社別の排出量や製品別の排出量を問い合わせている事例が多数見られたため、算定

ガイドラインに以下の各文を追記している。 

 

⚫ CBAM で報告が求められる範囲は一般的な製品カーボンフットプリントの範囲とは異

なるため、製品カーボンフットプリントの算定結果を CBAM 報告の数値として代用す

ることはできない 

⚫ CBAM の報告は Installation および Installation における生産製品をベースに行うも

 
18 

https://www.meti.go.jp/policy/energy environment/global warming/others/guideline cb

am screws bolts.pdf  
19 https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism en#faq  
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のであり、企業単位、複数の Installation にまたがる製品ベースでの報告ではないこと

に注意する。 

 

また、共通フォーマットの説明会やその後の質疑で、Production process の分割に関する問

い合わせが多かったため、算定ガイドラインにも以下の記述を追記した。 

 

【例 2】 

EU 向けの特定製品の生産重量が把握できており、かつ特定製品の原材料重量が把握でき

るような場合は Production Process を細分化することが可能である。以下の図３で示した

ものをベースにとした図 4 に例を示す。図 4 のように EU 向けの特定製品である鉄鋼のね

じ X とその原材料の線材 X の原材料重量がそれぞれ把握できるような場合に Production 

Process の細分化が可能である。図４に示す Production Process①（鉄鋼製品）の Production 

Process が、ねじ X 製造の Production Process とねじ X 以外の鉄鋼製品を製造する

Production Process に分割される形となる。特定製品に関する原材料情報と生産重量が個

別に把握できる場合は、線材 X 以外の情報を得ずしてねじ X の SEE 算出が可能となり、

サプライヤーへのヒアリング作業の負担が軽減される。 

 

図 16 あるねじ製造会社における Installation の概念図②（事務局解釈） 
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3.2. ヒアリング項目の追記、外注先の扱いについて修正・追記 

CBAM 算定において最低限必要なデータをサプライヤーから収集するためのデータ項目

について、算定ガイドラインに次表を追記している。 

表 6 報告が必要な項目、サプライヤーへのヒアリング項目 

報告内容 単位 収集データ 

特定直接内包排出量

SEE（直接） 

tCO2/t Installation のエネルギー消費データ、生産重量、

Precursor の SEE データを収集（7.1、7.3、8.3 参

照） 

特定間接内包排出量

SEE（間接） 

tCO2/t Installation のエネルギー消費データ、生産重量

を収集、Precursor の SEE データを収集（7.2、

7.3、8.3 参照） 

特 定 内 包 排 出 量

SEE（合計） 

tCO2/t SEE（直接）+ SEE（間接）で算出 

電力排出係数 tCO2/MWh 8.2 参照 

内包電力消費量 MWh/t Installation のエネルギー消費データ、生産重量、

Precursor の内包電力消費量データを収集（7.2、

7.3、8.3 参照） 

 

また、前駆体の重量と排出量データについて以下の記述を追記している。 

 

前駆体（Precursor）の重量 

Precursor の排出量を算定するために Precursor の重量を収集する必要がある。

Precursor 重量としては、製品の生産に投じられた Precursor の重量が該当するため、そ

のデータを収集する。 

 

前駆体（Precursor）の排出量データ 

最終的な製品の特定内包排出量を算出するために Precursor の排出量情報を収集する必

要があるため、サプライヤーへのヒアリングを実施する。ヒアリングにあたっては７の表

１で示した 5 つの項目（SEE（直接）、SEE（間接）、SEE（合計）、電力排出係数、内包

電力消費量））を最低限ヒアリングするとよい。 
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3.3. 付属書 II 所在地が日本である場合の算定に用いる排出係数 

 

表 7 所在地が日本である場合の算定に用いる排出係数 

フォーマット

での記載名 

排出係数 

tCO2/TJ 

出典 発熱量 

 

単位 出典 

ガソリン 68.6 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

33.20 MJ/L 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

灯油 68.6 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

36.50 MJ/L 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

軽油 68.9 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

38.00 MJ/L 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

A重油 70.8 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

38.90 MJ/L 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

C重油 74.1 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

41.00 MJ/L 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

LPG 59.8 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

50.10 MJ/kg 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

LNG 51.0 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

54.70 MJ/kg 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

国産天然ガ

ス 

51.0 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

38.40 MJ/m3 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

都市ガス 51.3 2024 年日本国温室効

果ガスインベントリ 

40.40 MJ/m3 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

廃油 73.3 IPCC 2006 GL 35.77 MJ/L エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 
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3.4. 付属書 III 所在地が日本以外である場合の算定に用いる排出係数 

表 8 付属書 III 所在地が日本以外である場合の算定に用いる排出係数 

フォーマットで

の記載名 

排出係数 

tCO2/TJ 

出典 発熱量 単位 出典 

ガソリン 69.3 IPCC 2006 GL 31.32 MJ/L エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 

灯油 71.9 IPCC 2006 GL 34.27 MJ/L エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 

軽油 74.1 IPCC 2006 GL 35.77 MJ/L エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 

A重油 74.1 IPCC 2006 GL 36.73 MJ/L エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 

C重油 77.4 IPCC 2006 GL 39.67 MJ/L エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 

LPG 63.1 IPCC 2006 GL 47.3 MJ/kg IPCC 2006 GL 

LNG 51.0 2024 年日本国温

室効果ガスインベ

ントリ

54.7 MJ/kg 2024 年日本国温室効果

ガスインベントリ 

国産天然ガス 56.1 IPCC 2006 GL 34.97 MJ/m3 エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 

都市ガス 56.1 IPCC 2006 GL 36.44 MJ/m3 エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 

廃油 73.3 IPCC 2006 GL 35.77 MJ/L エネルギー源別標準発熱

量・炭素排出係数（2018

年度改訂） 
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4. 国内ねじ・ボルト等メーカーの CBAM対応企業の実態把握

4.1. 調査概要

国内ねじ・ボルト等メーカーの CBAM 対応企業について把握するために、表 9 の概要で

アンケートを実施した。

表 9 CBAM 対応企業アンケートの実施概要 

項目 実施概要 

調査目的 ⚫ CBAMは既に移行期間が始まっているが、2024年 10月時点で、国内

でどの程度の企業が CBAM対応を行う必要があるか不明である。

⚫ 本アンケートを通じて、日本企業における CBAM の影響範囲と対応の

必要性を明確にする。

調査対象 ⚫ CBAM の申告者となるはずの欧州に拠点を有し、製品を輸出入してい

る完成品メーカーや商社

⚫ CBAM の報告者となる欧州に輸出している完成品・商社と取引している

メーカー

⚫ CBAMの報告者となるメーカーと取引しているサプライヤー

調査主要項目 ⚫ CBAM対応の有無

⚫ 令和 5年度「ねじ・ボルト等における EU-CBAM用算定ガイドライン」の

活用の有無、利用者の場合は改訂への意見

⚫ CBAMの影響範囲

⚫ その他

実施方法 ⚫ ウェブアンケートで実施した。

⚫ ウェブアンケートの URL リンクを業界団体に依頼し、経済産業省の調査

として回答に協力依頼を行った。

目標回答数 ⚫ 300社回答

有効回答数 ⚫ 164社
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4.2. 調査結果 

アンケートの単純集計は別添の『アンケート集計結果公表用』に記載しているので、個別

の設問項目の結果については別添を参照のこと。 

アンケート結果の概要は以下のとおりである。

⚫ 名寄せ後で 164 社が回答していた。

 伸線、ねじ・ボルト等メーカー、自動車・自動車部品、関連商社について概ね

関連する企業は把握できつつある。

 産業機械、表面処理・熱処理の回答が少なく、引き続き、CBAM について浸

透を図る必要がある。

⚫ アンケート回答者のうち 88％が CBAM について聞いたことがあると回答している。

 既に CBAM 対応に協力している社はアンケートにも回答しているが、まだ、

協力していない社は捕捉できていない。

⚫ 鉄・鉄鋼 2 次製品だけでなく、アルミニウム製品についても報告している。

 鉄および鉄鋼製品について報告している社が 74 社

 アルミ製品について報告している社が 20 社

⚫ 2024 年 10 月 31 日報告では実績値で報告する努力が行われている。

 CBAM 報告を行った 65 社のうち、10 月 31 日時点でデフォルト値のみで回

答したのは 6 社のみ

 一方で、サプライチェーンの実績値で報告できたのは 8 社のみ

 まだ、多くの社は、実測値の回答に対応できていない。

⚫ CBAM 報告の問い合わせを受けた／実施した社数は２～５社が最頻値となっている。

 CBAM 報告の問い合わせは、164 社中 109 社が受けている。

 問い合わせを受けた納品先は 1 社あたり２～５社が最も多くなっている。

 回答率は 90％であり、下流側に何らかの回答は実施している。

⚫ 下流側に CBAM 報告を実施した 97 社のうち上流に問い合わせたのは 77 社となって

いる。

 問い合わせ先の社数は２～５社が 27 社、11～50 社が 19 社となっており、

100 社以上に問い合わせた社も４社あった。

 回答率の中央値は 89％であり、上流側からも概ね回答を得られている。
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 CBAM の法順守のためには回答率を 100％にする必要があり、残り約 10％

の回収対策を行う必要がある。

⚫ 問い合わせ・回答されている排出量は CBAM 法要求（施設別）と異なる。

 現状、製品別／会社別排出量を問い合わせ／回答してもらっており、CBAM

法要求である施設別排出量を問い合わせ／回答している社は多くない。

 今後も、CBAM 向けには施設別平均排出量原単位を回答してもらうように説

明会等で周知を行う必要がある。

⚫ 未回答理由は、Excel ファイルの難しさ、サプライヤーの非協力となっている。

 業務多忙や目的外利用は 69 社中 17 社／16 社であり、1/4 程度。

 サプライヤーが回答してくれないことを理由に挙げている社は 37 社で過半

数となっている。

 Excelファイルが難しく記入する情報量が多いことを理由に挙げる社は 34社

で半数となっている。

 共通フォーマットの配布で未回答率低下が期待できる。一方で、残り約 10％

の回答率向上のためには、排出量算定支援や情報連携基盤の整備等の追加対

策が必要と考えられる。

⚫ 炭素賦課金の支払額は不明の回答者が大多数である。

 一部の回答者は試算済みであり、1 億円以上（1 社）、1000 万円～9999 万円

以上（3 社）、100 万円～999 万円（3 社）となっている。いずれも、自動車

OEM、大手部品メーカー、取り扱い商社となっている。

 86％の回答者は現時点での炭素賦課金の支払い額を把握していない。

 今回のアンケート回答者は申告者ではないため、炭素賦課金の支払い義務は

ない。このため、CBAM 対応のために排出量の算定や連携に経営資源を割く

必要性を理解しにくい状況となっている。

 少数の算定済みの企業は、現地法人を欧州に有しており、自社グループ内で

炭素賦課金の支払いを行う必要があるため試算していたと考えられる。

⚫ サプライチェーンにおける対策は、フォーマット共通化、算定支援、情報連携基盤が支

持されている。

 164 社中、130 社がデータ入力フォーマットの共通化を求めている。

 164 社中、116 社が中小企業を対象とした算定支援を求めているが、代行入

力まで求めている社は 45 社。

 情報連携基盤については、164 社中 83 社が有効と回答している。
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 既に進めている共通フォーマットは有効な対策になることが記載されるが、

回答率を 100％にしていくためには、情報連携基盤や算定支援等の追加対策

が必要である。 
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5.1. CBAM導入検討国 

表 10 は、CBAM 導入検討国の検討状況を整理したものである。各国の検討状況につい

ては、次ページ以降に整理している。 

表 10 CBAM 導入検討国の検討状況一覧 

国名 導入目標 検討状況 

英国 2027 年 

1 月 1 日 

⚫ UK-ETS に対応する炭素漏出を防ぐ目的で導入 

⚫ 2023 年と 2024 年にコンサルテーションを実施 

⚫ EU をベンチマークとした制度設計を行っている。 

⚫ 算定方法の詳細は未公表。 

⚫ De minimus 免税点について EU の 150EUR に対して 5 万

ポンドまで引き上げている。 

⚫ 2025 年 2 月 11 日に UK CBAM International group が設

立されメンバー募集が行われている。 

オースト

ラリア 

未定 ⚫ セーフガードメカニズム（Safeguard Mechanism）20に対応

する炭素漏出を抑制する目的で導入（Scope1 に相当する直

接排出のみを対象） 

⚫ 2023 年と 2024 年にコンサルテーションを実施 

カナダ 未定 ⚫ 2021 年の予算セッションで Boarder Carbon Adjustment

のコンサルテーション21を実施した。 

⚫ 以降、特に、大きな動きはない。 

台湾 未定 ⚫ 2024 年 10月に台湾でも CBAMを導入検討を行う方針が報

道されたが、2025 年 2 月時点で具体的な動きは公表されて

いない。 

 

  

 
20 https://www.dcceew.gov.au/climate-change/emissions-reporting/national-greenhouse-

energy-reporting-scheme/safeguard-mechanism  
21 https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/consultations/2021/border-

carbon-adjustments/exploring-border-carbon-adjustments-canada.html 
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5.1.1. 英国 

イギリス政府は 2027 年を目途に、自国の炭素リーケージを防ぎ、EU CBAM と同等の対

応を行うために、UK CBAM を導入予定であり、財務省（HM Treasury）と歳入関税省（HM 

Revenue & Customs）が 2023 年と 2024 年にコンサルテーションを実施している。 

2024 年時点で公表されている UK CBAM の概要と EU-CBAM との比較を示したものが

表 11 である。 

UK CBAM は 2024 年末に第 2 回コンサルテーションの回答が公表された後、2025 年 2

月 11 日に UK CBAM International group22が設立されメンバー募集が行われている。 

表 11 UK CBAM と EU CBAM の概要比較 
 

UK CBAM EU CBAM 

対象製品 ⚫ アルミニウム、セメント、セラ

ミック、肥料、ガラス、水素、

鉄・鉄鋼 

⚫ アルミニウム、セメント、肥料、水

素、鉄・鉄鋼、電力 

実施時期 ⚫ 2027 年以降 ⚫ 2023 年 10 月から移行期間開始 

⚫ 2026 年 1 月以降に本格実施 

データ ⚫ 実測値とともにデフォルト値

（イギリスが各国から輸入して

いる輸入量で加重平均した排出

量）の利用も認める 

⚫ 2024 年 10 月 31 日以降は、実測値

での報告を要求 

⚫ 2026 年 1 月 1 日以降も申告者には

デフォルト値の利用を認める予定 

計算ルール ⚫ CN コード別に算定・報告する

ことが求められているように読

める 

⚫ Aggregated Goods カテゴリで算定

し、CN コード別に報告することが

求められている。 

検証必要性 ⚫ 検証済みデータでの報告を求め

ている 

⚫ 検証済みデータでの報告を求めてい

る。 

免税点 ⚫ 年間輸入額 5 万ポンド未満は報

告免除 

⚫ 1 回あたりの輸入額が 150€未満は報

告免除 

出所）

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65fc11fef1d3a0001132ac6f/Introduction_

of_a_UK_carbon_border_adjustment_mechanism_from_January_2027.docx.pdf より

作成 

 

 
22 https://www.gov.uk/government/publications/uk-cbam-international-group/uk-cbam-

international-group-terms-of-reference 
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UK CBAM は、EU CBAM を踏まえて制度設計が行われているが、いくつかの差異があ

る。 

UK CBAM と EU CBAM では対象製品に差異がある。2024 年 3 月のコンサルテーショ

ン段階では EU CBAM と比較して、UK CBAM にはセラミック、ガラスが含まれている一

方で、電力が含まれていなかった。2024 年 10 月のコンサルテーション結果のレポートで

は、2027 年 1 月以降のセラミックとガラスを対象から外すとの結論になっている。この結

果、UK CBAM は EU CBAM と比較して対象製品範囲が狭くなっている。 

次に、導入年度について、EU CBAM が 2026 年 1 月 1 日以降に本格実施期間が始まる

のに対して、UK CBAM は 2027 年以降とされている。 

3 点目として、報告データについて EU CBAM では 2024 年 10 月 31 日以降は実データ

による報告を求めており、Installation Operator によるデフォルト値の利用は 2024 年 10

月 31 日以降は許容していない。EU 側の申告者（輸入者）は 2026 年 1 月 1 日以降で

Installation Operator から実データの報告を受けられない場合はデフォルト値を利用する

ことができる（ただし、実データよりも高い値になる見込みである）。UK CBAM でも、申

告者は、実データによる報告とともに、英国政府が用意するデフォルト値の利用も認める考

えが示されているが、デフォルト値は実データ利用よりも不利になる水準での設定が想定

されている。 

計算ルールに関して、EU CBAM は統合製品カテゴリごとに排出量原単位を算定し、そ

の結果を関税申告時に CN コードごとに報告することになっているが、UK CBAM は計算

ルールについて詳細が記載されていないため不明である。ただし、英国の専門家の間では

EU CBAM と類似の計算ルールになることが予想されている。 

免税点について、UK CBAM では 5 万ポンド23と設定されており、EU CBAM の 150 ユ

ーロと比較して、報告が必要な関税支払額は引き上げられており、少量輸入者は対象外にな

っている。 

 

  

 
23 当初は 1 万ポンドと設定されていた。1 万ポンドでも炭素漏出リスクの 99％はカバーで

きるとされていた。5 万ポンドに引き上げることで、多くの中小企業は UK CBAM の対象

外になる見込みである。 
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5.1.2. オーストラリア 

オーストラリアでは、CBAM に関して、2023 年に第 1 回コンサルテーションが実施され

ており、2024 年 11 月から第 2 回コンサルテーションが行われた。 

第 2 回コンサルテーションでは、炭素リーケージの程度や CBAM 導入シナリオによる影

響分析が報告されており、論点整理が進んでいる段階である。ただし、EU CBAM や UK 

CBAM で議論されている導入時期や、実データ利用とデフォルト値利用、報告頻度、検証

必要性、免税点などについて明確に議論されていない。 

一方で、CBAM 制度の対象は EU CBAM や UK CBAM とは異なり前駆体は対象外とな

っている（EU CBAM は、移行期間中は間接排出量の報告義務があるが、本格実施の際は

直接排出量のみの報告が求められている。ただし、今後の EU の検討によっては本格実施

期間でも間接排出量の報告が求められる可能性がある）。これは、オーストラリアでは EU

や英国のようなキャップ・アンド・トレード型の排出権取引制度（Emission Trading System）

ではなく、ベースライン・クレジット型のセーフガード24と呼ばれる気候変動対策が導入さ

れており、 CO2 換算値で年間 10 万 tCO2-e を超える大規模施設の自社排出量（Scope1）

を規制する制度になっている。この制度では、間接排出（Scope2）やサプライチェーンでの

排出（Scope3）が対象外になっているためである。 

2024 年 12 月 3 日に 2 回目のコンサルテーションがクローズされており、2024 年末に向

けてオーストラリア政府に対するレポートが出される予定である。ただし、2025 年 2 月 24

日時点でコンサルテーションの結果を反映させたドキュメントは公表されていない。 

  

 
24 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/12969017  
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表 12 AU CBAM と EU CBAM の概要比較 
 

AU CBAM EU CBAM 

対象製品 ⚫ アルミニウム、セメント、クリンカ、石

灰、アンモニア、鉄・鉄鋼 

⚫ アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄・鉄

鋼、電力 

実施時期 ⚫ 未定 ⚫ 2023年 10月から移行期間開始 

⚫ 2026年 1月以降に本格実施 

データ ⚫ 未定 ⚫ 2024年 10月以降は、実測値での報告

を要求 

⚫ 2026年 1月 1日以降も申告者にはデフ

ォルト値の利用を認める予定 

報告頻度 ⚫ 未定 ⚫ 移行期間は四半期。 

⚫ 本格施行後は年に 1回。 

計算ルール ⚫ 直接排出量が対象。 

⚫ （オーストラリアは Scope2,Scope3

がセーフガードの対象外であるた

め、間接排出量、前駆体は対象外） 

⚫ 直接排出量および移行期間は間接排出

量も算定 

⚫ Aggregated Goodsカテゴリで算定し、

CN コード別に報告することが求められて

いる。 

検証必要性 ⚫ 未定 ⚫ 検証済みデータでの報告を求めている。 

免税点 ⚫ 未定 ⚫ 1回あたりの輸入額が 150€未満は報告

免除 

出所）https://consult.dcceew.gov.au/carbon-leakage-review-consultation-paper-

november-2024 より作成 
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5.1.3. 台湾 

台湾の 2022 年の対 EU 貿易輸出額は約 349.2 億ドル（世界輸出額の約 7.3％を占める）

で、そのうち CBAM 管理品目は約 43.8 億ドル（EU 輸出額の 12.1％を占める）である。6

つのCBAM対象セクターのうち、鉄鋼とアルミニウム産業の輸出額は比較的大きく、特に、

鉄鋼は 42.2 億ドルとなっており過半を占めている。 

過去 5 年間の鉄鋼業規制品目の EU への平均輸出量が 140 万トン、2022 年の鉄鋼業界の

対EU輸出の最大の項目は鉄鋼一次製品等であり、直接輸出は約22.1億ドルとなっている。 

各製品の炭素含有量は約 0.3〜2.3t-CO2eq/t となっており、2022 年の EU ETS 炭素取引

平均が 85.2 ユーロから計算すると、CBAM の正式実施後、鉄鋼業は年間約 11.9 億〜91.1

億台湾ドル（約 55 億円～約 410 億円）を支払う必要があり、鉄鋼業の貿易量の約 2.4〜20％

に相当するとみられている。 

中小企業が多い鋼製ねじ、ボルト、ナット、その他のファスナーの輸出額は約 16.8 億ド

ルとなっており、鉄鋼二次製品も相当額になっている。 

この状況に対して、台湾政府は炭素課金政策を導入するとともに、建設業界の炭素削減施

策を導入することにより、ねじ業界の脱炭素化の支援を行っている。 

台湾は 2026 年から実施される EU の CBAM 対応で、来年から同国初の炭素税（Carbon 

Fee）制度をスタートさせ、EU と同等の気候変動対策を国内企業に課することで、EU 市

場に輸出する台湾製品に対する追加課税等を回避する方針を決めている。同時に、台湾市場

に輸入される製品に対しても同様の措置を課すことで、国内企業のコスト高をカバーし、グ

ローバルサプライチェーン網における台湾企業の競争力を維持することを目指している。 

具体的には、台湾版 CBAM や ETS を導入することで、炭素賦課金の EU への流出を抑

制することを想定している。2024 年度の台湾政府の EU-CBAM への対応状況をまとめた

ものが図 18 である。 
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表 13 台湾 CBAM に関する議論の進捗概要 

項目 概要 

背景 ⚫ 台湾は炭素課金の導入を計画しており、業界は政府に対し、市場における公正

な競争を維持するため、台湾版 CBAM を策定するよう求めている。 

制度設計のスケジ

ュール 

⚫ 環境省の副大臣は、立法院経済委員会で、台湾版 CBAM は 2025 年に開始

する予定と発言。 

対象セクター ⚫ 輸入鉄鋼やセメントなど炭素漏れの多い製品の炭素排出原単位の申告から始

める予定。 

EU／UK CBAM

との調和・相互承

認 

⚫ EU の CBAM オフセットルールはまだ確定していないため、台湾は今後、

CBAMオフセットと第三者検証メカニズムについて EU と協議する予定である。 

⚫ EU CBAM の実施を受けて、台湾の様々なセクターが、その排出量計算の理

解、ログインプラットフォームの利用、CBAM実施の進捗に基づく経過的排出量

報告書の提出に多くの人的・物的資源を投入している。 

⚫ 現在、英国CBAMの実施に伴い、台湾は、台湾の輸出産業が英国に輸出する

様々な製品（鉄鋼、アルミニウム、肥料、水素、セラミックス、ガラス、セメント、そ

の他の産業）への全体的な影響を調査している。 

⚫ EU CBAMと英国CBAMの検査プロセスの調和/相互承認メカニズムについて

は具体的な議論は行われていない。 

炭素価格 ⚫ 環境省は、炭素料率検討委員会の勧告に基づき炭素料率を承認し、関連する

法的手続きを完了した。2024年 10月 21日、環境省は「炭素料金徴収率」を発

表し、2025年 1月からの実施とした。1月 1日からの税率は以下の通り： 

⚫ 一般料金 一般税率：300元/CO2換算トン。 

⚫ 優遇税率 A（「課税対象における温室効果ガス排出削減の特定目標」公告付表

1の業種別削減率規定による：） CO2換算トン当たり 50元。 

⚫ 優遇税率B（「課税対象物の特定温室効果ガス排出削減目標」公告付表 2の技

術基準削減率に準拠）：50元/CO2換算トン： 100元/CO2換算トン。 

⚫ 上記の価格は、台湾で課税される炭素料金の計画であるが、CBAM の控除費

用においてどのように計算されるかは、まだ更なる明確化が必要である。 
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5.1.4. カナダ 

カナダでは、炭素国境調整措置は Boarder Carbon Adjustment（BCA）と呼ばれている。

直近のカナダ政府のコンサルテーションは2021年から2022年に実施されており、その後、

特に、制度導入に向けた動きはない。 

カナダでは、連邦政府や州によって Output-based pricing system (OBPS)と呼ばれるベ

ースライン・クレジット型の気候変動対策とキャップ・アンド・トレードのいずれかが導入

されている25。 

 

出所）https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-

change/pricing-pollution-how-it-will-work.html 

図 19 カナダのカーボンプライシング制度 

 
25 カナダのカーボンプライシング制度に関する日本語文献は以下を参照のこと。 

https://oilgas-

info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/190/202111_02a.pdf 

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0903/9634cce9abbad96c.html 

https://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable energy/stage2/contents/column0307.html  
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エネルギー多消費産業のうち貿易露出・排出集約産業（Emissions Intensive Trade 

Exposed industries：EITE）に関するカナダの 2018 年₋2020 年平均輸出入額を示したも

のが図 20 になる。炭素リーケージが生じる輸入が多い産業は自動車・自動車部品、化学製

品、金属製品の順になっており、EU とは異なっている。 

 

出所）https://www.canada.ca/en/department-

finance/programs/consultations/2021/border-carbon-adjustments/exploring-border-

carbon-adjustments-canada.html 

図 20 カナダの貿易露出・排出集約産業（EITE）の 2018 年₋2020 年平均輸出入額 
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5.2. 中小企業支援策 

5.2.1. 韓国 

韓国政府は、2024 年 5 月 24 日に Ministry of SMEs and Startups（MSS）が中小企業

に対する CBAM 対応支援政策を発表している。特に、算定、第三者検証取得支援に向けた

動きがある。表 14 は、韓国における EU CBAM に関する中小企業支援策を整理したもの

である。 

表 14 韓国の EU CBAM 対応に関する中小企業支援策 

項目 内容 

MSS は企業の輸出規模、

業種、輸出の定期性等を

考慮し、戦略的にサポー

ト 

⚫ MSS は、一定以上の輸出規模を持つ中小企業を中心に、中小企業に直

接支援を提供 

• CBAM 専用プログラムを含む 3 つの取り組みを実施。 

✓ 製品単位当たりの炭素排出量の測定と計算 

✓ EU-ETS 検証機関を使用した検証レポートの発行 

✓ 中小企業の炭素排出量の計算と検証プロセスを直接

支援する 

⚫ MSS は、EU に輸出するすべての中小企業（2023 年現在 1,358 社）を

対象に、中小企業が CBAM を正確に理解し準備できるように、教育お

よびトレーニングの取り組みを通じて専門的なトレーニングプログラ

ムを実施 

• 炭素排出量の測定と計算方法をカバーする CBAM 固有のコー

スの提供が含まれる。 

⚫ 関係省庁のタスクフォースと共同で説明会を開催し、CBAM の説明や

炭素排出量の計算に関する問い合わせに対応するために継続的なヘル

プデスクの運営を維持する。 

炭素削減のための設備

転換を支援し、融資や保

証による支援を提供す

ることで、レジリエンス

を向上させる 

⚫ 中小企業の排出量の計測・計算にかかるコスト負担を軽減するため、

実証実験を通じてデジタル MRV（計測・報告・検証）ソリューション

の開発・普及に努める。 

⚫ 2024 年には、炭素排出削減設備の導入促進や炭素排出管理ソフトの普

及支援のため、直接支援を受ける企業に対して、年間を通じて、1 対 1

の炭素中立コンサルティングなどを実施していく。 

⚫ 大規模な炭素排出削減設備の設置・運営に対する政策資金の融資支援

を拡大し、炭素排出削減見込み量に対する追加保証も提供する。 

炭素規制に関する情報

提供や、法律や規制に関

連する自主的なネット

⚫ MSS は、世界の炭素規制の動向や支援プログラム、カーボンニュート

ラルに関連するその他の情報を包括的に提供する専用プラットフォー

ムを構築・拡張する。このプラットフォームにより、排出量の計算と
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項目 内容 

ゼロイニシアチブの支

援を通じて、カーボンニ

ュートラルの達成に向

けた自主的な支援を提

供 

検証の負担を軽減するという中小企業の意見が、EU 貿易交渉やハイ

レベル会議などの国家レベルの炭素規制の議論に反映される。 

⚫ また、中小企業の自主的な炭素削減の取り組みを支援するため、「中小

企業カーボンニュートラル推進法（仮称）」の制定を推進する。 

出所）https://www.mss.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=244&bcIdx=1050607 

 

各施策の進捗として、KOTRA で CBAM 解説資料を作成し 2023 年 10 月に公表した

（https://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/2/digital-files/b08b62d6-a4ff-46af-ba7b-f15a26187282）。 

また、開設したヘルプデスク（https://offset.energy.or.kr/notice/notice_view.do?no=91#）

には昨年 2000 件意見が寄せられたとのことである。 

さらに、中小ベンチャー企業振興公団が排出量算定のコンサルティング支援（補助金）を

行っており、公団から専門の機関に委託をして行っている。2024 年は合計 170 社支援を行

った。 

一方で、中小企業カーボンニュートラル推進法（仮称）は 2023 年に提出されたが、第 21

回国会では審議されていない。 

EU CBAM をはじめとする欧州環境規制対応のデジタルプラットフォームに関しては、

韓国政府もエコデザインなどほかの規則にも対応したプラットフォームの構築を検討して

いるものの、ポスコ、ヒュンダイモーターなどの大企業がすでに先行して自社のデジタルプ

ラットフォームを立ち上げている。 

デジタルプラットフォーム上での排出量計算には個別企業のデータが必要であり、機密

情報の保護が重要になるが、韓国の中小企業も大企業のデジタルプラットフォームに情報

を開示することに懸念があり、国主導によるデジタルプラットフォームの構築を求めてい

る。 
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6. 国内ねじ・ボルト等メーカー向け説明会

説明会は、2024 年 12 月に第 1 回を、また、2025 年 2 月に第 2 回を開催した。以下、各

回の開催概要と、当日報告した説明資料の概略を示す。 

6.1. 第 1回 

表 15 は第 1 回 CBAM サプライチェーン説明会の概要である。オンラインで開催し、289

名の登録を得た。説明内容は、令和 6 年度業務の概要や CBAM 制度の最新状況および 10

月 31 日の実データ報告を経験した企業が認識した課題と対応策案、および、2026 年 1 月

以降に必要となる第三者検証の一般的な内容である。 

当日説明資料は、説明会開催後に関係者限で出席者に配布している。 

表 15 第 1 回 CBAM 説明会概要 

項目 内容 

日時 2024 年 12 月 11 日 13:00-15:00 

開催方法 Teams 

登録者 289 名 

説明内容 ⚫ R6 年度委託調査内容の説明

⚫ CBAM 制度の最新状況

⚫ 第三者検証に向けて

⚫ 10 月 31 日報告の課題と 1 月 31 日に向けて

説明会開催後にフィードバックアンケートを実施した。結果概要を示したものが図 21 か

ら図 23 である。当日は 280 名が参加し、77％が「とても満足」もしくは「満足」と回答し

ている。また、フィードバックの 70％が、ご意見、ご要望、質問となっていた。 

図 21 第 1 回説明会事後アンケート 

参加者数(事務局除く)：280 名 

アンケート総数：62 件

企業数：51 社 

回答率：22% 

満足度平均：3.9（5 点満点） 

意見交換会参加希望者：36 名（希望率：58%） 

意見記入件数：19 件 
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6.2. 第 2回 

表 16 は第 2 回 CBAM サプライチェーン説明会の概要である。オンラインで開催し、276

名の登録を得た。説明内容は、令和 6 年度業務成果であり、CBAM ポータル FAQ の更新

（2024 年 12 月 17 日時点）、CBAM OC3I Portal について、CBAM 制度簡素化の動き、

CBAM サプライチェーンアンケート結果、共通フォーマットについてこれまでいただいた

代表的なご意見・ご質問への回答、CBAM 海外調査結果、サプライチェーン意見交換会成

果である。 

当日説明資料は、説明会開催後に関係者限で出席者に配布している。 

表 16 第 2 回 CBAM 説明会概要 

項目 内容 

日時 2025 年 2 月 19 日 13:00-14:30 

開催方法 Teams 

参加者 276 名 

説明内容 ⚫ CBAM ポータル FAQ の更新（2024 年 12 月 17 日時点） 

⚫ CBAM OC3I Portal について 

⚫ CBAM 制度簡素化の動き 

⚫ CBAM サプライチェーンアンケート結果 

⚫ 共通フォーマットについてこれまでいただいた代表的なご意見・ご質問

への回答 

⚫ CBAM 海外調査結果 

⚫ サプライチェーン意見交換会成果 

 

説明会開催後にフィードバックアンケートを実施した。結果概要を示したものが図 24 か

ら図 27 である。当日は 276 名が参加した。 

図 24 第 2 回説明会事後アンケート 

 

 

参加者数(事務局除く)：276 名 

アンケート総数：36 件 

企業数：36 社 

回答率：13% 

満足度平均：（5 点満点） 
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以上の状況を前提に、表 17 のように日本国内における CBAM サプライチェーンにおけ

る排出量算定・報告に関する課題と対応策について検討を行った。 

表 17 CBAM サプライチェーン意見交換会の概要 

項目 内容 

活動目的 ⚫ 複数企業間でデータ交換のためのエクセルファイルを統一したり、デ

ータ交換のためのプラットフォーム構想について意見交換し、2026 年

1 月以降のサプライチェーン全体での CBAM 対応のための方策につ

いて検討を行う。 

対象者 ⚫ 説明会、アンケート等で案内し、関心ある社に参加を募った。 

開催頻度 ⚫ 11 月中旬、12 月中旬、1 月中旬、2 月初旬の最大 4 回を想定。 

開催方法 ⚫ 初回は対面の開催（実施済み） 

⚫ 2 回目以降についてはオンライン会議で実施した。 

議題 ⚫ 10 月 31 日実データ報告の課題確認 

⚫ サプライチェーンでの情報交換のための課題の共有 

⚫ データ交換のためのエクセルファイルの統一 

⚫ データ交換のためのプラットフォーム構想について意見交換と仕様と

してのとりまとめ必要性。 
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7.1. 第 1回（2024年 11月 26日 10:00～12:00） 

表 18 は、第 1 回 CBAM サプライチェーン意見交換会の概要を示したものである。10 月

31 日の実データによる報告を踏まえて課題の共有と解決策の方向性について議論を行った。 

表 18 第 1 回 CBAM サプライチェーン意見交換会概要 

項目 内容 

日時 2024 年 11 月 26 日 10:00-12:00 

開催方法 Teams+会場 

説明内容 ⚫ 目的・事前アンケート結果概要説明 

⚫ 自己紹介・10 月 31 日実データ報告課題共有 

⚫ CBAM サプライチェーン課題解決に向けたディスカッション 

 

7.2. 第 2回（2025年 1月 22日 15:00-16:30） 

表 19 は、第 2 回 CBAM サプライチェーン意見交換会の概要を示したものである。デー

タ連携基盤の試行とデータ連携基盤の整備の進め方の方針について意見交換を実施した。 

表 19 第 2 回 CBAM サプライチェーン意見交換会概要 

項目 内容 

日時 2025 年 1 月 22 日 15:00-16:30 

開催方法 Teams+会場 

説明内容 ⚫ データ連携基盤に関する議論の進め方（案） 

⚫ データ連携基盤と掲示板（Wiki）の概要 

⚫ データ連携試行の概要 

⚫ データ連携基盤整備のビジネスモデルに関する予備議論 

 

7.3. 第 3回（2025年 2月 13日 16:00-18:00） 

表 20 は、第 3 回 CBAM サプライチェーン意見交換会の概要を示したものである。デー

タ連携基盤の試行を踏まえた必要機能やデータ連携基盤整備に向けたビジネスモデルの要

件について意見交換を実施した。 

表 20 第 2 回 CBAM サプライチェーン意見交換会概要 

項目 内容 

日時 2025 年 2 月 13 日 16:00-18:00 

開催方法 Teams+会場 

説明内容 ⚫ 試行のフィードバック 

⚫ CBAM サプライチェーンアンケート結果の共有 

⚫ データ連携基盤整備のビジネスモデルに関する議論 
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8. FAQ

8.1. 共通フォーマット 

8.1.1. QA 

以下は、本業務で作成した共通フォーマットに関する質問と回答である。 

表 21 共通フォーマットに関する QA 一覧 

No 分類 質問 回答 

1 共通フォー

マット

作成いただきました共通フォーマットです

が、これは、完成品メーカ（ネジメーカ）の

上流企業様から前駆体の情報を集めるた

めのフォーマットと理解してよろしいでしょ

うか。 

はい、結構です。共通フォーマットは、基本的

に、報告者よりも上流側の中小企業対応を主

としています。 

2 共通フォー

マット

このフォーマットを承認取らずに材料メー

カ－等に提供してもよろしいでしょうか？

はい、提供いただいて構いません。 

2025 年 3 月以降に、経済産業省ウェブサイ

トに公開される予定です。

3 共通フォー

マット

輸出するにあたり全データが必要なので

しょうか？ 

基本的には、工場等の施設の生産に関わる

全量が必要になります。ただし、欧州向けの

輸出品の重量と使用する原材料および生産

ラインが明確にわかっており、エネルギーデ

ータについて生産ラインを個別に取得可能な

場合は、生産ライン別の算定は可能です。 

4 共通フォー

マット

英語版のフォーマットはありますでしょう

か？ 

2025年 3月リリースを目指して作業中です。 

5 共通フォー

マット

統合製品で算定し、ＣＮコード×工場で報

告するというお話でしたが、それがこのフ

ォーマットにどのように反映されているの

かお教え頂きたいです。 

今回は、算定フォーマットですので、統合製

品で算定するところのファイルになります。 

CBAM のルール上、報告者が運営している

工場で算定した内包排出量原単位は、同一

の統合製品カテゴリであれば CN コードが異

なっても内包排出原単位が同じになります。 

共通フォーマットで算定した内包排出量を用

いて、当該施設から輸出される製品について

CN コードをつけていただき、同じ内包排出

量原単位を報告ください。 
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No 分類 質問 回答 

6 共通フォー

マット

弊社は、特殊なお客様以外は、使用する

鉄鋼ﾒｰｶｰは、弊社が選んでいるので、鉄

鋼ﾒｰｶｰの使用比率に従って、その鉄鋼ﾒ

ｰｶｰのＣＯ２の排出量を報告しています。 

CBAMのルール上、貴社の時点で上流の複

数の前駆体メーカー（鉄鋼メーカー）の原材

料別の内包排出量を加重平均し、貴社の排

出量原単位と合算して報告いただければ結

構です。 

共通フォーマットを活用いただく場合、D.に

上流メーカーから連携された必要情報と取扱

量を記入いただくことで、貴社時点での統合

製品カテゴリ別の内包排出量原単位が自動

的に計算できます。 

7 共通フォー

マット

2023年の当初の CBAMの値をお客様と

協議した時、「サイズが異なると、CO2 の

排出量が変わるはず。この点をどう配慮さ

れているのですか？」との質問があり、弊

社としては、ある程度の製品サイズ区分に

分けて CO2の排出量を算出している。 

CBAM のルール上、製品別の排出量ではな

く、生産施設の生産重量当たりの平均排出量

原単位（内包排出量原単位）を回答いただく

必要があります。この場合、原単位化されて

いるため、製品のサイズによらず内包排出量

原単位は同じ値で問題ありません。 

内包排出量原単位が同一でも対象製品の単

重が異なるため、製品ごとの排出量が異なる

ことになります。 

8 共通フォー

マット

弊 社 製 品 に つ い て 、 EU の

Communication template での提出を

要請されたため、METI 共通フォーマット

と両方入力して確認をしたのですが、間

接排出は数値が合致するものの、直接排

出の値が METI の方が１５％程度大きい

値になりました。 

色々と入力値を変えてみたのですが、差

異は変わりませんでした。軽油の比重を

0.82g/ml として、使用量（ｋL）にかけ合わ

せて重量（ｔ）に換算しておりますが、共通

フォーマット内の換算も同じでしょうか。

共通フォーマットのガイドラインの付属書の表

の単位が重量ベースになっていたため、重量

換算必要と思われたことが原因かと思いま

す。 

共通フォーマットのガイドラインの該当部分に

ついて説明書きを修正しました。 
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9 共通フォー

マット 

ステンレスねじの製造ラインと鉄ねじの製

造ラインがあり、ステンレスねじだけ納めて

いるお客さんと両方を納めているお客さん

がいる場合に、排出量計算をどのように考

えたらよいのか。 

ステンレスねじの製造ラインと鉄ねじの製造ラ

インのエネルギーが別々に取得されている場

合（ケース１）と、まとめてしか取得できない場

合（ケース２）で分けて考えます。数値が変わ

りますが、CBAM のルール上、どちらの考え

方で計算しても構いません。 

なお、ケース 2 の場合、鉄ねじについて

CBAM 報告を求められた場合、ステンレスね

じと同じ値を申告できます。 

10 共通フォー

マット 

 共通フォーマットの使用ガイドラインにお

いて、項目Cにおいて工場全体の生産量

を記入した後、特定製品の生産重量を該

当するAggregated goods categoryの欄

に入力することで対応出来る。特定製品

の重量を本共通フォーマット項目 C の

Aggregated goods category の欄に記入

した場合は、本共通フォーマット項目Dに

記載する原材料デ-タは特定製品に由来

するもののみとすることに注意すると書か

れてあります。 

特定製品がある場合は上記の方法で入

力し、ねじ X と鋼材 X の関係が明確でな

い場合の特定製品以外の場合と入力はス

タンダ-ドな入力方法で処理することが可

能と理解します。 

使用ガイドラインでは特定製品の細分化

が可能であるとも言っていますし、不可能

であるとも言っているので今一つ理解に

至りません。お教え下さい。 

細分化の方法はいくつかあります。共通フォ

ーマットのガイドラインで例に挙げているよう

な事例であれば細分化可能、それ以外は細

分化不可ということになります。 
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11 共通フォー

マット 

サプライヤ-及び委託加工業者にヒアリン

グをしても回答が得られない場合はデフ

ォルト値で対応するとのことですが、その

デフォルト値はどこから参照すればいいで

すか？また、デフォルト値の使用含めた

推計は排出量の 20%以内というのは

CBAM で認められている排出量です

か？そうであれば、CBAM で認められて

いる排出量とはどこを参照すればいいの

ですか？ 

委託加工の場合、デフォルト値は用意されて

おりませんので実データの収集または推計が

必要になります。 

12 共通フォー

マット 

直接排出量と間接排出量の欄に何を記

入すればよいかわかりません。電力消費

量はわかります。電力排出係数は地域ご

とに違うのでしょうか？ 

直接排出量と間接排出量は自動計算されま

すので、電力消費量、燃料消費量を入力シ

ートに記入ください。排出係数は中で持って

いますので自動計算されます。 

13 共通フォー

マット 

弊社ではねじボルトと同様、鉄鋼製品（ワ

イヤロッド）を加工した鉄鋼製品を EU に

輸出しておりますが、欧州側輸入者から

Communication Template にて報告す

るよう要請されています。 

EU-CBAM 共通フォーマット説明会で

は、特定直接内包排出量、特定間接内包

排出量、内包電力消費量、電力排出係数

が求められればよい、とされていました

が、報告にあたっては、この 4 つの数値を

直接入力して渡すことが可能という理解で

よろしいでしょうか。 

（上流、前駆体などの情報は、テンプレー

ト自体が voluntary だからという理由でし

ょうか） 

Communication template は、最後のシー

トを Declarant に提出することが想定されて

いるはずです。 

今回の共通フォーマットは、特定直接内包排

出量等について算定するものですので、そこ

で 計 算 し た 結 果 を Communication 

templateに転記いただき、 

Installation 等の情報は貴社で埋めていた

だければよいかと思います。 
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14 共通フォー

マット

輸 入 者 で あ る 欧 州 拠 点 か ら

Communication Template に情報を入

れて返信するように要請を受けています。

完成品メーカ （ ネジ メーカ ）はその

Communication Template に情報を埋

める際に、前駆体情報を共通フォーマット

から転記すると理解していますが、正しい

でしょうか？共通を―マットを欧州に提出

すればそれでよいと理解している方がい

らっしゃり、混乱していますので確認させ

て下さい。 

はい、報告者が入手した共通フォーマットの

情報は、報告者から見ると前駆体情報になり

ます。報告者は、前駆体情報を D に記入し、

B,C に自社情報を入力することで内包排出

量原単位が計算できます。申告者への情報

連携には Installation 情報が必要になりま

すので、共通フォーマットで算定した数値を

Communication template に転記し、施設

情報等を追記いただくことを想定しています。 

15 共通フォー

マット

共通フォーマットの中で、提出用シートだ

けを下流側に提出すれば良いとあります

が、どのようにすれば提出用シートのみを

提出できるのかが分かりません。 

提出用シートを表示いただき、ファイル保存

で CSV 形式を選択ください。ファイル保存さ

れると表示していたシートのみCSV形式で保

存されていますので、CSV 形式のファイルを

下流側に提出ください。 

16 共通フォー

マット

CBAM 共通フォーマットを使用すれば、

コミュニケーションテンプレートは使用する

必要がないでしょうか？ 

貴社が、前駆体製造者や委託加工事業者等

のサプライヤーの場合、コミュニケーションテ

ンプレートを使用する必要はありません。一

方で、報告者として欧州の輸入者（申告者）

に情報連携する場合は、コミュニケーションテ

ンプレートに算定結果を転記いただくことを

想定しています。 

17 単位 電力消費量の単位ですが、CBAM 報告

上は kwh/tではなく、「Mwh/t」だという認

識です、単なる間違いでしょうか実際の報

告に合わせて頂くと大変有難いのです

が。 

CBAM は MWh/t なので、共通フォーマット

もMWh/tに改修予定です。 

18 用語 エクセルの「用語」sheet に直接排出量と

して４種類ありますが、違いを教えて下さ

い。 

直接排出量が 4 種類あるわけではなく、

Direct Emission しかないが、直接排出量は

施設からの全排出量で、直接内包排出量は

原材料情報を含むもので、 

特定直接内包排出量は生産重量当たりで割

っている場合）SEE、EU に提出するもの）定

直接排出は直接排出量を重量で割り戻した
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ものになる。 

19 用語 CBAM 共通フォーマットにおける提出用

のセルにあるデータ開始日、データ終了

日とは何を意味するのでしょうか？ 

データ開始日、データ終了日は、1 年間のデ

ータを収集することになっているが、暦年と書

かれている（ただし、会計年度でもよいとされ

ている）。 

ファイルを保存する際に、どの期間で収集し

たデータかの記録を残すために、開始日終

了日を入れている。 

20 A 属性デ

ータ入力 

当社は商社ですが、今回のフォーマットで

は Installation の名前や住所は入力不

要と理解してよいですか？ 

商社としてサプライヤーを秘匿したい場合

は、Installation として商社の住所等を書い

てください。 

共通フォーマットの A. 属性データの入力

は、サプライチェーンで情報を共有した際に

問い合わせを円滑に行うために記載している

ものであり、CBAM 報告に必要な施設（イン

スタレーション）情報とは異なります。 

21 A 属性デ

ータ入力 

工場が２か所ありますが、属性データ入力

で２か所に分けて登録する必要がありま

すか？ 

どういう形で工場 2か所かによりますが、工場

A と工場 Bでプロセスが分かれている場合は

合算してもらっても構いません。 

また、2 つの工場で、異なる完成品を作って

いる場合は別々に計算してもよいです。 

22 B エ ネ ル

ギーデータ

入力 

廃油について：有価物として再販している

場合はマイナス入力しますか？ 

電力について：上記と同じですが、太陽光

発電にて売電している分は使用分からマ

イナス入力しますか？ 

廃油を生産するために燃やしている場合は

入力するが、販売している場合は入力不要で

す。また、再エネについても、電力消費量を

記入いただくことになりますので、売電分は除

外されているはずです。 

23 B エ ネ ル

ギーデータ

入力 

前回、潤滑油の使用量が直接排出に含ま

れると伺いましたが、潤滑油の使用量はど

ちらの項目に入力したらよろしいでしょう

か。 

潤滑油を潤滑油として使用した後に、廃棄物

処理の一環として熱回収し、生産用の熱・電

力等を得ている場合、廃油で消費量を記入く

ださい。 

24 B エ ネ ル

ギーデータ

入力 

潤滑油を燃焼している場合にはどの項目

に入力するのが正しいのでしょうか 

潤滑油を燃焼している場合は、燃料消費量

の燃料種選択で、廃油で、選択ください。 
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25 B エ ネ ル

ギーデータ

入力 

自社で燃焼していなければ廃油は

CBAM 対象外という事でよろしいでしょう

か？もしくは廃棄業者（最終処分場）にて

燃焼される場合も CBAM報告対象となる

のでしょうか？ 

産廃業者での燃焼は考慮する必要はありま

せん。 

また自社で燃焼している場合でも、製造のエ

ネルギーとして回収していなければ特に算定

不要と考えております。 

26 B エ ネ ル

ギーデータ

入力 

電力入力について、再生エネルギー・

Co2 フリー電力の使用分は含みますか？ 

CBAM は、自家発もしくは技術的に接続関

係が担保されている電力について排出係数

を個別に考慮できますが、市場ベースの権利

取引による排出係数の軽減を認めていませ

ん。再エネ、CO2 フリー電力の発電と生産設

備との技術的な接続状況によって取り扱いが

変わりますので、EU のガイダンスや共通フォ

ーマットの使用ガイドライン等を参照くださ

い。 

27 B エ ネ ル

ギーデータ

入力 

排出量報告で、内包電力消費量の計算

の詳細が知りたいです。入力したデータ

から出てきた数値が予想していた数値に

はならないため。 

算定単位をご確認ください。99.17 は tCO2

単位です。 

28 C 企業／

工 場 全 体

での全製品

の 生 産 高

および統合

製品カテゴ

リ別生産高

入力 

フォーマットでは CBAM 対象である質量

をどのように把握、入力すれば良いです

か。 

仕入先に帳票を送付するだけでは、入力

できず、別途追加情報（CBAM 該当がわ

かる情報）と一緒に依頼する形になります

か。 

取引先の生産量については取引先に記入し

てもらってください。共通フォーマットで提出

用シートには生産量が表示されておらず、内

包排出量のみが記載されています。前駆体

（外部調達品）の排出量は、取引先から共有

された内包排出量原単位情報を D.に転記

し、同じく D．で取引先別の貴社の原材料消

費量を記載することで、当該原材料の前駆体

としての排出量が計算されます。 
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29 C 企業／

工 場 全 体

での全製品

の 生 産 高

および統合

製品カテゴ

リ別生産高

入力 

①鉄半製品 Aナット（母体）…5ｇ

②鉄半製品Aナットにねじ切りを行う…5ｇ

③鉄半製品 B ワッシャー…3ｇ

④半製品 A と半製品 B を組み合わせる

…製品の重量 8ｇ（ナット A…5ｇ+ワッシャ

ーB…3ｇ） 

この場合（①～④を自社で行っている場

合）の総生産重量は各工程での「①+②+

③+④＝21ｇ」と計算するのか、完成品とし

て「④＝8ｇ」と計算するのが適切なのでし

ょうか。 

生産高は、完成品ベースの 8g でお願いしま

す。 

一方で半製品として一部加工済みのナットを

購入されている場合はDのところの調達重量

は 5gで入力してください。 

30 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

D の「紐づけ先統合製品カテゴリ」に鉄と

アルミ製品の２種類しかないのは何故で

すか？ 

共通フォーマットは、鉄及び鉄鋼製品／アル

ミ製品のサプライヤー向けに作成していま

す。自社が生産していないものを紐づけ先と

して表示しないように Excelファイルの表示を

制御しています。この背景として、CBAM 対

象製品で日本から欧州に輸出しているのは

主に鉄とアルミニウムであるためです。 

31 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

原材料及び委託加工について、弊社は

前駆体の材料メーカ－及び表面処理、焼

入れを他社でやっているのですが、そこ

からのデータをDに貼り付けるということで

よろしいでしょうか？ 

はい、その理解で結構です。 

32 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

初期のバージョンのフォーマットでは、高

炉・電炉メーカーからの排出量も加味され

ておりましたが、今回は除外するという認

識でよろしいでしょうか？ 

今回は、Dに前駆体の排出量として記入いた

だくように変更しました。 

33 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

高炉電炉メーカーの排出量は一次商社

からの情報共有、と資料に記載されてい

ますが、どういう意味でしょうか？ 

高炉メーカーが一次商社経由で守秘義務契

約を前提として共有されることになっていると

いうことです。 



59 

No 分類 質問 回答 

34 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

高炉メーカーからは、直接、間接の排出

量及び電力消費量、電力排出係数の４つ

もらうことが必須という理解でしょうか。 

はい、その理解で結構です。 

35 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

金属部品を材料調達～NC 旋盤加工完

成 

〃               ～焼入れ（外

注）～研磨完成 

〃               ～高周波（外

注）～加工完成 

それぞれ完成後、納品となっています。 

入力シートのＤ.原材料/委託加工データ

入力に、何を報告すればよいかよくわかり

ません。 

棒鋼等を購入されているのであれば、それが

原材料になりますので、高炉／電炉もしくは

取引商社様か ら①直接排出量 SEE 

(direct)(tCO2eq/t）、②間接排出量 SEE 

(indirect)(tCO2eq/t ） 、③総排出量 SEE 

(total)(tCO2eq/t ） 、 ④ 電 力 消 費 量

Embedded electricity (kWh/t)、⑤電力排

出係数 SEE(indirect)emission faoctor（t-

CO2eq/kWh）を入手し、D.に記入ください。 

2.焼き入れの外注先には、燃料消費量・電力

消費量等原単位（今回のフォーマットを送付

して、A-C まで入力して返送してもらって、D.

に記入ください）。 

3.高周波の外注先の燃料消費量・電力消費

量等原単位（今回のフォーマットを送付して、

A-C まで入力して返送してもらって、D.に記

入ください）。 

自社分については、A～C まで入れたうえ

で、D に①②③を加算したあと、提出用のシ

ートに計算された結果を共有ください。 

36 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

材料業者に問い合わせたところ、材料は

社内で生産しておらず、燃料排出量はわ

からないとの事でした。この場合、いかが

させていただいたらよろしいでしょうか？ 

材料業者（商社）に、材料の製造メーカーさ

んに問い合わせいただくように依頼ください。 
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37 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

焼入れ業者での排出量とは、取引先から

依頼された品物のみを生産する時に出る

排出量でしょうか。それとも、業者の昨年 1

年間の全体の排出量でしょうか？ 

CBAM の制度上は、取引先の年間燃料消

費量等を、年間の生産量で割り戻す、です。 

ただ、取引先が貴社顧客向けの製品の製造

ラインが明確に分離出来て、その製造ライン

のエネルギー消費量がわかる場合は、その

製造ラインに特化した排出量でも構いませ

ん。 

今後、第三者検証等への対応が必要になる

可能性が高いので、なるべく、書類仕事が少

ない算定方法を採用されることをお勧めしま

す。 

38 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

前提として C で対象となる Aggregated 

goods は１種類のみです。（ Iron or 

Steel）Dにも１行しか記入しません。 

そのうえで、当該Aggregated goods１トン

あたりの直接・間接排出量等が知りたい場

合、D に「取引量」を記入する必要はない

でしょうか？ 

「提出用」シートはすべての入力が完了した

後のアウトプット用のシートです。取引量を入

力した後にご使用ください。 

取引量を入力していない場合は、前駆体を

含まないインストレーションの直接・間接の特

定排出量が表示されます。 

39 D 原材料

／ 委 託 加

工データ入

力 

「取引量」とは弊社が該当部品を購入した

量でしょうか？その「取引量」の数値によ

って「提出用」シートの計算結果が変わる

のはおかしいと思うのですが。「提出用」シ

ートの計算結果はサプライヤの製造によ

る排出量であるため。 

「取引量」は貴社が該当部品を購入した量で

す。「取引量」によって前駆体の排出量が変

わりますので、「提出用」シートの計算結果も

変わります。 

また「提出用」シートは貴社が提出するシート

であり、貴社の出荷する製品の排出量の結

果を示すものです。サプライヤーの排出量情

報ではございません。 

40 サプライヤ

ー へ の 依

頼 

座金組込製品（セムス品）の取り扱いがあ

る為、座金メーカー様へ、CBAM 共通フ

ォーマットの作成依頼を行うとして、座金メ

ーカー様は、「二次製品製造」として、入

力シートの A、B、C、及び D（原材料）の

データ入力を行っていただく事で良いで

すか？ 

その理解で結構です。 
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No 分類 質問 回答 

41 サプライヤ

ー へ の 依

頼 

委託加工業者がさらに委託加工業者に

下請けで出しているケースは、1次の委託

加工業者には入力が必要と説明しなけれ

ばいけないという理解でしょうか。 

その理解で結構です。委託加工業者の外注

先にも協力を依頼してもらってください。 

42 サプライヤ

ー へ の 依

頼 

弊社の全排出量の 20％はデフォルト値を

使用可能で、基本的には材料メーカ-（前

駆体）と委託加工業者から入手する数値

が明らかに異常値である場合はヒアリング

をして、正確な数値の入手に出来るだけ

努めるということでしょうか？ 

ご認識の通りです。 

43 サプライヤ

ー へ の 依

頼 

弊社サプライヤ様の中に表面処理を外注

に出すところがあるのですが、その場合、

外注先はDの材料以外を入力してサプラ

イヤ様に提出することになると思います。

この場合、生産量（重量）はどのように記

入してもらうべきでしょうか 

表面処理でもめっきの場合はめっき材料

の重量になりますか？ 

それとも被処理材（ボルト、ナット等）の重

量でしょうか？ 

また、他の表面処理の中に樹脂を塗布す

るメーカーがありますが、その場合もめっ

きと同様の扱いでしょうか？ 

貴社→サプライヤー→貴社と戻してもらう製

品について、ブランクの共通フォーマットをサ

プライヤーさんに送付し、A～C について入

力して、返送してもらってください。なお、表

面処理は、総処理重量を総生産重量として、

鉄鋼二次製品に関する処理重量を、統合カ

テゴリごとの生産重量として記入いただけると

よいと思います。 

また、処理重量は、受け取りベース（被処理

材、出荷ベース（被処理材＋鍍金）のどちら

かで基準を揃えていただければよいと思いま

す。 

（エネルギー按分の観点からはサプライヤー

さんの出荷ベースでの重量でよいと思いま

す） 

このあたり、第三者検証ルールが見えてきた

段階で、検証機関から指示が出てくるかと思

いますので、確定情報については、今年秋

口に再度確認いただければと思います。 

樹脂塗布についても同じで、塗布のためのエ

ネルギー（いわゆる、Scope1,2 に相当）だけ

を取得する必要があるので、めっきと同様で

結構です。 
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No 分類 質問 回答 

44 サプライヤ

ー へ の 依

頼 

弊社のサプライヤーは弊社から製品を送

り込み、その製品に対して加工を行うとこ

ろがほとんどです（加工工程の一部で

す）。数量の把握は出来ると思うのです

が、重量の把握は出来ないと思われま

す。また、極小規模サプライヤーに今回の

内容を要請するのは困難だと思われます

（要請しても恐らく出てきません）。 このよ

うな場合には弊社内にて（極小規模サプ

ライヤー用）デフォルト値のようなものを設

定しても良いのでしょうか？ 

重量は難しいとの意見はいただいています

が、制度上求められていること、今後のカー

ボンフットプリントの算定でも必要になることか

ら、今回は重量ベースとしています。 

委託加工の方向けには、A,B,C の一番上の

生産重量だけ入力をしてもらえれば対応でき

るはずです。 

45 保守運用 この資料は今度アップデートする際はどな

たがされるのでしょうか？何かの理由でア

ップデートが必要となり、各社で自由にア

ップデートしてしまうと、結果として各社違

うフォーマットになってしまい本末転倒と

感じました。 

近日、データ連携基盤が製造される予定

ですので、資料がアップデート必要になる

前にこの基盤に切り替えていくのでしょう

か？ 

2 月末までは事務局側でアップデートしま

す。それ以降は、来年度事業者等になると思

います。 
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8.1.2. ご意見26 

共通フォーマットについて、第 2 回説明会のフィードバックアンケートで以下のご意見

を頂いた。 

⚫ 共通フォーマットが中小サプライヤにも理解しやすく、日本語での提供がありがたい。 

⚫ CBAM 説明会で共通フォーマットの利便性を理解し、作業の効率化に役立った。 

⚫ 今後も見直しを継続し、使いやすい UI やアウトプットのしやすさを期待する。 

⚫ 入力しやすい仕様と具体例の提供を希望する。 

⚫ 零細企業でも入力しやすいフォーマットの提供を望む。 

⚫ 多くのユーザーの利用でのブラッシュアップを期待する。 

⚫ 調査タイミングに間に合わなかったが、フォーマットの運用とサポートの継続を希望

する。 

⚫ フォーマット作成順序や EU communicationsheet の使用方法に関する具体的な解説

を希望する。 

⚫ 原材料/委託加工データ入力に関するガイドラインの理解に困難があるため、詳細な説

明を希望する。 

⚫ 協力会社への伝達や重量ベースの把握が難しい。 

⚫ 部品単位での回答が多く、工場全体の排出量との整合性に困難がある。 

⚫ 電力の単位を統一してほしい。 

⚫ フォーマットに関する注意喚起の記載を希望する。 

⚫ 調査方法の全体像や前提条件の説明が欲しい。 

⚫ 欧州当局の要求に合致するレベルの算定前提のメリット・デメリットの説明を希望す

る。 

 

  

 
26 フィードバックアンケートでいただいた意見を集約し、誤脱等を修正している。 



64 

9. EU CBAM Portalの FAQ 

 

以下の質問・回答は、EU の CBAM Portal における 2 月 4 日時点の FAQ27を翻訳したも

のである。訳語については、公定訳ではない。 

また、分野別の QA は、鉄及び鉄鋼二次製品とアルミ製品のみ記載している。 

 

9.1. 一般 

9.1.1. なぜ EUは炭素国境調整メカニズムを導入しているのか? （Why is the EU putting 

in place a Carbon Border Adjustment Mechanism?） 

 

EU は、気候変動と闘う国際的な取り組みの最前線にいる。欧州グリーンディールは、

2030 年までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で正味 55%削減し、2050 年までに気候中立

国になるという EU の野心的な目標の達成に向けた明確な道筋を示した。2021 年 7 月、欧

州委員会は、この野心を現実のものにするための Fit for 55 政策提案を行い、EU を世界の

気候リーダーとしてさらに確立した。それ以来、これらの政策は共同立法者、欧州議会、理

事会との交渉を通じて具体化され、現在では多くが EU 法に署名されている。これには、

EU の炭素国境調整メカニズム (CBAM) が含まれる。 

EU が気候に関する野心を高め、一部の非 EU 諸国でより厳格でない環境・気候政策が普

及するにつれて、世界的な気候への取り組みだけでなく、いわゆる「すなわち、EU に拠点

を置く企業は、より緩い基準を利用するために、炭素集約的な生産を海外に移すことができ

る。あるいは、EU 製品をより炭素集約的な輸入品に置き換えることができる。このような

炭素の漏出は、排出量を欧州以外に移動させる可能性があり、その結果、EU を深刻に弱体

化させることになる。」のリスクが高まっている。CBAM は、EU の高まる気候に関する野

心を支援し、野心的でない政策を持つ国に生産が移転することによって気候行動が損なわ

れないようにする。 

  

 
27 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/013fa763-5dce-4726-a204-

69fec04d5ce2 en?filename=CBAM Questions%20and%20Answers.pdf （2025 年 2 月

4 日閲覧） 
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9.1.2. CBAMの現在の実施段階は? （What is the current stage of implementation of 

CBAM?） 

 

欧州議会と欧州連合理事会は、共同立法者として 2023 年 5 月 10 日に CBAM 規則 (EU) 

2023/956 に署名した。CBAM は 2023 年 10 月 1 日に移行期間として適用され、最初の四

半期報告書は 2024 年 1 月 31 日までに提出される。CBAM の下での排出量報告のための一

連の規則と要件は、移行期間中の報告規則を定めた施行規則 (EU) 2023/1773 でさらに規

定されている。欧州委員会は、移行期間中の CBAM 登録簿を施設（インスタレーション）

し、さらなる二次立法を準備し、計画された分析を実施している。CBAM の最終期間は 2026

年 1 月に発効する。 

欧州委員会は、移行期間中の CBAM の適用に関する詳細なガイダンスを公開している。

これには、詳細なマニュアル、ウェビナー、e ラーニング、その他の資料が含まれる。実施

を支援するすべての情報は、欧州委員会の CBAM ウェブページでアクセスできる。 
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9.1.3. CBAMはどのように機能するのか? （How does the CBAM work?） 

 

CBAM は、世界貿易機関 (WTO) 規則を含む EU の国際的な約束と義務に準拠するよう

に設計されている。CBAM システムは EU ETS を反映しており、以下のように機能する。 

⚫ CBAM は、EU 域内で同じ商品を生産した場合の EU ETS に基づく排出量の報告に

沿った方法論に従って決定された、EU 域内で輸入される商品の実際の内包排出量に

適用される。 

⚫ 2026 年に CBAM の確定期間が発効すると、EU の輸入業者は、その商品が EU の

炭素価格ルールの下で生産された場合に支払われたであろう炭素価格に対応する

CBAM 証明書を購入することになる。 

⚫ 逆に、EU 以外の生産者が輸入商品の生産に伴う内包排出量に対して第三国であるで

に炭素価格を支払っている場合は、対応するコストを CBAM 義務から全額控除する

ことができる。 

したがって、CBAM は、EU 以外の国の生産者が生産プロセスをグリーン化することと、

各国が炭素価格措置を導入することの両方を奨励しつつ、炭素漏れのリスクを軽減するの

に役立つ。 

企業やその他の国に法的な確実性と安定性を提供するために、CBAM は段階的に導入さ

れており、当初は炭素漏れのリスクが高いセクター (鉄鋼、セメント、肥料、アルミニウム、

水素、電気) の一部の商品にのみ適用される。2023 年 10 月 1 日に始まった移行期間では、

円滑な導入を促進し、第三国との対話を促進することを目的として、これらの商品に報告制

度が適用される。輸入業者は 2026 年に CBAM の財務調整金の支払いを開始する。 
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9.1.4. CBAMは EU排出量取引システム (ETS) とどのように相互作用するか? （How 

does CBAM interact with the EU Emissions Trading System (ETS)? ） 

 

EU 排出量取引制度 (ETS) は、世界初の国際的な排出量取引制度で、EU の気候変動対

策の旗艦政策である。発電や大規模な産業施設から排出される温室効果ガスの量に上限を

設定している。排出枠は ETS 取引市場で購入する必要があるが、炭素漏れ（カーボンリー

ケージ）を防ぐために一定数の無料排出枠が産業界に分配される。脱炭素へのインセンティ

ブを高めるために、無料排出枠の削減に合わせて CBAM が段階的に導入される。EU ETS

の下では、すべての部門で時間の経過とともに無料排出枠の数が減少する。CBAM 部門で

は、ETS が EU の野心的な気候目標を達成する上で最大の効果を発揮できるように、2026

年から減少が加速する。同時に、CBAM の財政調整は段階的なスケジュールに従って段階

的に導入される。 

CBAM は、EU に輸入される CBAM 製品に内包排出量に対応する証明書のシステムに基

づく。CBAM は「キャップ・アンド・トレード」システムではないため、必要とされる一

部の限られた分野で ETS から逸脱する。例えば、EU ETS とは異なり、証明書は無制限に

購入できる。それにもかかわらず、CBAM 証明書の価格は ETS の許容価格を反映すること

になる。 

2026 年に完全な CBAM 制度が運用開始されると、システムは改訂された EU ETS を反

映するように調整される。特に、CBAM の対象となる部門で利用可能な自由排出枠の削減

に関してはそうである。つまり、CBAM は対象となる製品にのみ適用され、それらの部門

に ETS の下で割り当てられた自由排出枠の削減に正比例して適用される。簡単に言えば、

CBAM 部門の自由排出枠が 2034 年に完全に段階的に廃止されるまで、CBAM は EU ETS

の下での自由排出枠の恩恵を受けない排出量の割合にのみ適用される。これにより、輸入者

は EU の生産者と比較して公平に扱われることが保証される。 
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9.1.5. CBAMは EU外の他の ETSシステムとどのように互換性があるのか? （How is 

the CBAM compatible with other ETS systems outside the EU?） 

 

CBAM は、輸入品が EU 産品よりも「不利でない扱い」を受けることを保証する。これ

は、特に CBAM の 3 つの設計上の特徴のおかげである。 

⚫ CBAM は、内包排出量の「実際の値」を考慮する。これは、EU に輸出する企業の

脱炭素化努力が、より低い CBAM 支払いにつながることを意味する。 

⚫ CBAM 産品の輸入のために購入される CBAM 証明書の価格は、EU 排出量取引制度 

(EU ETS) の下で EU の生産者が購入するものと同じになる。 

⚫ 二重価格を避けるために、EU 外で支払われる実効炭素価格が調整から差し引かれ

る。 

第三国で支払われるこの炭素価格は、例えば、確立された排出量取引制度によるものであ

る可能性がある。欧州委員会は、移行期間の終了前に、海外で支払われる実効炭素価格を考

慮に入れるための規則とプロセスを設計するための二次的な法律を採択する。移行期間中、

報告申告者は、利用可能なリベートまたはその他の形式の補償を考慮して、輸入品に内包排

出量について原産国で支払われる炭素価格を報告する必要がある。 
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9.1.6. 新しいメカニズムはどのセクターを対象とし、なぜそれらが選ばれたのか?

（Which sectors does the new mechanism cover and why were they chosen?） 

 

CBAM は当初、以下の部門の製品の輸入に適用される。 

⚫ セメント 

⚫ 鉄鋼 

⚫ アルミニウム 

⚫ 肥料 

⚫ 水素 

⚫ 電気 

これらのセクターは、特定の基準に基づいて選択された。特に、炭素漏出のリスクが高く、

排出量の集約度が高く、完全に段階的に導入されれば、最終的には ETS の対象となる産業

セクターの排出量の 50%以上を占めることになる。将来的には、CBAM は他の ETS セク

ターにも拡大される可能性がある。 
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9.1.7. CBAM規則はどの物品に適用されるか? （To which goods does the CBAM 

Regulation apply? ） 

 

CBAM 規則は、HS コードに 2 桁を追加した CN コード (Combined Nomenclature) に

適用され、EU 外への輸出のための商品コードとして使用される。 

内包排出量を報告しなければならないすべての物品は、CBAM 規則の附属書 I に記載さ

れている。これらは「CBAM 製品」と呼ばれる。 

「鉄鋼」などの部門は、情報提供の目的でのみ言及されている。例えば、アンモニア (肥

料部門の CN コード 2814 10 00 または 2814 20 00) の輸入は、アンモニアが肥料の生産に

使用されていない場合でも、CBAM 規則の対象となることを意味する。 

欧州委員会は、EU への輸入者のための CBAM 自己評価ツールを開発した。このツール

を使用すると、輸入品が移行期間中に CBAM の対象となるかどうか、その特定の種類の産

品に対する CBAM 報告要件は何か、さらに詳しい情報はどこで入手できるかについて、簡

単な概要を把握することができる。このツールは、欧州委員会の CBAM ウェブサイトの「ガ

イダンス」のセクションで入手できる。 
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9.1.8. CBAMは、完成品または半完成品の炭素漏出にどのように取り組むか? （How 

will the CBAM tackle carbon leakage of finished or semi-finished products?） 

 

CBAM は、主に基本的な材料と基本的な材料製品に適用されるが、ファスナー (CN コー

ド 7318 XX XX) などの一部の完成品/下流製品にも適用される。 

CBAM 規則は、選択された基準に基づいて、ETS 内に追加の製品と部門を追加できるか

どうかを評価するために、移行期間の終わりに見直される。 
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9.1.9. CBAMは「中古品」に適用されるか? （Does the CBAM apply to ‘second hand’ 

goods? ） 

 

CBAM 規則は、EU に輸入される、すなわち EU 単一市場で自由に流通するためにリリ

ースされるすべての物品に適用される。 
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9.1.10. CBAMは「返品商品」に適用されるか? （Does the CBAM apply to ‘returned 

goods’?） 

 

返品商品とは、EU 関税法第 203 条 (規則 (EU) No 952/2013) に定義されている商品で

ある。返品商品とは、もともと EU の商品として輸出されていたか、以前に EU の商品と

して自由流通のためにリリースされていたかのいずれかの理由で、かつ一定の条件(例えば、

それらが以前に輸出されてから 3 年以内に自由流通のためにリリースされた場合)を満たし

ているために、自由流通のためにリリースされ、免税の恩恵を受ける商品である。これらの

商品が返品商品として認められる条件は、関税法令に規定されており、管轄税関当局は、商

品が EU で自由流通のためにリリースされると宣言されたときに、これらの条件が満たさ

れているかどうかを評価する。 

移行期間中、CBAM の報告義務は、EU 関税法第 203 条に定義されている返品商品には

適用されない。その結果、これらの商品の内包排出量を四半期ごとの CBAM 報告書に含め

る必要はない。 

ただし、EU 関税法第 205 条に定義されている返品商品については、報告義務は免除され

ない。第 205 条は、国内加工の下に置かれた後に最初に再輸出された返品商品に適用され

る。 

確定期間中、報告申告者は、EU 関税法第 203 条に定義されている返品商品を年次 CBAM

申告書に報告しなければならないが、それらの商品に対応する内包排出量の合計には「0」

を入力しなければならない。EU 関税法第 205 条に定義されている返品商品については、申

告者は、他の CBAM 商品の輸入と同様に内包排出量を報告しなければならない。 

上記の「返品商品」に関する規定は、EU 以外の原産品にのみ適用される。逆に、EU に

返品された時点で (原産地規則に従って) EU 原産の商品については、CBAM は適用されな

い。 
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9.1.11. CBAMは包装に適用されるか? （Does the CBAM apply to packaging? ） 

 

CBAM 報告義務は、包装の CN コードが税関申告書に記載されており、CBAM 規則の附

属書 I の対象となっている場合に適用される。 
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9.1.12. CBAMは軍事物資に適用されるか? （Does the CBAM apply to military goods?） 

 

CBAM 規則第 2 条 (3) (c) に規定されているように、CBAM は、EU 関税法委任法 (UCC-

DA) 2015/2446 の第 1 条 (49) 項に基づく軍事活動に関連して移動または使用される物品

には適用されない。 

ただし、UCC-DA (2015/2446) の第 1 条 (49) 項は、上記条項の a) 項および b) 項に規

定されている軍事活動に関連して軍隊(例えば NATO ベース間)間で移動される物品のみを

指していることに留意されたい。したがって、UCC-DA の第 1 条 (49) 項に規定されてい

る定義は、例えば EU 軍に販売される物品などの商業物品の移動には適用されない。つま

り、EU 内に設立された商業企業によって生産、修理または加工され、その後 EU 軍に販売

される物品には、CBAM 規則が適用される。 

UCC-DA の第 1 条 (49) 項に定義されている軍事活動に関連して移動または使用される

軍事物品の国境を越える移動については、税関の目的で使用できる文書は、規則  (EU) 

2015/2446 (UCC-DA) の第1条 (50) 項および (51) 項に定義されているNATOまたはEU

フォーム 302 である。これらの物品がフォーム 302 によって申告される場合、CBAM の対

象ではないことは明らかである。異なる方法で申告される場合、輸入者は税関申告において、

CBAM 規則第 2 条 (3) (c) 項のために物品が CBAM の対象ではないことを明確にすること

が望ましい。NATO および EU 302 フォームの使用に関する詳細な情報は、TAXUD ガイ

ダンス文書「軍事活動に関連して移動または使用される軍事物品の EU における税関手続

き (フォーム 302 の使用) 」に記載されている。 

さらに、物品が EU MS の軍事当局によって、またはその代理として輸入されるが、UCC-

DA 第 1 条 (49) に言及されている活動のいずれにおいても移動または使用されない場合、

その物品は CBAM の免除の恩恵を受けることができないことに留意すべきである。 

情報を完全にするために、第 324 条 (1) (c) および (3) UCC-IA によれば、航空機の引渡

しのために国内加工された物品であって、再輸出されるとみなされるものは、修理がこの規

定の範囲内にあることに留意されたい。その場合、CBAM は適用されない。 
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9.1.13. CBAMは、マヨットやラ・レユニオンのような EU最外縁地域で生産された商品に

適用されるか? （Does the CBAM apply to goods produced in EU outermost 

regions, such as Mayotte or La Reunion? ） 

 

CBAM 規則は、第三国原産で EU の関税地域に輸入される CBAM 商品にのみ適用され

る。EU 関税地域を構成する地域のリストは、EU 関税法 (規則 (EU) No 952/2013) 第 4 条

に含まれている。ラ・レユニオン、マヨット、グアドループ、マルティニークは EU 関税地

域の一部であるため、CBAM 規則はこれらの地域で生産された商品には適用されない。 
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9.1.14. CBAMの対象となる第三国はどこか。 （Which third countries fall under the 

scope of the CBAM? ） 

 

原則として、すべての非 EU 諸国からの物品の輸入は CBAM の対象となる。ただし、EU 

ETS に参加しているか、それに関連した排出量取引制度を有している特定の第三国は、同

一製品に対して炭素価格が二重に支払われないように、CBAM から除外される。これは、

欧州経済領域 (EEA) 加盟国とスイスの場合である。 

CBAM は、EU との電力市場の統合を希望する国を含む第三国で発電された電力および

第三国から輸入された電力に適用される。これらの電力市場が完全に統合され、一定の厳格

な義務と約束が履行されれば、関係国は 2030 年まで CBAM から免除されるが、それは電

力の輸入に関する限りに限られる。 
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9.1.15. 英国からの CBAM商品の輸入を報告する必要があるのか? （Do I need to report 

the import of CBAM goods originating from the UK? ） 

 

英国を原産地とする製品からの内包排出量は、移行期間中に報告する必要がある。 
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9.1.16. 移行期間中に何が起こるか？（What happens during the transitional period? ） 

 

2023 年 10 月 1 日から 2025 年末までの移行期間中、報告申告者 (輸入者または間接税関

代表者の可能性がある) は、四半期ごとに輸入される CBAM 製品に内包排出量を四半期末

に報告しなければならない。この際、財務調整は行われず、最終的なシステムを導入するた

めの時間が与えられる。 

報告申告者は、設立された国の管轄当局  (NCA) に連絡し、CBAM TRANSITION 

REGISTRY 簿にアクセスする必要がある。この登録簿は、CBAM 四半期報告書の提出に使

用される。 
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9.1.17. CBAM規則に違反した場合の罰則はあるのか。（Are there penalties for non-

compliance with the CBAM Regulation? ） 

 

はい。2023 年 10 月 1 日以降、CBAM 製品に内包排出量の報告は義務となる。報告申告

者は、報告されていない排出量のトン当たり 10 ユーロから 50 ユーロの罰金に直面する可

能性がある。 

CBAM 報告書の欠落、不正確または不完全な場合、NCA は訂正手続きを開始し、報告申

告者に潜在的な誤りを訂正する可能性を与えることができる。 

NCA は、a) 報告申告者が CBAM 報告書の提出義務を遵守するために必要な措置を講じ

ていない場合、または b) CBAM 報告書が不正確または不完全であり、所管当局が訂正手続

きを開始した後に報告申告者がCBAM報告書を訂正するために必要な措置を講じていない

場合に、罰則を適用する。 
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9.1.18. 内包排出量の報告方法に関する詳細情報はどこで入手できるか? （Where can I 

find detailed information on how to carry out the reporting of embedded 

emissions?） 

 

報告を実施するために必要なすべての情報は、移行期間の報告規則を定めた施行規則 

(EU) 2023/1773 に規定されている。委員会は、2 つのガイダンス文書 (1 つは CBAM 商品

の輸入者向け、もう 1 つは第三国の生産者向け) と、生産者と輸入者の間の情報交換を促進

するためのオプションのコミュニケーションテンプレートを公表し、定期的に更新する予

定 で あ る 。 こ れ ら の 文 書 は 、 CBAM の ウ ェ ブ サ イ ト  (https://taxation-

customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en) で見ることができる。 

EU 輸入者向けのガイダンス文書は、EU の 24 の公用語に翻訳された。EU 以外の生産者

向けのガイダンス文書は、現在、英語、フランス語、ドイツ語、ポーランド語、スペイン語、

イタリア語、アラビア語、ヒンディー語、韓国語、北京語、トルコ語、ウクライナ語で利用

できる。 

CBAM のウェブサイトには、ウェビナー、e ラーニング、その他の資料も含まれている。 
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9.1.19. コミュニケーションテンプレートの Excel ファイルの使用は必須か。（Is it 

mandatory to use the communication template Excel file?） 

 

いいえ、コミュニケーションテンプレートの使用は強制ではありませんが、推奨されます。 

コミュニケーションテンプレートは、事業者が実施規則 (EU) 2023/1773 に規定された

方法論に従って、CBAM 製品に含まれる内包排出量を決定できるようにするツールである。

このテンプレートは、すべての関連する発生源ストリームと排出源、電力消費、および関連

する前駆物質が計算に考慮されることを保証する。 

このテンプレートには、報告申告者が必要とするすべての情報を含むワークシート

「Summary_Communication」が含まれている。したがって、このワークシートは、第三

国の生産者と輸入者 (またはその代理人) との間のコミュニケーションを促進する。 

ユーザーがコミュニケーションテンプレートに記入するのに役立つ事前記入版が CBAM

のウェブサイトで入手できる。さらに、必要なすべての手順を詳述したトレーニングビデオ

が次のリンクから入手できる。 
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9.1.20. 不正確または不十分な情報が提出された場合、誰が責任を負うか? （Who is 

liable in cases where incorrect or insufficient information is submitted?） 

 

責任は報告申告者にある。これは、輸入者または間接税関代理人のいずれかである可能性

がある。NCA は、報告申告者との適切な対話に関与する責任があり、罰則を課すことがで

きる。 
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9.1.21. さらに具体的な質問がある場合は、誰に連絡すればよいか? （Who can I contact 

if I have further, more specific questions?） 

 

関連する NCA および最終的には委員会は、CBAM の実施に関する疑問に対処するため

に、引き続き自由に利用することができる。 

NCA のリストは、委員会の CBAM 専用 Web ページ「炭素国境調整メカニズム」

(europa.eu) で公開され、継続的に更新されている。 
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9.2. 報告：一般事項（Reporting: general issues） 

9.2.1. 報告の責任者は誰であるか? （Who is responsible for the reporting?） 

 

税関当局は、移行期間中に情報を報告する義務を税関申告者に通知する。報告申告者は、

税関申告書を提出する者に応じて、輸入者または間接税関代理人のいずれかとなる。税関当

局は、報告申告者に報告義務をどのような形で通知するかを自由に選択することができる。 

報告義務の責任者は、次のいずれかとなる。 

1. 輸入者 (i) 輸入者が自己の名義で自己に代わって物品の自由な流通のための通関

申告書を提出する場合;および (ii) 輸入者が税関申告書を提出する権限を有する申

告者でもあり、物品の輸入を申告する場合; 

2. 間接税関代表者 (規則 (EU) No 952/2013 の第 18 条に従って任命された間接税関

代表者が税関申告書を提出する場合);輸入者がEU域外に拠点を置く場合;または輸

入者が EU 域内に拠点を置く場合間接税関代表者が規則 2023/956 の第 32 条に従

って報告義務に同意した場合。任命された間接税関代表者は、EU 域内に拠点を置

き、当該加盟国が定める税関代表者の条件に従わなければならない (規則 (EU) No 

952/2013 の第 18 条参照) 。 
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9.2.2. 輸入者は複数の間接税関代表者を持つことができるか? （Can an importer have 

several indirect customs representatives, and vice versa?） 

 

輸入者は、それぞれが税関申告に導入した特定の CBAM 製品について説明責任を負う、

異なる間接税関代表者を自由に使用することができる。各代表者は、税関で自身の EORI 番

号を提示する。これは、CBAM 報告義務の責任者の証拠である。したがって、内包排出量

の二重計上はできない。 

間接税関代表者は、CBAM 報告義務を遂行し、複数の輸入者の報告申告者として行動す

ることもできる。その場合でも、間接税関代表者は、税関申告を実施したすべての CBAM

製品を含む単一の四半期 CBAM 報告書を提出しなければならない。間接税関代表者は、単

一の報告期間に複数の四半期 CBAM 報告書を提出することはできない。 
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9.2.3. EORI番号とは何か。また、CBAMレポートにおける EORI番号の役割は何か。 

（What is an EORI number and what is the role of EORI numbers for the CBAM 

reporting? ） 

 

EU 関税法委任法 (UCC-DA) 2015/2446 の第 1 条 (18) によれば、「Economic Operators 

Registration and Identification number (EORI 番号) 」とは、EU の関税領域において固

有の識別番号を意味し、税関当局が税関目的のために経済事業者又は他の者を登録するた

めに経済事業者又は他の者に割り当てる。EORI 番号は、どの EU 加盟国においても関係者

の税関関連活動に使用することができるため、EU の関税領域において固有である。例えば、

オランダの EORI 番号を有するオランダの会社は、スペインにおける自由流通のためのリ

リースの宣言を提出することができる。オランダの会社が税関代理人を使用することを希

望する場合、その税関代理人はスペインに施設（インスタレーション）することができるが、

必ずしもそうではない場合、第 18 条 (3) UCC の規定を尊重しなければならない。いずれ

にしても、税関代理人に関する国内法にかかわらず、第 39 条 UCC (すなわち、税関簡素化

のために認可経済事業者が満たす基準-AEOC)の (a) から (d) に規定された基準を満たす

者は、設立された国以外の加盟国において当該サービスを提供する権利を有する。 

CBAM 報告申告者は、税関申告書の提出時に税関当局に提供されたものと同じ EORI 番

号を使用して CBAM 報告書を提出しなければならない。EORI 番号は、経済事業者ごとに

一つしか存在できない。管轄する NCA は、報告申告者が EORI 番号を受領した EU 加盟国

の NCA である。 
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9.2.4. 異なる加盟国の子会社が異なる Economic Operators Registration and Identification 

(EORI) 番号を持っている場合、企業は一元的なレベルで報告することが許可され

るか? （Will companies be allowed to report at centralised level if subsidiaries in 

the different Member States have different Economic Operators Registration and 

Identification (EORI) numbers?） 

 

原則として、CBAM 製品は、税関当局に提供される EORI 番号を通じて CBAM 報告申

告者に帰属されます。これは、デフォルトでは、異なる子会社 (異なる EORI 番号を持つ) 

の CBAM 報告が別々に行われることを意味する。 

ただし、同じ多国籍企業の複数のグループエンティティは、すべてのグループエンティテ

ィに対して一元的なレベルで関税義務および関連する CBAM 義務を実行するために、1 人

の間接税関代表者を任命することができる。 

また、1 つのグループエンティティが、他のすべてのグループエンティティによって輸入

される CBAM 製品の間接税関代表者として行動することも可能である。ただし、一般的な

規則は引き続き適用される。報告申告者として行動し、CBAM 報告を提出する間接税関代

表者は、CBAM 報告の対象となる物品に関連する関税義務も実行しなければならない。 

さらに、1 つのグループエンティティが、同じ多国籍企業の他のグループエンティティの

サービス提供者として CBAM 報告を提出することも可能である。これは原則として可能で

あるが、(i) 他のグループエンティティは、輸入した物品の報告申告者であり続けるため、

CBAM 報告に対する法的責任を負い続けることになる。また、(ii) サービス提供者として

行動するグループエンティティは、各グループエンティティによって輸入された物品 (自身

が輸入した物品を含む) について、個別の CBAM 報告を提出する必要がある。 
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9.2.5. 報告義務は何か?いつまでに報告書を提出する必要があるか？（What are the 

reporting obligations? By when do I need to submit a report?） 

 

2023 年 10 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日までの CBAM の移行期間中、輸入者は四半期

ごとに CBAM 報告書を提出しなければならない。この報告書には、前四半期中に輸入され

た物品に関する情報を含めるものとし、当該四半期の終了後一ヶ月以内に提出しなければ

ならない。移行期間中の報告カレンダーの概要は以下のとおりである。 

 

 

報告書には、規則第 35 条で言及されている情報を含めるものとする。 

⚫ 各タイプの CBAM 製品の総量; 

⚫ 実際の組み込み総排出量; 

⚫ 間接総排出量; 

⚫ 輸入物品 (該当する場合は関連する前駆物質を含む) の内包排出量に対して原産国

で支払われるべき炭素価格。利用可能なリベートまたはその他の形式の補償を考慮

する。 
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9.2.6. 技術的なエラーのため、最初の CBAMレポートを提出期限内に提出できなかっ

た。どうすればよいか? （I was unable to submit the first CBAM report within the 

submission deadline due to technical errors. What should I do? ） 

 

報告申告者が技術的なエラーのために提出期限内にCBAMレポートを提出できない場合

は、NCAに連絡して提出の遅延を要求することができる (次の質問28に示す手順に従う) 。 

報告申告者が CBAM 移行レジストリで直接提出遅延を要求するための機能 (「提出遅延

の要求 (技術的エラー) 」) は、2024 年 10 月 1 日の時点で使用できなくなっていることに

注意する必要がある。 

要求遅延機能の詳細については、CBAM Web サイトの「報告先」セクションで公開され

ている「CBAM–申告者の提出遅延の要求プロセス」ドキュメントを参照すること。 
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9.2.7. CBAMレポートを提出期限内に提出できなかった。これからどうなるか? （I 

failed to submit a CBAM report within the submission deadline. What will happen 

now?） 

 

報告期間内に CBAM 報告書を提出しないことは、実施規則に違反する。CBAM 報告書が

提出されない場合、罰則が適用される可能性がある。 

報告申告者が提出期限内に CBAM 報告書を提出しない場合、NCA は CBAM 移行レジス

トリを通じて提出要請を行う。報告申告者が登録されていない場合、NCA は登録外の申告

者と連絡を取る。 

または、期限後に CBAM 報告書を提出するには、申告者は設立された加盟国の管轄当局

に連絡する必要がある。これは、CBAM 移行レジストリの要請機能を介して行われる。申

告者が登録されていない場合は、委員会の CBAM ウェブサイトの「報告先」セクションで

公開されている「炭素国境調整メカニズムのための NCA の暫定リスト」文書に示されてい

る連絡先を介して NCA に連絡する必要がある。 

NCA は報告申告者に参照番号を提供する。これにより、申告者は CBAM 移行レジスト

リの「遅延提出の要請 (NCA による要請) 」機能を使用できるようになる。その後、申告者

は 30 日以内に報告書を提出する。 

申請遅延ボタンの詳細については、委員会の CBAM ウェブサイトの「ガイダンス」セク

ションで公開されている「CBAM–申告者のための遅延提出の要請プロセス」文書を参照す

ることができる。 
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9.2.8. 私は非常に少量の CBAM商品を輸入している。これらの製品は CBAM規制の範囲

内にあるのか? （I import very small quantities of CBAM goods. Do these 

products fall within the scope of the CBAM Regulation?） 

 

CBAM の適用範囲に含まれる少量の輸入貨物は、デミニマス・エグゼンプションが適用

される場合には、自動的に CBAM 規則の適用除外として扱われることがある。この場合、

報告義務はない。 

デミニマス・エグゼンプションは、CBAM 貨物の本質的価値の合計が 150 ユーロを超え

ない貨物に適用される。したがって、1 つの貨物における CBAM 貨物の全体的な価値を考

慮する必要があり、その価値が 150 ユーロを超える場合、デミニマス・エグゼンプション

は適用されない。例として、次の 2 つのケースが考えられる。 

⚫ ケース 1:私の貨物には、それぞれの名目価値が Y ユーロの非 CBAM 貨物が X 個あ

る。これらはデミニマス・エグゼンプションの適用には関係ない。また、CN コード 

(2523 21 00) で識別され、価値が 150 を超えないポルトランド・セメントの輸送コ

ンテナが 1 つある。デミニマス・エグゼンプションが適用される。 

⚫ ケース 2:私の委託品には、X 個の非 CBAM 商品があり、それぞれの名目価値は Y ユ

ーロである。これらはデミニマス・エグゼンプションの適用には関係ない。また、白

いポルトランドセメント (CN コード 2523 21 00) と他のポルトランドセメント 

(CN コード 2523 29 00) も一トン運んでいる。各 CBAM 商品の価値は 120 ユーロ

である。私の委託品の CBAM 商品の合計価値は 150 ユーロを超えているので、デミ

ニマス・エグゼンプションは適用されない。 
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9.2.9. 「貨物」とは何か? （What is considered a ‘consignment’?） 

 

単一の「貨物」とは、次のいずれかの産品をいう。 

⚫ 1 つの輸出者から 1 つの荷受人に同時に送られる;または 

⚫ 輸出者から荷受人への出荷を記載した単一の輸送書類によってカバーされるか、そ

のような書類がない場合は単一の送り状によってカバーされる。 

同じ荷送人から同じ荷受人に発送された貨物で、別々に注文されて発送されたものは、た

とえ同じ日に到着しても、仕向地の郵便事業者または速達運送業者に別々の小包として到

着した場合でも、別々の貨物とみなされるべきである。同様に、同じ人が出した一つの注文

でカバーされているが、別々に発送された貨物は、別々の貨物とみなされるべきである。し

かし、このような定義は、税関管理を規定する規定 (連邦関税法 (UCC) 第 46 条) を損な

うことなく適用されるべきである。税関当局は、税関規則の遵守を確保するために必要と考

えるあらゆる管理を行うことができる。 

しかし、CBAM 規則第 27 条によれば、委員会は回避の慣行に対処するための措置を講じ

なければならないことに留意すべきである。これには、貨物を 150 ユーロ(CBAM 規則第 27

条 (2b) 参照)のデミニマム基準を超えない貨物に人為的に分割することが含まれる。 
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9.2.10. 私は自然人であり、個人的な使用のためにオンラインで CBAM商品を購入した。

その後、商品が EUに輸入されたことに気付いた。CBAMの報告義務を遵守する必

要があるのか? （I am a natural person and have purchased a CBAM good online 

for my personal use. I later realised that the good was imported into the EU. Do I 

need to comply with the CBAM reporting obligations?） 

 

CBAM は、主に鉄鋼やセメントなどの基礎材料および基礎材料製品に適用され、限られ

た数の完成品にのみ適用される。運搬物に含まれる CBAM 製品の本質的価値の合計が 150

ユーロを超えない場合、de minimis 免除が適用される。 

第二に、個人は通常、EU に拠点を置く販売業者から商品を購入し、その販売業者は宅配

業者を通じて商品を輸入する。宅配業者は通常、販売業者の名前で税関申告書を提出する。

この販売業者は、CBAM の目的では「報告申告者」とみなされる。このような場合、個人

は税関申告書のどこにも記載されず、CBAM 規則は適用されない。ただし、税関申告の結

果、自然人が輸入者であり、宅配業者を通じた税関代理が直接である場合、自然人は CBAM

報告義務を遵守する責任を負うことに注意する。 
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9.2.11. 特定の報告四半期中に CBAM商品を輸入していません。CBAMレポートを提出す

る必要があるのか?（I have not imported CBAM goods during a given reporting 

quarter. Must I submit a CBAM report?） 

 

特定の四半期に CBAM 製品を輸入していない (つまり、自由流通のためにリリースして

いない) 場合は、当該四半期の CBAM レポートを提出する必要がない。 
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9.2.12. 申告された CBAM商品の関連事業者/施設を報告することは義務であるか? （Is it 

mandatory to report the associated operators/installations of the CBAM goods 

declared? ） 

 

原則として、報告申告者は、CBAM 製品が生産された事業者/施設に関する情報を報告す

ることが義務付けられている。 

この規則の適用除外により、報告申告者は、内包排出量が実施規則 (EU) 2023/1773 の第

4 条 (3) に従って他の方法 (委員会が利用可能にし、公表したデフォルト値を含む) を使用

して決定された場合、2024 年 6 月 30 日までに発生した輸入についてこの情報を提供しな

いことを決定することができる。 

CBAM 移行レジストリ内で利用可能な施設/事業者レジストリに事業者/施設を追加する

ことは必須ではない。これは、複数の報告を行う場合の負担を軽減するために設計されたオ

プションの機能である。したがって、事業者/施設に関するデータは、施設/事業者レジスト

リに事前に記録することなく、CBAM 報告書に直接記入することができる。 
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9.2.13. 輸入時に商品を生産した事業者がいない場合はどうすればよいか? （What should 

I do if the operator who produced the goods is no longer in existence at the time of 

import?） 

 

実施規則には、事業者が生産した物品が存在しなくなった場合の例外規定はない。したが

って、原則として、他の CBAM 製品の輸入と同じ報告義務が適用される。 

ただし、事業者が存在しなくなったために報告申告者が報告義務を遵守できない場合、申

告者は類似品または同一の物品の排出データを使用し、追加情報として明示することがで

きる。類似品または同一の物品の定義については、実施規則 (EU) 2015/2447 の第 1 条 (14) 

および第 1 条 (4) を参照することができる。 

さらに、事業者名および事業者 ID の欄には、事業者が存在しなくなったことも記載する

必要がある。委員会および NCA は、審査プロセス中にこれらの記述の真実性を確認し、必

要と考えられる場合には訂正手続きを開始することができる。 
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9.3. 報告:責任と手順（Reporting: responsibilities and procedures） 

9.3.1. 過渡期における欧州委員会の役割は何か? （What is the role of the European 

Commission during the transitional period? ） 

 

委員会は、移行期間中に以下の任務を負う。 

⚫ CBAM 移行レジストリを管理する。 

⚫ 申告者から伝達された CBAM 報告書をレビューし、CBAM 規則に準拠していないと

考える理由がある報告書のリストを NCA に伝達する。 

⚫ CBAM の実施状況、進捗状況、回避のリスクを監視するとともに、輸出、下流製品、

貿易フロー、後発開発途上国 (LDC) に対する CBAM の影響を分析する。 

⚫ 実施法令の形で二次立法を準備する。 

➢ 移行期間(第 35 条)、報告義務、報告インフラについて 2023 年半ば。 

➢ 申告者の承認(第 5 条及び第 17 条)、CBAM 登録(第 14 条)について 2024 年半ば。 

➢ 間接排出量 (附属書 IV)、検証(第 8 条)、検証者の認定(第 18 条)、炭素支払価格(第

9 条)、税関情報(第 25 条)、大陸棚(第 2 条)、平均 ETS 価格(第 21 条)、CBAM 宣

言(第 6 条)、方法論(第 7 条)、自由配分(第 31 条)について 2025 年半ばに実施法令

を準備する。 

⚫ 検証者の認定(第 18 条)、証明書の販売と再購入(第 20 条)について、委任法令の形で二

次法令を準備する。必要に応じて、委員会は免除国に関する委任法令、電力および迂回

防止に関する規則も準備する。 

⚫ 最終期間に証明書の販売と再購入が行われる共通中央プラットフォームを施設（イン

スタレーション）する。 
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9.3.2. 国の権限のある機関 (NCA) とは何か?（What is a national competent authority 

(NCA)?） 

 

各加盟国は、規則 (EU) 2023/956 に定義された機能と義務を遂行する国内所管当局 

(NCA) を指定している。NCA は (委員会の支援を得て) CBAM 四半期報告書の質をチェッ

クし、必要に応じて報告申告者との対話に関与する責任がある。NCA は最終的に CBAM 規

則の遵守を保証し、罰則を課すこともある。最後に、2025 年以降、最終的な期間において、

NCA は「公認 CBAM 申告者」の地位を付与する。 

NCA のリストは、委員会の CBAM 専用ウェブページ「炭素国境調整メカニズム」

(europa.eu) で公開され、継続的に更新されている。権限のある NCA は、報告申告者が設

立された加盟国の NCA である。 
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9.3.3. 移行期間中に CBAM製品を輸入するために、CBAM製品の輸入者は「認可」を受

ける必要があるのか?（Do importers of CBAM goods need to be ‘authorised’ in 

order to import CBAM goods during the transitional period?） 

 

CBAM 製品の輸入者は、移行期間中にこれらの製品を EU に輸入するために承認を受け

る必要はない。税関は、CBAM 製品の輸入者に対し、輸入時に報告義務を通知する。 
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9.3.4. 移行期間中に確認義務はあるのか?（Are there verification obligations during the 

transitional period? ） 

 

いいえ、外部の独立機関による検証は、実際の値に基づく報告のために 2026 年から義務

化されるだけである。最終的な期間のための二次的な法律は、移行期間中に EU の輸入業

者から収集されたデータに基づいて排出量を検証するためのルールを定義するために、今

後数年間で継続する。 
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9.3.5. 各 CBAM部門が報告する必要がある内包排出量はどれか。（Which embedded 

emissions need to be reported by each CBAM sector? ） 

 

以下の表は、対象となる特定の排出量と温室効果ガスの概要と、CBAM の適用範囲に含

まれる各部門の直接・間接排出量の決定方法を示している。各部門の特殊性は、以下の場合

に考慮されている。 

EU 排出量取引制度を反映しつつ、これらの物品に含まれる内包排出量の報告と計算の方

法を設計する。 

 

課題 CBAM財 

セメント 肥料 鉄／鉄鋼 アルミニウム 水素 電力 

報告単位 ／t ／MWh 

対象 GHG CO2 CO2、 

窒素酸化物 

CO2 CO2、 

パーフルオロ

カ ー ボ ン

（PFC） 

CO2 CO2 

移行期間中の

排出量カバー

範囲 

直接／間接排出量 直接排出量 

本格実施期間

中の排出量カ

バー範囲 

直接／間接排出量 直接排出量（レビュー中） 直接排出量 

直接内包排出

量の決定 

実際の排出量に基づくが、2024 年 6 月 30 日までの輸入については、推定値 (デフォ

ルト値を含む) を特定直接内包排出量の 100%まで使用することができる(すなわち、

CBAM報告書の提出期限は 2024年 7月 31日)。 

2025 年 12 月 31 日までの輸入については、推定値 (デフォルト値を含む) を複合財の

特定組込み総排出量の 20%まで使用することができる。 

複数の累積条

件が満たされ

ない限り、デフ

ォルト値に基

づく。 

間接内包排出

量の決定 

条件が満たされない限り、実際の電力消費量と電力のデフォルト排出係数に基づく(すな

わち、直接の技術的接続または電力購入契約)。 

2024 年 6 月 30 日までは、推定値 (デフォルト値を含む) を輸入の特定間接内包排出

量の 100%まで使用することができる。 

適用外 
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9.3.6. 報告申告者は、第三国の生産者が四半期 CBAM報告書を提出できるようにするた

めに、どのような情報を要求すべきか。（What information should reporting 

declarants request from producers in third countries to ensure they can submit the 

quarterly CBAM report?） 

 

CBAM 申告者は、実施規則の附属書 I に含まれる情報を CBAM 報告書に提出しなければ

ならない。 

必要なすべての情報を確実に入手するために、報告申告者は、前述の実施規則の附属書 IV

に含まれる情報を生産者に要求すべきである。委員会のサービスは、事業者と輸入業者との

間の情報伝達を容易にするために、この情報をオプションのコミュニケーションテンプレ

ート (Excel 形式) にまとめた。このテンプレートは、委員会のウェブページで入手できる。 

2025 年 1 月初旬から、CBAM レジストリの新しいポータルセクションにより、EU 外の

インスタレーションオペレーターは、合理的な方法で施設（インスタレーション）および排

出データを報告申告者とアップロードおよび共有できるようになる。CBAM 申告者は、移

行レジストリで EU 外のインスタレーションオペレーターから提供された情報を取得でき

るようになる。「排出量」タブの新機能により、申告者は「第三国施設（インスタレーショ

ン）レジストリで検索」し、そこからそれぞれの施設（インスタレーション）および排出デ

ータにアクセスできるようになる。これが機能するためには、CBAM 申告者は EORI 番号

を CBAM レジストリ外の供給者と共有する必要がある。将来のアップデートでは、事業者

は関心のあるすべての申告者と情報を共有するオプションが与えられる。 
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9.3.7. 私は EU域外のインスタレーションオペレーターである。EU報告申告者とデータ

を共有するにはどうすればよいか? （I am an installation operator outside the EU. 

How can I best share data with EU reporting declarants?） 

 

EU 域外のインスタレーションオペレーターは、前述のコミュニケーションテンプレート 

(質問 41 参照) を使用して、CBAM 報告に必要なすべての情報を報告申告者と共有するこ

とができる。 

さらに、CBAM レジストリの新しいポータルセクションにより、EU 域外のインスタレ

ーションオペレーターは、各申告者に個別に提出するのではなく、合理的な方法で施設（イ

ンスタレーション）および排出データを報告申告者にアップロードして共有することがで

きる。このポータルにより、事業者はビジネス上重要なデータの機密扱いを保証することが

できる。報告申告者は、報告義務を遵守するために、この排出データを CBAM 報告書に自

動的に入力することができる。インスタレーションオペレーターの登録は 2025 年 1 月 1 日

から開始される。 
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9.3.8. 四半期 CBAM報告書には、どのような文書の原本を記載しなければならないか。

（What documents in original shall be provided in the quarterly CBAM report? ） 

 

原本の文書を提供する必要はない。報告申告者は、四半期 CBAM 報告書に必要な情報の

みを CBAM TRANSITION REGISTRY 機関を通じて提出しなければならない。 

実施規則の附属書 III セクション A.2 に概説されている透明性の原則に従い、報告期間後

少なくとも 4 年間、生産された製品の内包排出量の決定に関連するすべてのデータの施設

（インスタレーション）時に、必要な裏付け文書を含め、完全かつ透明な記録を保持しなけ

ればならない。これらの記録は、報告申告者に開示することができる。このような記録は、

四半期 CBAM 報告書の審査の際に EU 加盟国が要求することができる。 
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9.3.9. 私は輸入者であると同時に、別の輸入者のために CBAMレポートを提出する間接

税関代理人でもある。1つの CBAMレポートを提出するのか、それとも 2つの

別々の CBAMレポートを提出するのか? （I am both an importer and an indirect 

customs representative filing CBAM reports for another importer. Do I file a single 

CBAM report or two separate CBAM reports?） 

 

報告申告者は、輸入者(鉄鋼を輸入している A 社)と間接税関代理人(アルミニウムを輸入

している B 社の場合)の両方として行動することができる。このような場合でも、報告申告

者は、税関申告を実施したすべての CBAM 商品を含む単一の四半期 CBAM 報告書を提出

する必要がある。 
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9.3.10. レポートする必要がある実質的な「炭素価格」は何か。（What is the effective 

‘carbon price’ due that I need to report on?） 

 

CBAM 規則に示されているように、炭素価格は、炭素排出削減スキームの下で、第三国

で支払われる金額である。第三国では、温室効果ガス排出量取引制度の下で、税、賦課金、

手数料、排出枠などの様々な形態を採用することができ、そのような措置の対象となる温室

効果ガスについて計算され、物品の生産時に放出される。 

移行期間中、報告申告者は、CBAM 製品が生産された法域で支払われる実効炭素価格を

報告しなければならない。確定期間中、この情報を開示することで、輸入者にリベートが与

えられ、内包排出量の二重価格を回避することができる。 
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9.3.11. 提出されたデータや報告書の正確性は誰がチェックするのか? （Who will check 

the accuracy of submitted data and reports?） 

 

移行期間中に、実施規則の第 11 条に従って、委員会は CBAM 報告書の最初の審査を実

施し、不完全または疑わしい報告書(すなわち、CBAM 規則に適合していないと委員会が信

じる理由がある場合)のリストを所管の国内当局に通知する。その後、審査を開始するかど

うか、および最終的に罰則につながる可能性のある是正手続きを開始するかどうかを決定

するのは、所管の国内当局である。 
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9.3.12. すでに提出された CBAMレポートを修正することはできるか? （Is it possible to 

correct a CBAM report that has already been submitted? ） 

 

実施規則第 9 条 (1) は、既に提出された CBAM 報告書は、報告四半期の終了後 2 ヶ月ま

で訂正することができると規定している。 

さらに、実施規則第 9 条 (3) に従い、報告申告者は、この期限後に CBAM 報告書を訂正

することを要求し、この要求の正当性を示すことができる。申告者は、CBAM 移行レジス

トリ (機能「要求」の下) で NCA への要求を作成することによって、これを行うことがで

きる。その後、NCA はその要求を評価し、必要に応じて、報告申告者が期限後に CBAM 報

告書を再提出または訂正することを許可する。その後、訂正された CBAM 報告書の再提出

または該当する場合の訂正は、所管当局による承認後 1カ月以内に行わなければならない。 

最初の 2 つの四半期報告書については、実施規則は、第 3 四半期報告書の提出期限まで

の訂正のためのより長い期間を認めた。これは、1 月 31 日および 4 月 30 日までに提出期

限が到来する報告書は、その後 2024 年 7 月 31 日まで訂正することができることを意味し

た。 
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9.3.13. CBAMレポートを修正したい。個別の情報をすぐに修正するか、修正項目をまと

めて後でまとめて修正レポートを提出するか。（I want to correct a CBAM report. 

Should I correct individual pieces of information immediately or rather collect items 

for correction and submit a consolidated correction report later? ） 

 

許可された期間内に報告書を修正できる頻度に制限はない。 

委員会は 2024 年 2 月から報告書の分析を開始しているため、例えば集計された統計を作

成するために、申告者は、その後にさらなる修正が予想される場合でも、情報が利用可能に

なったらすぐに更新することが推奨される。 
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9.3.14. 報告書は英語のみにすべきであるか、それとも他の言語で報告することは可能であ

るか? （Should the report be in English only or is it possible to report in other 

languages?） 

 

報告は EU の全 24 言語で可能である。 
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9.4. 報告：CBAM トランジションレジストリ（Reporting:  CBAM Transitional Registry） 

9.4.1. CBAM移行レジストリとは何か。（What is the CBAM Transitional Registry?） 

 

報告義務の効率的な履行を確保するために、委員会は、移行期間中に報告された情報を収

集する電子データベースを開発した。CBAM 移行レジストリは、移行期間における報告の

ための共通データ要素を含む標準化された安全な電子データベースであり、アクセス、ケー

ス処理、機密性を提供する。CBAM 移行レジストリは、規則 (EU) 2023/956 の第 14 条に

基づく CBAM レジストリの開発と確立の基礎となる。 

報告申告者は、次のリンクから CBAM 移行レジストリに接続できる。

https://cbam.ec.europa.eu/declarant  
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9.4.2. CBAM移行レジストリは何に使用されるか。（What will the CBAM Transitional 

Registry be used for?） 

 

CBAM 移行レジストリは、委員会、所管当局、加盟国の税関当局および報告申告者間の

連絡を可能にするものとする。 

収集された情報は、移行期間中のデータ分析および収集にのみ役立つため、CBAM 移行

レジストリは執行には使用されない。 
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9.4.3. CBAM移行レジストリは EU関税取引業者ポータルと同じであるか?（Is the 

CBAM Transitional Registry the same as the EU Customs trader portal? ） 

 

申告者のための CBAM 移行レジストリは、EU Customs Trader Portal (EUCTP) とは

独立して運営されている。ただし、CBAM 申告者としても機能する既存の輸入業者は、EU

加盟国が許可していれば、既存のユーザーアカウントを使用できる場合がある。加盟国によ

っては、CBAM モジュールへの特定のアクセスを要求する必要がある場合がある。 
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9.4.4. CBAM移行レジストリで共有されるデータは機密扱いになるか?（Will the data 

shared in the CBAM Transitional Registry be dealt with confidentiality?） 

 

CBAM 規則第 14 条によれば、CBAM 登録簿に含まれる情報は、事業者の名称、住所お

よび連絡先情報ならびに第三国における施設の所在地を除いて、移行期間の報告義務を定

めた CBAM 規則第 13 条および施行規則第 15 条には、権限のある国内当局が取得した情報

に対する職業上の秘密保持義務が含まれている。 

事業者と輸入業者が移行期間中に情報を交換するために使用できるオプションの通信テ

ンプレートでは、施設の事業者は、完全で詳細な情報 (オプション) を共有するか、CBAM

宣言を提出するために必要な統合タブのみを共有するかを決定することができる。事業者

が、機密性が高いと考える可能性のあるデータを開示しないことを許容するある程度の柔

軟性がある。この経験に基づいて、委員会は、最終的な制度において報告書および外部検証

者によって開示されなければならない情報についても熟考する。 

委員会は、2025 年 1 月から、事業者がレジストリを通じて直接情報を提出できるように、

レジストリへの個別のアクセスを提供することに取り組んでいる (質問 41 参照) 。その後、

事業者は、どの情報をどの報告申告者に開示することができるかを決定することができる。 
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9.4.5. 申告者として登録し、CBAM移行レジストリにアクセスするにはどうすればよい

か。（How can I register as a declarant and access the CBAM Transitional 

Registry? ） 

 

経済事業者が CBAM 目的の報告申告者になろうとする場合は、設立された加盟国の国内

所管当局 (NCA) に連絡しなければならない。NCA の暫定リストは、欧州委員会の CBAM

専用ウェブページ「炭素国境調整メカニズム」(europa.eu) で公開され、継続的に更新され

ている。 

各加盟国において、NCA は、報告申告者に CBAM 移行レジストリへのアクセスを提供

する責任も負う。場合によっては、新しいログイン資格情報を持つ新しい CBAM 固有のア

カウントが必要になる。その他の場合には、カスタムシステムにアクセスするための既存の

アカウントを使用することができる。たとえば、スペインの場合、CBAM 移行レジストリ

へのアクセスは税関ドメインを介してのみ許可される。利用者のログイン資格情報の詳細

については、NCA に問い合わせする。 

レポート申告者が"CBAM サービスプロバイダー"を使用している場合は、UUMDS であ

るすべてのユーザープロファイル (輸入者と"CBAM サービスプロバイダー") の作成を同

時に NCA に要求できる。UMDS でユーザープロファイルが作成されると、輸入者雇用者 

(EO) は CBAM 申告者のアクセスをプロバイダー従業員 (EMPL) に委任できる。 
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9.4.6. 私はスイスまたは EEA (ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)に拠点

を置く輸入業者である。CBAM移行レジストリにアクセスするにはどうすればよ

いか?（I am an importer based in Switzerland, or in the EEA (Norway, Iceland, 

Liechtenstein). How can I access the CBAM Transitional Registry?） 

 

スイスまたは EEA に輸入される CBAM 商品には、CBAM 報告義務は適用されない。こ

れらの国に拠点を置く輸入業者は、CBAM 移行レジストリにアクセスすることはできない。 

ただし、EU 関税同盟に輸入される CBAM 商品は CBAM 規則の対象となり、報告申告

者によって報告される必要がある。EU への CBAM 商品の輸入業者がスイスまたは EEA

に拠点を置く場合、CBAM 目的の報告申告者は、輸入業者が雇用した間接的な税関代理人

である必要がある。報告申告者は、暫定 CBAM レジストリへのアクセス資格情報を受け取

る者となる。 
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9.4.7. 使用可能な CBAM移行レジストリ環境を教えてください。（What CBAM 

Transitional Registry environments are available?） 

 

CBAM レポート申告者が使用できる運用環境と準拠 CBAM レジストリ環境がある。 

準拠環境は、CBAM 四半期レポートフォームと CBAM レジストリのユーザーインター

フェイスに慣れるためのテスト環境として使用できる。 

セキュリティ上の理由から、各環境で個別の登録が必要である (同じ電子メールを使用で

きる) 。どちらの環境でも、レポート申告者にアクセスの詳細を提供するのは、それぞれの

NCA である。 

運用 CBAM 移行レジストリへのリンク:https://cbam.ec.europa.eu/declarant 

準拠 CBAM 移行レジストリへのリンク:https://conformance.cbam.ec.europa.eu/declarant 
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9.4.8. 報告申告者である会社では、誰が移行レジストリへのアクセスを要求できるか? 

（In a company which is a reporting declarant, who can request access to the 

Transitional Registry?） 

 

法人を代表していることを証明できる物理的な個人は、その法人が設立されている加盟

国の NCA に連絡して、CBAM レポート申告者として CBAM レジストリへのアクセスを要

求できる。NCA は、要求の正当性を確認し、CBAM 申告者のアクセス許可を付与する責任

がある。NCA によって CBAM 申告者アクセスが許可されるアカウントの所有者は、アカ

ウントの機密性を保持し、会社の追加のアカウント (従業員) にアクセスを委任する責任が

ある。 
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9.4.9. 申告者の CBAM移行レジストリに CBAMレポートを記入できるのは誰であるか? 

（Who can fill in the CBAM report in the CBAM Transitional Registry for the 

reporting declarant?） 

 

複数の移行レジストリユーザーアカウントは、これらのアカウントが責任ある報告申告

者(すなわち、輸入者又は間接税関代理人)の従業員からのものである限り、同じ EORI 番号

にリンクできる。ただし、特定の時点で CBAM 移行レジストリ内の特定の CBAM 四半期

レポートを編集できるユーザーは 1 人だけである。 

報告申告者は、移行レジストリへのアクセスを"CBAM サービスプロバイダー"に委任で

きる。"CBAM サービスプロバイダー"は、報告申告者の名前と代理で CBAM レポートを入

力できる。このような場合の委任は、委任モデル"雇用者-従業員"に従う。"雇用者"は輸入者

または間接税関担当者であり、"従業員"は"CBAM サービスプロバイダー"である。この場合、

輸入者-雇用者 (EO) とプロバイダー-従業員 (EMPL) の両方のユーザーを UUM&DS の

加盟国によって構成する必要がある。また、輸入者は、(UUM&DS を介して) CBAM 申告

者のアクセスを"CBAM サービスプロバイダー"に委任する必要がある。つまり、"CBAM サ

ービスプロバイダー"が従業員として CBAM レジストリに接続すると、サービスプロバイ

ダーはアクセスを委任した輸入者の EORI を使用する。 
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9.4.10. CBAMの直接の対象ではない企業も CBAM移行レジストリにアクセスできるか? 

（Can companies that are not directly subject to the CBAM also have access to the 

CBAM Transitional Registry? ） 

 

いいえ、CBAM 移行レジストリへのアクセスは、申告者、加盟国の権限のある当局、税

関当局および欧州委員会に限定されています。 
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9.4.11. CBAM移行レジストリのデータはどのように入力すればよいか。（How should I fill 

in the data in the CBAM Transitional Registry?） 

 

四半期レポートは、輸入者ごと、CN コードごと、およびインスタレーションごとに入力

する必要がある。CBAM 移行レジストリにデータを入力するには、次の 2 つの方法がある。 

⚫ レポート申告者は、CBAM 移行レジストリのインターフェイス内で直接データを手動

で入力できる。 

⚫ または、レポート申告者は XML 構造を使用して CBAM 四半期レポートをアップロー

ドできる。XML ファイルが正常にアップロードされると、新しいドラフト四半期レポ

ートが作成され、CBAM レジストリユーザーインターフェイスを使用して送信できる。

XML を使用して四半期レポートを入力するために使用できるサポート XLS ファイル

は、委員会の CBAM web サイトで公開されている。 

 

必須フィールドとオプションフィールドがある。CBAM 移行レジストリでは、必須フィ

ールドにアスタリスク (*) が付いている。必須フィールドは、サポート XLS ファイルにも

示される。 

レポートの入力方法と XSD ファイルの使用方法の詳細については、申告者向けの CBAM

移行レジストリユーザーマニュアルを参照すること。 

すべての必須要素が指定されていない場合でも、下書きレポートを保存できる。ただし、

レポートを送信するには、すべての必須要素を指定する必要がある。 
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9.4.12. 「適用可能な報告方法」及び「その他のソースの表示」欄には、どのような情報を

入力すればよいか。（What information should I enter in the fields “applicable 

reporting methodology” and “other source indication”? ） 

 

「適用可能な報告方法」の欄では、報告申告者は、使用されたモニタリングおよび報告方

法に関する追加情報を提供するよう求められる。例えば、特定の内包排出量を決定するため

に間接および直接排出の実際のデータが使用される場合、申告者は、方法が計算ベース (標

準またはマスバランス) であったか、測定ベースであったかを指定することができる。 

「その他の発生源の表示」の欄では、報告申告者は、排出係数の発生源に関する追加情報

を提供するよう求められる。これには、公開されているデータまたはその他の関連する情報

源へのウェブリンクの提供が含まれる。 
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9.5. 移行期間中の CBAM 対象品の内包排出量の算定方法（Methodology for calculating 

embedded emissions in CBAM goods in the transitional period）  

9.5.1. 内包排出量の計算に関連する期間は何か。前年度のデータを使用できるか。（What 

is the relevant time period for calculating embedded emissions? Can data from 

previous years be used?） 

 

デフォルトの報告期間、すなわち事業者が内包排出量を決定するための基準期間は暦年

である。しかし、他の期間 (会計年度など) を使用しても、同様の対象範囲を確保し、少な

くとも 3 カ月をカバーすることを条件として、正当化される場合がある。詳細については、

セクション 4.3.4 (EU 輸入業者向け) /セクション 4.3.3 (非 EU 施設向け) のガイダンス文書

を参照のこと。 

事業者が暦年に基づいて排出量を監視する場合、2024 年に生産され、2025 年に輸入され

た製品について必要なすべてのデータが入手できるように、2024 年にはすでに CBAM 手

法に従って排出量の監視を開始する必要がある。 

その年の第一四半期に提出される CBAM 報告書については、前年のデータを使用すべき

である。1 月/2 月末までにデータが入手できない場合は、前年のデータを使用することがで

きる。 

在庫品目については、「排出量データのない在庫品はどのように処理するか?」の質問を参

照。 
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9.5.2. 単純品と複雑品とは何か? （What are simple and complex goods?） 

 

CBAM 財には、単純品と複合品の 2 種類がある。「単純品」は、CBAM 報告方法論の下

で内包排出量がゼロとみなされる投入材から生産される。したがって、単純品の内包排出量

は、その生産過程で発生する排出に完全に基づいている。 

「複合品」については、生産過程で使用される場合、関連する前駆物質自体の内包排出量

を CBAM の範囲に含める必要がある。関連する前駆物質とは、複合 CBAM 品の生産に使

用される原材料であり、それ自体が CBAM 品であるものを指す。セメント分野における前

駆物質の代表的な例は、ポルトランドセメントの主成分であるセメントクリンカーである。 
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9.5.3. 直接排出と間接排出とは何か?  （What are direct and indirect emissions?） 

 

直接排出は、冷暖房の生産場所にかかわらず、冷暖房の生産を含む CBAM 商品の生産プ

ロセス中に発生する排出を対象とする。つまり、冷暖房の生産が施設の外で行われる場合、

その結果として生じる排出は直接排出としてカウントされる。 

間接排出は、CBAM 商品の生産中に消費される電力の生産を対象とする。 

関連する前駆物質の内包直接排出量および内包間接排出量も、CBAM 商品の特定の内包

直接排出量および内包間接排出量を決定する際に考慮される。 

移行段階では、モニタリングのために、輸入業者は CBAM の対象となるすべての商品に

ついて、直接排出量および間接排出量の両方を報告する必要がある。2026 年 1 月 1 日から

始まる確定段階では、CBAM の対象範囲は鉄鋼、アルミニウムおよび水素の直接排出量に

限定され、セメントおよび肥料の輸入業者は直接排出量および間接排出量の両方を申告す

る必要がある。 
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9.5.4. 「バブル・アプローチ」とは何か。どのように機能するのか。（What is the “bubble 

approach” and how does it work?） 

 

施設が複合産品及びその前駆物質を生産し、この前駆物質が複合産品の生産に全面的に

使用される場合には、施設内に共同 (単一) 生産プロセスシステムの境界を定めることがで

きる (ガイダンス文書の詳細な説明を参照) 。 
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9.5.5. 輸入された CBAM産品が EUからの前駆物質(例えば銑鉄)を使用して生産された場

合、これは計算において考慮されなければならないか。（If an imported CBAM 

good was produced using precursors from the EU (e.g. pig iron) – would this have 

to be considered in the calculation? ） 

 

はい。EU で生産された関連前駆物質も、内包排出量の決定において考慮される必要があ

る。 

ただし、前駆物質が EU での生産に由来する場合は、EU で既に支払われた炭素価格も

CBAM 報告書に反映される可能性があることに注意する必要がある。(EU 以外の施設に関

するガイダンス文書のセクション 6.10 で、支払われた実効炭素価格の報告書の詳細を参照

すること) 。 
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9.5.6. 吸収ルールは複合製品の内包排出量の計算に適用できるか。（Can the absorption 

rule be applied for the calculation of embedded emissions of composite goods?） 

 

いいえ。吸収ルールは、産品の原産地を決定するために使用されるルールである。吸収ル

ールでは、一定の条件が満たされている場合に限り、中間製品の原産地を維持し、その後の

原産品の製造作業に使用され、中間製品に含まれるすべての以前の非原産入力の一部を無

視することができる。CBAM 産品の内包排出量の計算は、全く異なるルールに従っている。 
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9.5.7. 欧州委員会は、代替方法の「同等性」を公式または非公式に検証するのか。（Will 

the European Commission formally or informally verify the “equivalence” of 

alternative methods?） 

 

移行期間は、委員会サービスや NCA を含むすべての人にとって学習段階である。代替方

法が施行規則第 4 条 (2) に含まれる基準を満たさない場合、特に 2024 年 6 月 30 日以降の

輸入については、そのような計算方法は拒否される可能性がある。国の所管当局は、より正

確なデータを得るために報告申告者との対話を開始する。 
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9.5.8. CBAM製品の生産のための間接排出量はどのように決定されるか? （How are 

indirect emissions for the production of CBAM goods determined?） 

 

間接排出量は、CBAM 財を生産するために消費される電力に関連する排出係数を乗じて

決定される。排出係数は、電力網に基づく場合もあれば、実際の排出係数を表す場合もある。

その国の電力網に基づく排出係数は、CBAM TRANSITION REGISTRY で利用できる。 
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9.5.9. 間接排出量を決定するために使用すべき電力の排出係数はどれか。（Which 

emission factors for electricity should be used to determine indirect emissions? ） 

 

移行期間において、電気のデフォルト排出係数は、国際エネルギー機関 (IEA) の 5 年間

の平均をカバーするデータに基づいている。これらは、委員会が CBAM TRANSITION 

REGISTRY において国ごとに提供している。 

あるいは、公的に利用可能なデータに基づいている場合は、原産国グリッドの他の排出係

数を使用してもよい。電気の排出係数または CO2 排出係数の両方を使用してもよい。 

電気の実際の排出係数は、発電源と CBAM 財を生産する施設との間に直接技術的なつな

がりがある場合、または電力生産者と消費者との間の電力購入契約の場合に使用してもよ

い。 
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9.5.10. 市場ベースの証明書(原産地保証、再生可能エネルギー証書等。)は、実際の排出係

数の使用を正当化するために使用できるか? （Can market-based certificates 

(Guarantee of Origin, Renewable Energy Certificates, etc.) be used to justify the 

use of actual emission factors?） 

 

移行期間中、電気の排出係数の一般的な規則は、委員会が提供するデフォルト値を使用す

ることである。ただし、関連する条件が満たされる場合には、電気の実際の排出係数を使用

することができる(すなわち、上で説明したように、直接の技術的リンクまたは電力購入契

約の存在)。 

例えば原産地保証やグリーン証書によって決定される市場ベースの特定の排出係数は、

実際の排出係数の使用を正当化するために使用することはできない。 

詳細については、CBAM 実施規則の附属書 III のセクション D.2 および EU 以外の施設

に関するガイダンス文書のセクション 6.7.3.2 を参照のこと。 
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9.5.11. 間接排出量を決定するために使用すべき電力の排出係数はどれか。（Which 

emission factor for indirect emissions should be reported in the case that precursors 

are produced in a different country than the CBAM good itself? ） 

 

移行期間において、電気のデフォルト排出係数は、国際エネルギー機関 (IEA) の 5 年間

の平均をカバーするデータに基づいている。これらは、委員会が CBAM 移行レジストリに

おいて国ごとに提供している。 

あるいは、公的に利用可能なデータに基づいている場合は、原産国グリッドの他の排出係

数を使用してもよい。電気の排出係数または CO2 排出係数の両方を使用してもよい。 

電気の実際の排出係数は、発電源と CBAM 財を生産する施設との間に直接技術的なつな

がりがある場合、または電力生産者と消費者との間の電力購入契約の場合に使用してもよ

い。 
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9.5.12. 工場内輸送からの排出も計算に含めるべきか? （Should emissions from on-site 

transportation be included in the calculation? ） 

 

ベルトコンベア、パイプライン、その他の固定機器による輸送に起因する排出量は含まれ

る。移動機械(トラック、フォークリフト等。)の使用に起因する排出量は除外される。これ

らは EU ETS と同じ規則である。 

  



136 

 

9.5.13. 炭素回収利用 (CCU) /炭素回収貯蔵 (CCS) は、内包排出量を決定する目的で排出

量を削減するために使用できるか? （Can carbon capture and use (CCU) / carbon 

capture and storage (CCS) be used to reduce emissions for the purpose of 

determining embedded emissions?） 

 

炭素回収および使用/貯蔵 (CCUS) は、二酸化炭素排出量を削減するために市場でますま

す利用可能になっている技術である。このような排出削減は、一定の基準が満たされていれ

ば、CBAM 製品の内包排出量を決定する際に考慮に入れることができる。これらの条件は、

実施規則の附属書 III のセクション B.8.2 に詳述されている (ガイダンスのセクション

6.5.6.2 に詳細な説明がある) 。これらの条件は、基本的に、回収された二酸化炭素が恒久的

に化学的に結合された製品を製造するために使用されるか、回収された二酸化炭素が長期

の地質学的貯蔵サイトに移送されることである。 

  



137 

 

9.5.14. 強化型石油改修技術 (EOR) は内包排出量の計算において控除の対象となるか? 

（Is enhanced oil recovery (EOR) eligible for deduction in the calculation of 

embedded emissions?） 

 

強化型石油回収技術 (EOR) は、主に石油の抽出を増やすために利用される技術である。

理論的には、石油の抽出サイトが長期的な地質学的貯蔵サイトであり、一定の基準を満たし

ている場合、プロセスで注入された CO2 は、内包排出量の計算で控除の対象となる。この

条件は、炭素回収貯蔵 (CCS) の条件と同じであり、実施規則の附則 III のセクション B.8.2

に詳述されている (ガイダンスのセクション 6.5.6.2 に詳細な説明がある) 。 
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9.5.15. ライフサイクルアセスメント (LCA) /ライフサイクルインベントリデータベースか

らの排出係数は受け入れられるか? （Are emission factors from life-cycle 

assessments (LCA) / life-cycle inventory databases accepted?） 

 

いいえ、ライフサイクルアセスメント (LCA) /ライフサイクルインベントリデータベース

からの排出係数は、CBAM 報告書における内包排出量の計算には使用できない。ただし、

2024 年 6 月 30 日まで、すなわち、2024 年 7 月 31 日までに提出期限が到来する各輸入品

については、報告申告者がすべての情報を把握していない場合は、報告申告者は他の方法を

使用して排出量を決定することができる。 

報告申告者がすべての情報を持っていない場合、報告申告者は排出量を決定するために

他の方法を使用してもよい。この限られた期間においては、ライフサイクルアセスメント 

(LCA) /ライフサイクルインベントリデータベースからの排出係数を使用してもよい。さら

に、実施規則 (EU) 2023/1773 の第 4 条 (2) に記載されている適格なモニタリングおよび

報告方法のいずれかを使用して内包排出量を決定し、その方法がライフサイクルアセスメ

ントからの排出係数を使用する場合、これも 2024 年末まで可能である。 

非EU事業者向けガイダンス文書のセクション 6.2.1および表 6-1で説明されているよう

に、内包排出量の概念はライフサイクルアセスメント (LCA) および製品カーボンフットプ

リント (PCF) の範囲よりも狭い。したがって、LCA データベースからの排出係数の使用は

内包排出量を大幅に過大評価する。これは、EU ETS の対象となる排出量を反映すること

を目的とした CBAM の設計に反する。最終段階では、輸入業者がこれらの排出係数を使用

した場合、過剰な数の CBAM 証明書を提出する必要がある。 

しかし、LCA データベースの提供者が将来的に CBAM 互換データセットを開発する可

能性は排除できない。CBAM 製品を生産する施設の事業者は、データベース値の基礎とな

るシステム境界が CBAM に適していることを示す証拠をデータベースの文書に記載すれ

ば、そのようなデータベースを使用することができる。事業者は正しいデータを報告する責

任がある。 
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9.5.16. 仕入先がレポートの期限前に必要な情報を送信していない。どうすればよいか。

（My supplier is not sending me the necessary information before the report is due. 

What should I do?） 

 

第三国の生産者と申告者の間の良好な協力が極めて重要である。委員会は、生産者が非

EU 諸国で生産する CBAM 製品の内包排出量を決定するのに役立つガイダンスとテンプレ

ートを公表している。 

最終的に、申告者は CBAM 報告書の完全性と正確性を確保する責任を負う。申告者は、

CBAM 報告義務を遵守しなかった場合、および訂正手順に従って完全かつ正確な CBAM 報

告書を提出する義務を遵守するために必要な措置を講じなかった場合、責任を負い、罰則の

対象となる可能性がある。 

2024 年 7 月 1 日以降の輸入については、申告者は EU に輸入される各 CBAM 製品の実

際の排出量を報告する必要がある。申告者が供給者から実際の排出量データを受け取るこ

とができず、デフォルト値 (質問 75 で説明されている数量制限の範囲外) を報告すること

を選択した場合、CBAM 報告書は不正確または不完全なものとなる。 

申告者は、CBAM 製品の供給者または生産者から実際の排出量データを取得するために、

あらゆる可能な努力をしなければならない。申告者が最終的に実際の排出量データを取得

できなかった場合は、「Type of determination」フィールドで「Actual data not available」

という新しいオプションを選択しなければならない。このオプションは、直接的および間接

的な内包排出量の両方に存在する。このオプションが選択された場合、CBAM レポートは

不正確/不完全であるとみなされることに注意する。 

さらに重要なことに、「実際のデータが利用できない」オプションが選択された場合、報

告申告者は以下のステップにも従うことが求められる。 

(1)「追加情報」フィールドを使用して、実際の排出量データが欠落している理由につい

ての正当な理由を提供する。 

(2)「補足」タブで、供給者および/または生産者からデータを入手するために取られた努

力および手順が失敗したことを証明する裏付け書類をアップロードする。 

「実際のデータが利用できない」オプションが選択された場合、排出量タブの後続のフィ

ールドは編集不可能になり(すなわち、直接内包排出量の場合:「報告方法の種類」欄;間接内

包排出量の場合:「排出量係数の発生源」および「電力の発生源」の欄)、数値フィールドは

自動的に「0」で埋められることに注意する必要がある。 
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実際のデータが利用できないことを示す「回避策」を使用して既に CBAM 報告書を提出

した申告者は、これらの報告書を再提出する必要はない。 

NCA は、報告申告者が完全かつ正確な CBAM 報告書を提出する義務を遵守するために

必要な措置を講じているかどうかを評価する責任がある。この文脈において、CBAM 商品

の生産者から実際の排出量に関する必要なデータを取得するという点で、十分に正当化さ

れた困難が考慮される可能性がある。 

罰則を決定する際に、NCA は、報告申告者がデータを収集するための失敗した努力に対

して効果的に割り当てた手段と資源を考慮することができる。これには、報告申告者の経済

規模、CBAM 商品とその内包排出量の総輸入量に対するこれらの手段と資源の妥当性の評

価が含まれる。NCA はまた、第三国の生産者または供給者とのこれらの行動の繰り返しと

フォローアップ、関係する期間、およびその期間を考慮することができる。 

報告申告者は、内部の運用能力と実際の排出量を決定する事業者の能力の観点からも、実

際の内包排出量に関する必要なデータを事業者から取得するために、合理的に期待できる

あらゆる努力を行ったことを常に証明すべきである。 
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9.5.17. デフォルト値は何か?これはどのように機能するのか? （What are the default 

values? How does this work? ） 

 

2024 年 6 月 30 日 (すなわち、CBAM 報告書の提出期限は 2024 年 7 月 31 日)までの輸

入については、報告申告者がすべての情報を持っていない財の各輸入について、報告申告者

は、委員会が利用可能で公表しているデフォルト値を含む、排出量を決定するための他の方

法を使用することができる (TAXUD CBAM のウェブサイトを参照) 。したがって、移行期

間中の報告のためにデフォルト値を使用することは、最初の 3 つの報告期間については、

定量的な制限なしに可能であった。 

さらに、推定値 (デフォルト値を含む) は、複雑な財の総内包排出量に対する寄与が比較

的小さい(すなわち<20%)投入材またはサブプロセスについて、移行期間全体の直接排出量

を決定する際に使用することができる (CBAM 実施規則第 5 条参照) 。この 20%を決定す

るために、間接排出量は、100%の総内包排出量が何を伴うかを計算することにのみ関連す

る。 

言い換えれば、これは、2024 年 6 月 30 日までの輸入については、総内包排出量の 100%

をデフォルト値を使用して決定することができることを意味する。残りの移行期間(2024 年

7 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日までの輸入分)については、直接排出量を決定する際に推

定値を使用することができるが、定量的な制限が適用される。すなわち、複合製品について

は、生産チェーン全体を考慮して、総内包排出量の 20%までは推定値を使用して決定する

ことができる。報告申告者がこの柔軟性を利用して、20%の制限内で推定値 (デフォルト値

を含む) を使用する場合、移行レジストリの以下のステップに従うべきである。 

(1) 直接内包排出量の「決定の種類」フィールドで、「実際のデータ」を選択する。(2)「適

用可能な報告方法の種類」フィールドで、「委員会規則」を選択する。 (3)「追加情報」フィ

ールドで、適用可能な報告方法および 20%の制限内での推定値の使用に関する詳細を提供

する。 

デフォルト値を使用して総内包排出量の 20%を決定する可能性は、特定の四半期におけ

るすべての輸入複合財の総内包排出量に関係するのではなく、各輸入複合 CBAM 財の特定

の直接排出量(すなわち、報告された CBAM 製品が製造された特定の施設)に関係する。 

2025 年の移行期間の終わりまでに、委員会は収集されたデータに基づいてデフォルト値

を評価する。 

移行期間中は、グローバルなデフォルト値のみが存在する (CBAM の範囲内の CN コー

ドごと) 。確定期間中は、国別または地域別のデフォルト値が利用可能になる。 
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確定期間中、認可されたCBAM申告者は、実際の排出量データが入手できない場合には、

定量的な制限なしにデフォルト値を使用することができる。しかし、輸入業者にとっては、

内包排出量の計算を提供する方が有利になる可能性が高い。 
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9.5.18. どのようにしてデフォルト値を決定するか。 （How do you determine default 

values?） 

 

EU の共同研究センター (JRC) は 2023 年 9 月 29 日、EU と主要貿易相手国における鉄

鋼、肥料、アルミニウム、セメントの 4 つのエネルギー集約型産業の製品の GHG 排出原単

位の推定値を公表した28。この研究29は、CBAM 規則で想定されているメカニズムの実施を

科学的に支援するものである。 

JRC 報告書は、直接排出と間接排出に分けて値を提供している。GHG 排出量の推定値に

は、CBAM 規則の付属書 I に記載されている製品の生産に関連する二酸化炭素、亜酸化窒

素 (一部の肥料製品)、パーフルオロカーボン (アルミニウム製品) が含まれている。GHG

排出強度(すなわち、特定の埋め込み排出量の)の推定値は、移行期間のデフォルト値を設定

するためのインプットとなった。 

  

 
28 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/greenhouse-gas-

emissions-manufacturing-what-difference-across-countries-2023-09-29 en  
29 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134682  
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9.5.19. EUの輸入業者が代替的なモニタリング・報告方法を利用できるようになるのはい

つの時点までか。（Until which point in time will EU importers be allowed to use 

alternative monitoring and reporting methods?） 

 

移行期間に関する施行規則に従って、一定の柔軟性がある。2024 年 12 月 31 日までの輸

入については、報告申告者は、(a) 炭素価格制度、(b) 強制排出モニタリング制度、または 

(c) 施設における排出モニタリング制度を用いて、同様の適用範囲と精度をもたらす他の方

法を用いることができる (第 4 条 (2) ) 。 

2024 年 6 月 30 日までの輸入(すなわち、CBAM 報告書の提出期限は 2024 年 7 月 31 日)

については、報告申告者が必要なすべての情報を有していない場合には、デフォルト値を含

む他の参照方法を用いることができる (施行規則第 4 条 (3) 参照) 。したがって、報告申告

者は、その日までに、自ら選択する追加の方法を提案することを決定することができる。こ

れらの方法は、最終段階に向けて CBAM 報告方法論を調整する目的で、委員会サービスに

よって評価される。 
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9.5.20. バイオマスの利用に起因する排出量はどのように算定されるべきか。（How should 

emissions resulting from the use of biomass be accounted for? ） 

 

CBAM 手法は EU ETS と同じ規則に従っている。 

バイオマスがプロセス投入材 (例えば、炭が高炉の還元剤として使用される場合や、電極

を製造するために使用される場合)として使用されている場合、バイオマス使用による排出

量は計上されない (ゼロ評価) 。 

バイオマス(固体、液体または気体)が燃料(すなわちエネルギー目的)として使用されてい

る場合、バイオマスが再生可能エネルギー指令 (EU) 2018/2001 の関連する持続可能性お

よび温室効果ガス削減基準を満たさない限り、排出量は計上される。適用される基準は、使

用されるバイオマスの種類によって異なる。 

EU 域外のインスタレーションオペレーター向けガイダンス文書の付属書 D には、詳細

が記載されている。 
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9.5.21. 計算で小数点以下の桁数と四捨五入をどのように処理するか? （How should 

decimal places and rounding be handled in calculations?） 

 

すべての「有効な」数字 (計量の不確かさに従って) は、計算全体を通して保持されるべ

きものとする。 
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9.5.22. 内包排出量の計算には、輸入 CBAM製品の総重量または正味重量を使用すべきか? 

（Should the gross weight or the net weight of the imported CBAM goods to be 

used for the calculation of the embedded emissions? ） 

 

EU の関税領域に輸入される CBAM の対象となる物品は、正味重量で測定される。した

がって、CBAM 製品の内包排出量の計算にも、正味重量を使用すべきである。 
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9.5.23. 排出量データのない在庫品はどのように処理するか? （How to deal with stock 

items for which there is no emission data available? ） 

 

このような在庫品の内包排出量は、2024 年 6 月 30 日までの輸入については、欧州委員

会が公表したデフォルト値を用いて推定することができる。 

2024 年 6 月 30 日以降の輸入については、実際のデータを報告する必要がある。古い予

備部品や在庫品のデータが不足している場合は、類似品または同一の商品のデータを提出

することができる。 
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9.5.24. 施設が複数の生産工程で同時に使用されている場合、その施設からの排出をどのよ

うに各生産工程に帰属させるか。（If a facility is used simultaneously by multiple 

production processes, how do you attribute the emissions from that facility to each 

production process?） 

 

施設におけるすべての投入、排出及びそれに対応する排出は、CBAM 以外の財に関連す

る場合を除き、生産プロセスに帰属させるべきである。 

全体として、施設の関連する排出は、CBAM 財及び該当する場合には CBAM 以外の財の

生産プロセスによって 100%カバーされるべきである。 

複数の関連する生産プロセスを有する施設で、共有施設、共有「発生源ストリーム」又は

共有排出源が関連する場合、投入、排出及び排出は、適切な割合で異なる生産プロセスに帰

属させるべきである。例えば、施設が精製水を生産し、その水の 60%が CBAM 財の生産に

使用される場合、水の浄化に関連する直接的及び間接的排出の 60%は、CBAM 財の生産に

帰属させるべきである。 
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9.5.25. 活動レベルの決定には、販売可能なオフスペック製品を考慮すべきか? （Should 

saleable off-spec products be considered for the determination of the activity 

level?） 

 

仕様外製品が販売可能である場合は、生産工程の CBAM 製品カテゴリーに言及する CN

コード (実施規則 (EU) 2023/1773 の附属書 II に記載) に適合することを条件として、活

動レベルに含めるべきである。 

  



151 

 

9.5.26. 内包排出量を決定するために、鉄鋼およびアルミニウム製品のどの加工プロセスを

考慮する必要があるか? （Which transformation processes of iron and steel and 

aluminium products need to be taken into account for determining the embedded 

emissions? ） 

 

システム境界内にある鉄鋼製品の加工プロセスは、施行規則の附属書 II の 3.16.1 項に定

められている。 

これらには、特に次のものが含まれる。 

加熱、再溶融、鋳造、熱間圧延、冷間圧延、鍛造、酸洗、焼鈍、めっき、コーティング、

亜鉛めっき、伸線、切断、溶接、仕上げ。 

アルミニウム製品については、システム境界内にある加工プロセスは、施行規則の附属書

II の 3.18.1 項に定められている。これらには、特に再加熱、再溶融、鋳造、圧延、押出し、

鍛造、コーティング、亜鉛めっき、伸線、切断、溶接、仕上げ。 

これらのプロセスが二次施設で発生した場合、または他の企業に委託された場合で、その

後、製品が一次施設に戻された場合は、一次施設で発生したものとして扱うことができる。 
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9.6. 鉄及び鉄鋼製品（Iron and steel） 

9.6.1. 鉄鋼製品の内包排出量を計算する場合、石灰焼成炉やコークス炉プラントなどの補

助プロセスは境界計算に含まれるか。（When calculating the embedded emission 

of steel products, are auxiliary processes such as lime kilns or coke oven plants 

plants included in the boundary calculation?） 

 

各集約財カテゴリーのシステム境界は、実施規則 (EU) 2023/1773 の附属書 III に記載さ

れている。 

石灰焼成炉およびコークス炉工場は、鉄鋼生産のシステム境界には含まれていない。これ

は、これらの工場の生産物(すなわち石灰とコークス)が CBAM 財そのものではないためで

ある。したがって、石灰およびコークスも、特定の内包排出量の計算のための前駆物質とは

みなされない。 
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9.6.2. 鉄鉱石ペレットは CBAMの対象になるか? （Do iron ore pellets fall within the 

scope of CBAM?） 

 

はい。鉄鉱石ペレットは CN コード 2601 12 00「鉄鉱石及び精鉱 (焼鉄鉱を除く。)」に

分類される。これらは銑鉄または直接還元鉄 (DRI) の生産における前駆体 (「焼結鉱」) と

考えられている。 
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9.6.3. 製鉄所を複数の施設に分割できるか? （Can we divide a steel site into more than 

one installation?） 

 

サイトを異なる施設に分割することは可能である。施設を別々の生産工程に分割するこ

とは、1 つの施設内に異なる生産ルートが存在する場合にも義務付けられている。 

さらに、施設を分割することは、より詳細で透明性の高いモニタリングに特に有用である。

例えば、コークス炉と石灰生産を別々の施設とみなすことは、生産される鉄鋼製品の内包排

出量にカウントされないため有用である。 

実施規則 (EU) 2023/1773 のモニタリング規則によれば、CBAM 手法では前駆物質が十

分に考慮されているため、施設を分割しても鉄鋼製品の最終的な内包排出量の結果が異な

ることはない。 
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9.6.4. CBAM報告書の「製鉄所識別番号」欄には何を記入するのか? （What should be 

filled in the field "steel mill identification number" in the CBAM report?） 

 

「熱番号（heat number）」とも呼ばれる「製鉄所識別番号」は、原則として鉄鋼製品が

生産された製鉄所/炉を示す。異なる熱番号が多数ある場合は、コメントを残すことを推奨

する。ただし、熱番号が少数の場合は、すべてフィールドに入力できる。 

この情報を提供することを推奨するが、「製鉄所識別番号」はオプションフィールドであ

る。 
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9.7. アルミニウム／鉄鋼製品（Aluminium/Steel） 

9.7.1. アルミニウム/鉄鋼製品の特定の内包排出量は、異なる合金等級について別々に決

定されるべきか? （Should the specific embedded emissions of aluminium/steel 

goods be determined separately for different alloy grades?.） 

 

特定の内包排出量は、施設内で異なる生産ルートが使用されていない限り、一般に、集約

された財カテゴリーごとに決定される。集約された財カテゴリーは、異なる CN コードを

持つ財を対象とすることができる。同じ CN コード内で、合金元素の含有量や投入スクラ

ップの割合が異なることがある。それにもかかわらず、移行期間中の内包排出量は、集約さ

れた財カテゴリーごとに報告することができる。 

事業者は、特定の財または財グループについて、より細分化された特定の内包排出量の決

定を自主的に選択することができる。 
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9.8. 関税（Customs） 

9.8.1. 輸入者は、税関申告と CBAM報告のために異なる税関代理人を使用できるか? 

（Can an importer use different customs representatives for the customs 

declaration and the CBAM reporting?） 

 

移行期間中に適用される報告要件に関して、CBAM 規則 (第 5 条) は、CBAM 製品の輸

入者が EU 関税法第 18 条 (規則 No 952/2013 参照) の意味において直接又は間接の税関代

表者を任命する可能性を予見している。 

直接代表者の場合、EU 加盟国で設立された輸入者は CBAM 義務の対象となり、直接税

関代表者は輸入者の名義で輸入者に代わって税関申告書を提出する。 

⚫ EU 加盟国で設立された輸入者が間接税関代表者を任命し、後者が同意した場合、報

告義務は当該間接税関代表者に適用される。 

⚫ 輸入者が EU 加盟国で設立されていない場合、報告義務はいかなる場合でも間接税

関代表者に適用される。 

⚫ 輸入者が、同じ税関申告の対象となる CBAM 商品について複数の間接税関代表者を

持つことはできない。 

EU 加盟国で設立された輸入者の場合、関税義務を遂行するために直接税関代表者を使用

し、CBAM 報告データを CBAM 移行レジストリに入力するためにサービスプロバイダー

を雇うことができる。この目的のために、輸入者は移行レジストリへのアクセスをこのサー

ビスプロバイダーに委任する。このサービスプロバイダーは、輸入者の名前で、輸入者に代

わって CBAM 報告書に記入する。このような場合の委任は、委任モデル「雇用者-従業員」

に従う。ここで、「雇用者」は輸入者または間接税関代表者であり、「従業員」はサービスプ

ロバイダーである。この場合、輸入者-雇用者 (EO) とプロバイダー-従業員 (EMPL) の両

方のユーザーが UUM&DS の加盟国によって構成される必要があり、輸入者は、(UUM&DS

を介して) CBAM 申告者のアクセスをサービスプロバイダーに委任する責任がある。つま

り、「CBAM サービスプロバイダー」が従業員として CBAM レジストリに接続すると、ア

クセスを委任した輸入者の EORI が使用される。 

このように、「CBAM サービスプロバイダー」が輸入者の EORI 番号を使用してレジスト

リにアクセスし、その輸入者の CBAM レポートが提出されると、輸入者はどのような場合

でも報告申告者のままであり、したがって CBAM の義務に対して法的責任を負うことにな

る。 

EU 外に設立された輸入者の場合、間接税関代理人は税関申告と CBAM 申告の両方に責

任を負う。  
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9.8.2. 間接税関代理人が CBAM報告義務の履行に同意しない場合はどうなるか?（What 

happens if an indirect customs representative does not agree to carry out CBAM 

reporting obligations?） 

 

これは、輸入者が EU 域内に所在する場合にのみ可能である。逆に、輸入者が EU 域内

に所在しない場合には、輸入者は、CBAM 報告義務を履行しなければならない間接税関代

表者を任命しなければならない。 

施行規則第 8.3 条は、間接税関代表者が CBAM 報告義務の履行に同意しない場合には、

報告義務の履行を輸入者に通知しなければならないと規定している。 

CBAM の実施を容易にするために、下の枠内のテキストは、間接税関代表者が CBAM 目

的のために上記の報告義務を履行しないという決定を輸入者に通知するための基礎として

使用できる、指示的かつ拘束力のないテンプレートである。 

Notification template 

間接税関代表者から輸入者へ 

 

差出人:間接税関代表者の氏名及び住所 

宛先:輸入者の氏名及び住所 

日付:日付 

 

拝啓 

炭素国境調整メカニズム (CBAM) を確立する 2023 年 5 月 10 日の欧州議会および理

事会の規則 (EU) 2023/956 の採択に伴い、CBAM は 2023 年 10 月 1 日から 2025 年 12

月 31 日までの移行期間で適用を開始した。この移行期間中の CBAM 報告義務に適用さ

れる規則は、2023 年 8 月 17 日の欧州委員会施行規則 (EU) 2023/1773 によって定めら

れている。 

規則第 32 条および欧州委員会施行規則第 8 条 (3) に従い、CBAM 報告義務の履行に

同意しない間接税関代表者は、輸入者に本規則を遵守する義務を通知するものとする。こ

の通知には、本規則第 33 条 (1) に規定する情報を含めるものとする。 
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CBAM 規則第 33 条および第 35 条に規定された CBAM 報告義務を履行しないという

私の決定をお知らせします。輸入者として、暦年の特定の四半期に EU に輸入した商品

に関する情報を含む報告書 (「CBAM 報告書」) を、当該四半期の終了後 1 ヶ月以内に

提出する義務があることをお知らせします。この報告書は、CBAM 移行レジストリ 

(https://cbam.ec.europa.eu/declarant) に提出しなければなりません。 

CBAM関連の報告義務の詳細については、あなたが設立されている加盟国の CBAM目

的の国家管轄当局 (NCA) にお問い合わせください。CBAM に関する関連情報は、欧州

委員会の専用ウェブページ(参照:https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-

adjustment-mechanism_en)でもご覧いただけます。 

 

敬具 
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9.8.3. 直接の税関代理人は、EUの領域内に設立された企業の CBAM報告申告者になるこ

とができるか?（Can a direct customs representative be a CBAM reporting 

declarant for companies established in the territory of the EU?） 

 

EU 輸入者は、直接又は間接の税関代理人を選任することができる。しかし、CBAM 報

告に関しては、(CBAM 規則及び施行規則に基づく) 義務は、輸入者又は間接代理人が同意

する場合には、その間接代理人のいずれかにある(移行期間については、規則 (EU) 2023/956

の第 32 条を参照のこと。)。 

輸入者が直接税関代理人を選任した場合であっても、その輸入者は引き続き CBAM 報告

義務を負う。言い換えれば、輸入者は引き続き CBAM 目的の申告者である。 

輸入者が実際にCBAM報告書の作成及び提出を支援するサービス提供者を選任すること

を妨げるものではないが、そのような場合であっても、CBAM 報告義務を遵守する責任は

輸入者又は場合によっては間接代理人にある。 
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9.8.4. 私の会社は 1つの EU加盟国に登録されていますが、複数の加盟国を通じて CBAM

製品を輸入している。これらすべての輸入品を 1つの四半期報告書にまとめる必要

があるのか?（My company is registered in one EU Member State but imports 

CBAM goods through multiple Member States. Should I compile all these imports 

into one single quarterly report? ） 

 

移行期間中、CBAM 申告者は、すべての輸入 CBAM 製品の内包排出量に関する情報を含

む四半期CBAM報告書を提出する責任を負う。CBAM製品は、税関当局に提供されるEORI

番号を通じて CBAM 申告者に帰属する。特定のシナリオでは、関係する EORI 番号を持つ

企業は 1 社のみである。したがって、四半期 CBAM 報告書は、当該企業が輸入したすべて

の CBAM 製品の内包排出量に関する情報をまとめなければならない。物品が異なる加盟国

で輸入された場合でも同様である。 

輸入者は、報告義務の履行に同意した場合、CBAM 製品の輸入中に自らの EORI 番号を

提供しなければならず、間接税関代理人が輸入した物品について輸入者に代わって CBAM

義務を引き受けなければならない間接税関代理人を任命することができることに留意され

たい。 
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9.8.5. 輸入者が海外で登録された企業の支店であり、両者が同じ EORI番号を共有してい

る場合、関連する NCAはどれか。（Which is the relevant NCA in case an importer 

is a branch of a company registered abroad, and both share the same EORI 

number?） 

 

親会社が EU 非加盟国に本社を置く法人であり、異なる EU 加盟国に複数の事業体を有

しており、そのいずれも規則 (EU) 2023/956 の第 3 条 (18) で定義される「人」ではない

場合、その親会社は EORI 番号を必要とする。経済事業者やその他の個人は、EORI 番号を

一つだけ持つことができるため、親会社が複数の加盟国に事業体を有していても、これらの

加盟国のいずれかによって割り当てられた EORI 番号を一つだけ申請し、使用することが

できる。 

親会社が他の EU 加盟国に、規則 (EU) 2023/956 の第 3 条 (18) で定義される「人」に

該当する事業体(登録事務所等)を有している場合、その事業体も EORI 番号を有し、それぞ

れの加盟国がそれぞれの事業体の設立加盟国とみなされる。このような場合、親会社とその

事業体の両方にそれぞれ EORI 番号が割り当てられる。親会社には、設立された EU 加盟

国の当局によって EORI 番号が割り当てられる。この場合、原則として、親会社と子会社

に対して異なる NCA が責任を負うことになる。 
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9.8.6. EU内を通過する物品は CBAMの下で報告されなければならないか?（Must goods 

transiting in the EU be reported under CBAM?） 

 

物品が例えば理事会規則 (EC) No 1186/2009 の第 95 条に基づいて一時輸入のために申

告されている場合、それらは CBAM の適用範囲には該当しない。EU への自由流通のため

に放出された物品のみが CBAM の対象となる。 

同様に、一時輸入のために申告され、自由流通のために放出されていない非 EU 原産のサ

ンプル(例えばテストのために送られる)に関しては、CBAM は適用されない。 
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9.8.7. CBAMの報告義務は、輸入以外の税関手続(一時入院など)の不遵守により EU内で

自由流通に入った CBAM製品であって、当該不遵守手続によりすべての関税及び

税金が既に納付されているものにも適用されるか。（Will the CBAM reporting 

obligation apply to CBAM goods that have entered free circulation within the EU 

due to non-compliance with a customs procedure other than import (e.g., temporary 

admission), and for which all duties and taxes have already been pai through the 

said non-compliance procedure? ） 

 

物品の自由流通のための開放は、CBAM 要件が満たされていることを必要とする。した

がって、これらの要件が満たされているかどうかに関する管理は、物品の自由流通のための

開放に先立って行われるべきである。 

不遵守の場合には、物品は満たされていない CBAM 要件の対象となるため、EU 関税法 

(UCC) 第 198 条 (1) (b) が適用される(すなわち「税関当局は、物品が禁止又は制限の対象

となっているために解放することができない場合には、当該物品を処分するために必要な

措置 (没収及び売却又は廃棄を含む。) をとる。」)。 

そのような場合には、UCC 第 198 条 (2) も適用される(すなわち「国に遺棄され、押収

され又は没収された非同盟物品は、税関倉庫手続の下に置かれたものとみなす。」)。 
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9.8.8. 内向加工制度の下に置かれた CBAM商品について報告する必要があるのか?（Do I 

need to report on CBAM goods that are placed under the inward processing 

regime?） 

 

CBAM は、EU 内で自由流通に供される物品についてのみ義務となる。したがって、将

来の輸出や加工の観点から税関の一時停止制度の下に置かれる CBAM 製品の場合、CBAM

義務はない。 

ただし、CBAM 製品が内向加工制度を離れて EU 市場に置かれる場合には、CBAM 義務

が生じることに留意する。この場合、排出権取引明細書は、CBAM 報告書の提出時に補助

書類としてアップロードされるべきである。 

CBAM 報告義務は、内向加工の下に置かれた CBAM 産品が、もはや CBAM 産品ではな

い製品に加工され、最終的にこの最終産品が EU 内で自由に流通するために放出される特

定の場合にも生じる (実施規則第 6 条参照) 。この特定の場合、CBAM 報告書には、内向加

工の下に置かれたCBAM産品の数量および内包排出量に関する情報が含まれるが (CBAM

規則第 6 条 (f) および (g) )、自由に流通するために放出された最終産品の数量および内包

排出量に関する情報は含まれない。なぜなら、この例では、これらの産品は CBAM 産品そ

のものではないからである(すなわち、第 6 条 (a) 及び (b) は適用されない。)。  
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9.8.9. 輸入した CBAM商品に関税停止がある。CBAMから除外されるか?（There is a 

tariff suspension on the CBAM good that I have imported. Am I exempt from the 

CBAM?） 

 

EU の法律は、特定の農産品および工業製品に対する規則 (EU) No 952/2013 の第 56 条 

(2) 項 (c) で言及された共通関税を停止する規則 (EU) 2021/2278 を改訂する 2023 年 12

月 19 日の理事会規則 (EU) 2023/2890 など、一部の関税停止を規定している。 

このような関税停止は、関税停止の場合でも引き続き適用される CBAM 義務 (報告義務

を含む) には影響しない。 
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9.8.10. CBAM産品の原産国はどことみなされるか。 （What is considered to be the 

country of origin of a CBAM good? ） 

 

「原産国」とは、関連する関税法令(規則 952/2013 第 60 条 (2) 及び欧州関税法委任法 

(UCC-DA) 2015/2446 第 32 条の「最終の実質的な取扱い又は作業」の概念に関する更なる

詳細を参照)の意味において、最後に実質的で経済的に正当化される加工又は作業が行われ

た国又は地域をいう。 

CBAM の場合には、特恵的でない原産地規則が適用されることに留意されたい。 
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9.8.11. CBAM商品の「原産国」と「生産国」の違いは何か? （What is the difference 

between "country of origin" and "country of production" of a CBAM good?） 

 

CBAM 産品の「原産国」は、上記の質問「CBAM 産品の原産国とは何か」で定義されて

いる。 

「生産国」とは、CBAM 産品の最後の物理的加工が行われた国 (包装を除く) である。こ

の最後の物理的加工が行われた施設の事業者のみが、産品の特定の内包排出量を決定でき

るため、CBAM 報告には生産国が関連する。また、該当する場合には、輸入電力の内包排

出量および間接的な内包排出量の計算に使用すべきデフォルトの排出係数を特定するため

にも関連する。 

ほとんどの場合、特定の CBAM 産品の「原産国」と「生産国」は同じであるが、場合に

よっては異なることもある。CBAM 産品としての電力の場合、税関規則では「原産国」と

「生産国」は同じである。  
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9.8.12. 間接税関担当者が、一部の商品についてのみ報告申告者として行動することに同意

し、他の商品についてはそうしない場合はどうなるか。間接税関担当者は、報告申

告者として行動する商品とそうでない商品の 2つの異なる税関申告書を提出する必

要があるのか。（What happens if indirect customs representatives agree to act as 

reporting declarants only for some goods but not for others? Do they need to submit 

two different customs declarations, one for the goods for which they act as reporting 

declarant and one for which they do not?） 

 

はい、その通りである。一部の商品についてのみ報告申告者として行動することに同意し、

他の商品についてはそうしない間接税関代表者は、報告申告者として行動する商品とそう

でない商品の 2 つの別々の税関申告書を提出する必要がある。 
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9.8.13. 「申告者記録への記入」(EIDR許可) を有する間接税関代理人も、税関の目的のた

めに EU輸入者に代わって行動する場合、報告申告者として行動することを拒否す

ることができるか。（Can an indirect customs representative holding an “Entry into 

the Declarants Records” (EIDR authorisation) also refuse to act as reporting 

declarant if acting on behalf of an EU-importer for customs purposes?） 

 

施行規則第 2 条 (1b) は、「申告者記録への記入」(EIDR 許可) による輸入の許可を有す

る者は、報告申告者として行動することができると規定している。 

施行規則第 8 条 (3) の一般規定は、この場合にも適用される。したがって、確かに、EIDR

許可を有する者は、報告申告者として行動することを拒否することもできる。 
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9.8.14. 確定期間 CBAM製品の輸入者は、確定期間中にどのような義務を負うか。

（Definitive period What obligations will importers of CBAM goods have during the 

definitive period?） 

 

確定期間中は、承認された CBAM 申告者のみが EU に物品を輸入することができる 

(CBAM 規則第 4 条) 。承認された CBAM 申告者は、CBAM 規則第 5 条によれば、以下の

とおりである。 

⚫ 輸入者が加盟国で設立されていない場合:間接税関代表者; 

⚫ 輸入者が加盟国で設立されている場合:輸入者、または合意に基づき間接税関代表者。 

したがって、輸入者が加盟国で設立されておらず、間接税関代表者が承認された CBAM

申告者の地位を有していない場合、当該 CBAM 商品を EU に輸入することはできない。 

確定期間中、承認された CBAM 申告者は、輸入された CBAM 商品の総内包排出量に対

応する CBAM 証明書を購入し、引き渡す義務を負う。承認された CBAM 申告者は、毎年

の CBAM 申告を提出する義務も負う。 
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9.8.15. 「公認 CBAM申告者」になるにはどうすればよいか?（How can I become an 

“authorised CBAM declarant”?） 

 

2025 年初頭以降、報告申告者またはEU 域内で設立されたCBAM製品の新規輸入者は、

CBAM レジストリを通じて「公認 CBAM 申告者」のステータスを申請できるようになる。

申請は、設立された EU 加盟国の国内管轄当局によって処理される。このステータスは、

2026 年 1 月 1 日から EU 関税領域内での CBAM 製品の輸入に必須となる。 

「公認 CBAM 申告者」のステータスの申請は、関連する実施法が採択され次第 (2025 年

1 月に予定) 開始される。 
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9.8.16. 2026年以降、EUの輸入者が正規の CBAM申告者でない場合、CBAM品目の輸入

を禁止する予定であるか?（After 2026, are you going to prohibit the import of 

CBAM items if the EU importers is not an authorised CBAM declarant?） 

 

はい。CBAM 規則第 25 条は、「税関当局は、許可された CBAM 申告者以外の者による

物品の輸入を許可してはならない」と規定している。 
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9.8.17. 確定期間中に CBAM申告書を提出するにはどうすればよいか?（How can the 

CBAM declaration be submitted during the definitive period? ） 

 

年次 CBAM 宣言は、承認された CBAM 申告者が CBAM レジストリを通じて提出するも

のとする。確定期間については、「CBAM 移行レジストリ」が「CBAM レジストリ」に置き

換えられることに注意する必要がある。 
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9.8.18. 確定期間中に CBAMレジストリにアクセスするにはどうすればよいか。（How will I 

get access to the CBAM Registry in the definitive period?） 

 

輸入者の申請が管轄当局によって承認されると、その輸入者は承認された CBAM 申告者

とみなされる。各 CBAM 申告者には、委員会によって CBAM アカウント番号が割り当て

られ、CBAM レジストリへのアクセスが許可される。 

確定期間におけるアクセス管理も、EU 全体の UUM&DS を介して実行される。これは、

申告者が、各国当局の選択に応じて、オプション 1 (CBAM ドメイン) またはオプション 2 

(税関ドメイン) のいずれかを使用して CBAM 確定システムにアクセスできることを意味

する。 

確定レジストリには、新しい UUMDS プロファイルが必要である。NCA は、これらの新

しいプロファイルを既存の申告者に割り当てて、確定システムへのアクセスを確保する必

要がある。 

確定期間中は、第三国の事業者も CBAM レジストリにアクセスできるようになる。第三

国の事業者は、委員会の DG DIGIT の EU-Access プラットフォームを使用して CBAM ポ

ータルにアクセスする。委員会は、第三国の事業者からのアクセス要求を検証し、適切な場

合にはアクセスを許可する。プラットフォームへのアクセスを取り消す必要がある場合、委

員会は加盟国と協議する。 
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9.8.19. 確定期間中、欧州委員会の役割は何か?（What will be the role of the European 

Commission during the definitive period?） 

 

移行期間と同様に、委員会は CBAM レジストリの管理を継続し、報告申告者から伝達さ

れた CBAM レポートをレビューし、潜在的な問題を NCA に伝達するとともに、CBAM の

実施と回避のリスクを監視する。 

さらに、委員会は輸入業者に CBAM 証明書を販売するための中央プラットフォームを管

理する。経済事業者は、このプラットフォームで購入した CBAM 証明書を購入し、放棄す

ることもできる。 
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9.8.20. なぜセメントと肥料の間接排出だけが CBAMに含まれているのか?（Why are 

indirect emissions only included in the CBAM for cement and fertilisers?.） 

 

EU 加盟国が間接費用補償を認める場合、これらの物品の間接排出は CBAM の適用範囲

に含まれない。この補償は、電力価格に転嫁される温室効果ガス排出コストから生じる間接

排出コストに適用される。 

しかし、委員会は移行段階の終わりまでに、CBAM の適用範囲を他の物品の間接排出に

拡大する可能性を評価しなければならない。 
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9.8.21. EUは CBAMの範囲を拡大するのか。（Will the EU expand the scope of the 

CBAM?） 

 

CBAM の移行期間 (2025 年末) の終わりまでに、委員会は CBAM の実施状況の全面的

な見直しを行う。この期間に収集されたデータを用いて、特に、炭素リーケージのリスクが

ある EU ETS の対象となる他の物品や部門に CBAM を拡大する可能性を慎重に検討する 

(CBAM 規則第 30 条 (2) 参照) 。CBAM の適用範囲を拡大するには、委員会からの立法提

案が必要であり、その後、CBAM 規則の改正が欧州議会および理事会で採択される。 
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9.8.22. CBAM申告者はどのようにして「認可」されるのでしょうか。また、確定期間中

の認可のスケジュールはどのようになっていますか。（How will a CBAM declarant 

become ‘authorised’ and what is the timeline for its authorisation during the 

definitive period?） 

 

申請者が設立された加盟国の NCA は、申請者が以下の基準を満たす場合、公認 CBAM

申告者の地位を付与するものとする。 

⚫ 関税法令、課税規則、市場濫用規則または CBAM 規則の重大な違反に関与していな

いか、または違反を繰り返していないこと; 

⚫ 財務および運用能力を実証していること; 

⚫ 申請が提出された加盟国に設立されていること; 

⚫ EORI 番号が割り当てられていること。 

認可を与える前に協議手続きが必要であり、15 営業日を超えてはならない。移行期間中、

欧州委員会は認可手続きの詳細を含む二次立法を採択する (CBAM 規則第 17 条 (10) 参

照) 。 
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9.8.23. EUの輸入業者は、新制度を正しく利用するために必要な情報を EU以外の輸出業

者から確実に受け取ることができるのか。（How can EU importers ensure that they 

receive the information they need from their non-EU exporters to be able to use the 

new system correctly? ） 

 

EU 非加盟国の生産者は、CBAM の対象となる産品の内包排出量に関する情報を EU 登

録輸入者に提供する必要がある。この情報が入手できない場合、EU 輸入者はデフォルト値

を使用して、CBAM 申告で報告しなければならない内包排出量と放棄する必要がある証明

書の数を決定することができる。しかし、輸入者は内包排出量の計算を提供する方が有利で

ある可能性が高い。 
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9.8.24.  報告される情報の信頼性はどのように確保されるのか。（How will the reliability of 

the reported information be ensured?） 

 

委員会は、加盟国当局と協力して、報告された排出量とそれに対応する取引を継続的に監

視し、CBAM 規則およびその二次法規の回避および不遵守の慣行を特定する。さらに、検

証は確定期間中に実施され、検証から得られた報告書には、排出量の定量化およびこれらの

排出量が異なる種類の物品にどのように起因するかに関する情報を含めるものとする。 

確定期間中、申告された内包排出量は、特定の認定規則 (移行期間中に委員会が定める) 

に従って認定された検証者によって検証されるべきであり、検証者は検証報告書を作成す

る。これに沿って、CBAM 申告には排出量検証報告書の写しが添付される。 

CBAM 申告者が規則に定められた義務を遵守せずに EU の関税地域に物品を導入した場

合、罰則が科される。 
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9.8.25. 検証者の認定はどのように機能するのか?（How will the accreditation of verifiers 

work? ） 

 

欧州委員会は、移行期間中に、認定及び検証に関する規則を定める補足法の制定に取り組

む。 

このような法律には、CBAM 規則第 8 条及び第 18 条に基づく、EU ETS 及び CBAM の

検証の原則及び検証範囲の整合性に関する実施法、及び第二に、CBAM 規則第 18 条に基づ

く、検証者の認定のための条件を定める委任法が含まれる。 
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9.8.26. 認定された CBAM検証者を見つけるにはどうすればよいか。（How will I be able to 

find accredited CBAM verifiers? ） 

 

CBAM 検証者の認定は、EU 加盟国の国家認定機関 (NAB) の任務となる。検証者の資

格と従うべき方法論を定めた関連する補足法がまだ採択されていないため、これはまだ実

施されていない (上記の回答を参照) 。 

 

  



184 

 

9.8.27. 申告者はどのように CBAM証明書を購入しますか。（How will declarants buy 

CBAM certificates?） 

 

認可された CBAM 申告者は、設立された加盟国から CBAM 証明書を購入する。すべて

の購入は、加盟国と委員会の共同調達手続きに従って委員会が設立する共通の中央プラッ

トフォームで行われる。認可された CBAM 申告者のみが CBAM 証明書を購入することが

できる。 

認可された CBAM 申告者は、年間を通じていつでも CBAM 証明書を購入することがで

きる。 

ただし、認可された CBAM 申告者は、年初以降に EU に輸入した CBAM 製品に内包排

出量の少なくとも 80%に相当する数の CBAM 証明書を購入しなければならない。このル

ールは四半期ごとに計算される。つまり、申告者は各暦年の各四半期末(30 年 3 月 31 日 6

月、10 月 31 日および 12 月 31 日)にこの要件を満たしていることを確認する必要がある。 
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9.8.28. CBAM証明書の価格はいくらになるか?（What will be the price of CBAM 

certificates?） 

 

欧州委員会は、オークションプラットフォームにおける EU ETS 割当額の終値の平均と

して、週単位で CBAM 証明書の価格を計算する。この価格は EUR で計算され、一般に公

開される。 

各 CBAM 証明書は、排出される CO2 換算 1 トンに相当する。 
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9.8.29. 申告者はどのように CBAM証明書を放棄するのか。（How will declarants surrender 

CBAM certificates?） 

 

まず、承認された CBAM 宣言者は、毎年 5 月 31 日までに、2026 年は初めて 2027 年 5

月 31 日までに、CBAM レジストリに年次宣言を提出する。年次宣言には、放棄する必要が

ある CBAM 証明書の数が示される。この放棄される CBAM 証明書の数は、年次宣言の対

象となる年に EU に輸入された CBAM 製品の内包排出量 (トン CO2 単位) に相当する。 

次に、毎年 5 月 31 日までに、2026 年は初めて 2027 年 5 月 31 日までに、承認された

CBAM 宣言者は、同年の年次宣言で宣言した CBAM レジストリ内の CBAM 証明書の数を

放棄する。 

これを行うために、承認された CBAM 宣言者は、CBAM レジストリ内の CBAM アカウ

ントで利用可能な CBAM 証明書の中から、放棄する CBAM 証明書を選択する。 
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9.8.30. 放棄される CBAM証明書の数はどのように計算されるのか。（How will the number 

of CBAM certificates to be surrendered be calculated? ） 

 

各承認された CBAM 宣言者が放棄する CBAM 証明書の数は、輸入された CBAM 製品の

量と実際の特定内包排出量によって決定され、EU ETS の自由配分の対象となる特定排出

量によって削減され、該当する場合には、原産国で実質的に支払われた炭素価格によってす

でにカバーされている特定排出量によって削減される。 

以下のグラフは、放棄される CBAM 証明書の計算をまとめたものである。 

 

自由配分の対象となる特定排出量の決定方法の詳細については、質問 132 を参照。 

第三国で支払われた炭素価格が CBAM から控除される方法の詳細については、質問 134

を参照。 
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9.8.31. 支払われる CBAM義務の計算において、無償割当てはどのように考慮されるか。

（How will free allocation be accounted for in the calculation of the CBAM 

obligation to be paid?） 

 

自由配分の調整に関する規則は、CBAM 規則第 31 条第 2 項の権限付与を受けて欧州委

員会によって策定される。 

輸入者が支払うべき CBAM の義務は、EU の生産者が同じ商品の生産に対して受け取る

であろう対応する自由配分によって削減される。これにより、EU と第三国で生産された製

品が平等に扱われることが保証される。 

この自由配分の調整には CBAM ベンチマークの定義が含まれ、これは EU ETS ベンチ

マークの組み合わせに基づく。利用可能な ETS 製品ベンチマークの数は限られており、CN

コードごとに定義されていないため、組み合わせが必要である。 

2026 年から 2034 年にかけての CBAM 部門における ETS 自由配分の段階的廃止は、対

応する CBAM 義務の増加に反映される。これは、自由配分の CBAM 調整が徐々に減少し、

それによって CBAM 義務が増加するためである。 

CBAM の対象となる排出量は、次のように計算される (原産国で既に支払われている潜

在的な炭素価格を考慮する前) 。 

CBAM の対象となる排出量=内包排出量-CBAM ベンチマーク×CBAM 係数 

例えば、ある産品の内包排出量が 1.2 t CO2 eq/t 産品で、対応する CBAM ベンチマーク

が 1 t CO2 eq/t産品である場合、2026年のCBAMの対象となる排出量 (CBAM係数 97.5%) 

は、1.2-1×0.975=0.225 t CO2 eq/t 産品となり、内包排出量の約 19%に相当する。2030 年 

(CBAM 係数 51.5%) の CBAM の対象となる排出量は、0.685 t CO2 eq/t 産品(内包排出量

の約 57%)、2034 年 (CBAM 係数 0%) は 1.2 t CO2 eq/t (内包排出量の 100%)となる。2034

年以降は、自由配分の調整は行われず、この産品の輸入には完全な CBAM 義務が適用され

る。 

この計算から、ある産品の内包排出量が CBAM ベンチマークに CBAM 係数を乗じた値

よりも低い場合、CBAM 義務は適用されないことになる。したがって、2026 年の例では、

内包排出量が 0.975 t CO2 eq/t 以下であれば、CBAM 義務は発生しない。 

EU ETS では一般に発電に対する自由配分がないため、原則として、電力輸入に対する

CBAM 義務の自由配分調整は行われない。したがって、2026 年以降、発電における内包排

出量全体に対して、対応する CBAM 証明書の購入が必要となる。 
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9.8.32. CBAMベンチマークはどのように定義されますか。（How will the CBAM 

benchmarks be defined?） 

 

CBAM ベンチマークは、EU ETS ベンチマークの組み合わせに基づいている。利用可能

な ETS 製品ベンチマークの数は限られており、CN コードごとに定義されていないため、

組み合わせが必要である。CBAM ベンチマークの定義に関する分析作業が開始された。場

合によっては、施設固有のデータが必要になることがあるため、CBAM ベンチマークは必

ずしも固定された数値ではない。 

CN コードごとに CBAM ベンチマークが設定される場合もあるが、それぞれの生産プロ

セスが類似している場合は、CN コードのグループ(例:集計された商品カテゴリーごと)ごと

に CBAM ベンチマークが設定される可能性もある。一方で、例えば一次鋼と二次鋼で作ら

れた製品の場合など、同じ CN コードに対して異なる CBAM ベンチマークが設定されるこ

ともある。 

全体的な目的は、利害関係者の負担を制限しながら、EU ETS の自由配分ルールを反映

した方法論を開発することである。 
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9.8.33. 第三国で支払われる炭素価格は CBAMからどのように割り引かれるのか。（How 

will the carbon price paid in a third country be discounted from the CBAM? ） 

 

承認された CBAM 申告者は、申告された CBAM 製品の内包排出量に対して原産国で既

に実質的に支払われた炭素価格に対応して、放棄される CBAM 証明書の数の削減を要求す

ることができる。 

CBAM 規則では、「炭素排出削減スキームの下で、税金、賦課金若しくは手数料の形で、

又は温室効果ガス排出量取引制度 (...) の下での引当金の形で第三国で支払われる金額」を

「炭素価格」と定義している。 

CBAM 証明書の数の削減にカウントされるのは、原産国で実質的に支払われた炭素価格

のみである。承認された CBAM 申告者がリベートまたはその他の形式の補償から利益を得

る場合には、その利益が考慮され、実質的に支払われた炭素価格が確定される。 

実質的に支払われた炭素価格。これは、例えば、ETS の下で無料の手当が付与された場

合に該当する。 

委員会は、2025 年の移行期間の終了前に、原産国で実質的に支払われた炭素価格の控除

に関する追加的な詳細を定める実施法令を準備する (CBAM 規則第 9 条 (4) 参照) 。 

この実施法令は、特に、請求された控除の認識を確保するための規則を定義する。これに

は、実質的に外貨で支払われた炭素価格を、年平均為替レートでユーロに換算することを含

め、それに対応する CBAM 証明書の数の削減に換算するための規則が含まれる (質問 131

の計算の概要参照) 。また、価格が「実質的に支払われた」ことを証明するために必要な実

際の支払いの証拠の種類と、独立した人による証明も対象とする。また、考慮すべきリベー

トやその他の形式の補償の種類も特定される。 
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9.8.34. CBAMは収益を生み出しますか。また、その場合、収益はどのように使用される

か。（Will CBAM generate revenues and, if so, how will they be used?） 

 

CBAM は予算収入を生み出すようには設計されていない。一般的に、収入の潜在的な変

化は、ETS 炭素価格の将来の水準、輸入 CBAM 製品に組み込まれる排出量、第三国で実質

的に支払われる炭素価格に依存する。しかし、将来の CBAM 収入は、CBAM の導入が組み

込まれる CO2 排出量の削減につながることが期待され、貿易相手国が国内の炭素価格政策

の収入創出の側面を考慮するインセンティブとなるため、政策の補助的な効果にすぎない。 

しかし、特に導入後の最初の数年間に収入が発生した場合、EU の組織間協定 LI 433/28

に従って、EU の予算の独自財源となるように設定されている。 
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10. EU CBAM Reporter portal マニュアルの翻訳 

10.1. CBAM第三国オペレーターポータルにおける非EU企業のアクセス要求手順のユーザ

ーガイド30 

10.1.1. はじめに 

10.1.1.1. 文書の目的 

第三国施設の炭素国境調整メカニズム (CBAM) 事業者 (O3CI) になることを希望する

EU 以外の企業は、自主的に CBAM フェーズ 2 レジストリにアクセスし、自社および自社

施設に関する情報、ならびに生産プロセスからのエミッションの詳細を登録および報告し

なければならない。 

したがって、本文書の目的は以下のとおりである。 

⚫ CBAM オペレーターになることを希望する非 EU 企業のために、CBAM ドメ

インを管理する法律に関連する一般的なビジネスガイダンスを提供する。 

⚫ 非 EU 企業が CBAM オペレーターポータルにアクセスするために従う必要が

あるアクセス要求の手順を提供する。さらに、このドキュメントでは、アクセス

権の要求、変更、および失効のプロセスに関するガイドラインを提供する。 

 

別の文書である第三国事業者ポータルのユーザーマニュアルには、申請して第三国施設

の登録 CBAM 事業者となり、CBAM 関連製品の生産プロセスからの排出に関する情報を

提出できるようになるために従うべき手順が記載されている。 

10.1.1.2. 対象ユーザー 

このドキュメントの対象読者は次のとおりである。 

⚫ 欧州委員会 

⚫ 第 3 国の施設のオペレータ 

 

10.1.1.3. 構成 

このドキュメントは以下の構成である。 

第 1 章:概要:このドキュメントの範囲と目的について説明している。 

第 2 章:CBAM プロセスに関するビジネスガイダンス:CBAM ドメインを管理する法的行

為に関する一般的なガイダンス、主要なプロセスに関するガイダンス、および企業に関する

 
30 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/9361fade-6f19-4799-b2ef-

f6a4ff681af2 en?filename=CBAM-Operators Non-EU-Companies Guidance-on-access-

request-procedure-v1.00.pdf  
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データを追加する方法について説明する。 

第 3 章:アクセス要求プロセスに関するステップバイステップのガイダンス:CBAM レジ

ストリへのアクセスを許可するためのガイドラインとステップバイステップの手順を定義

する。 

第 4 章:登録を申請するための CBAM オペレーターポータルの使用に関するガイダンス:

登録された CBAM オペレーターになるために CBAM オペレーターポータルのユーザーマ

ニュアルを参照する方法に関するガイドラインを定義する。 

 

10.1.1.4. 参考資料 

次の表に、現在のドキュメントで参照されているドキュメントを示している。 

表 22 参考文献リスト 

Ref.  Title  Originator  Version  Date  

R01  General Data 

Protection 

Regulation  

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such 

data, and repealing Directive 95/46/EC  

-  27/04/2016  

R02  Internal Data 

Protection 

Regulation  

REGULATION (EU) 2018/1725 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 23 October 2018 on the protection 

of natural persons with regard to the processing 

of personal data by the Union institutions, 

bodies, offices and agencies and on the free 

movement of such data, and repealing 

Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 

1247/2002/EC  

-  23/10/2018  

R03  CBAM Regulation  Regulation (EU) 2023/956 of the European 

Parliament and of the Council of 10 May 2023 

establishing a carbon border adjustment 

mechanism  

-  10/05/2023  
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10.1.1.5. 適用可能なドキュメント 

次の表は、現在のドキュメントが準拠している必要があるドキュメントの一覧である

(例:FWC、SC、RfA)。 

表 23 該当書類 

Ref.  Title  Originator  Version  Date  

A03  CBAM 

Regulation  

Regulation (EU) 2023/956 of the 

European Parliament and of the Council 

of 10 May 2023 establishing a carbon 

border adjustment mechanism  

-  10/05/2023  

 

10.1.1.6. 略語と頭字語 

このドキュメントをよりよく理解するために、次の表に使用されている主な略語と頭字

語の一覧を示す。 

表 24 略語と頭字語 

Abbreviation/ Acronym Meaning 

CBAM  Carbon Border Adjustment Mechanism  

DG TAXUD  Directorate General for Taxation and Customs Union  

EU  European Union  

EC  European Commission  

GDPR  General Data Protection Regulation  

IDPR  Internal Data Protection Regulation  

O3CI  Operators of Third Countries Installations  

TCEMPL  Third Country Operator Employee  

TCO  Third Country Operator  

UAM  User Access Management  

MFA  Multi Factor Authentication  

 

表 25 用語と定義 

Term  Meaning  

Operators of 3rd Countries 

Installations  

第三国施設の運営者 

Installation operators in 3rd countries are the persons who 

operate or control an installation in a 3rd country.  

第 3 国の施設運営者とは、第 3 国の施設を運営または管理する

者をいう。 
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Access Request Validator 

アクセス要求バリデータ

An EC Official with the authority to approve or deny access to 

the CBAM Operators Portal for O3CIs from a business 

perspective.  

ビジネスの観点から、O3CI の CBAM オペレーターポータルへ

のアクセスを承認または拒否する権限を持つ EC 職員。 

EU Login European Union user authentication service. 

欧州連合ユーザー認証サービス。 

EU Access EU Access serves as the infrastructure-layer authorisation 

solution for the O3CI portal.  

EU Access は、O3CI ポータルのインフラストラクチャ層認証ソ

リューションとして機能する。

TEMPO TEMPO (TAXUD Electronic Management of Project Online) is 

a Quality Management System (QMS) that has been 

established in the DG TAXUD IT Unit environment to support 

its business goals and objectives.  

TEMPO (TAXUD Electronic Management of Project Online) 

は、DG TAXUD IT Unit 環境に構築された品質マネジメントシ

ステム (QMS) であり、そのビジネス目標をサポートする。

10.1.2. CBAMプロセスに関するビジネスガイダンス 

10.1.2.1. 序文 

CBAM 規則の遵守を確保するため、CBAM レジストリの第三国事業者ポータルセクショ

ンが設立された。このポータルにより、EU 域外の施設事業者は、合理的な方法で設置およ

び排出データを報告申告者にアップロードして共有することができ、複数の提出の必要性

がなくなる。このポータルは、業務上重要なデータを保護し、報告申告者が CBAM 報告書

に排出データを自動的に入力して、報告義務を効率的に満たすことを可能にする。 

事業者ポータルの設立の法的根拠は、CBAM 規則第 10 条であり、以下のように規定され

ている。 

1. 登録: 委員会は、第三国に所在する施設の運営者からの要請に応じて、運営者の情報

を CBAM レジストリに登録するものとする。

2. 登録に必要な情報: 登録要請には、以下を含めるものとする。

(a) 運営者の氏名、住所、および連絡先情報;

(b) 各施設の所在地、および小数点以下 6 桁まで正確な完全な住所と地理座標 (経度
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と緯度); 

(c) 施設の主要な経済活動。 

3. 情報の更新: 運営者は登録情報の変更を速やかに委員会に通知するものとし、委員会

はそれに応じて CBAM レジストリを更新するものとする。 

4. 登録の有効性: 登録は施設の運営者に通知した日から 5年間有効で、更新可能である。 

5. 排出量データ: 

(a) 運営者は施設で生産される各タイプの産品に関連する内包排出量を決定する;(こ

れは、排出量データを申告者と自発的に共有することを希望する運営者のみを対

象とする) 

(b) 排出データが検証されていることを確認する;(2026 年からのみ適用) 

(c) 検証後四年間、内包排出量の計算に使用された検証レポートと記録のコピーを保

管する。(2026 年からのみ適用) 

6. CBAM申告者へのデータ開示: 事業者はEU申告者に排出量データ31を開示すること

ができ、申告者はこの情報を使用して報告義務を果たすことができる。 

7. 登録抹消: 事業者は、いつでも CBAM レジストリからの登録抹消を要求することが

できる。提供された情報が正確でなくなった場合、委員会は、事業者に意見を聞く機

会を与えた後、事業者の登録を抹消することもできる。 

 

さらに、CBAM 規則第 14 条第 4 項は、第 10 条第 2 項に基づく CBAM 登録データは機

密のままであると規定している。ただし、事業者の氏名、住所、連絡先情報および第三国に

おける設置場所は公開される可能性がある。また、事業者は、氏名、住所、連絡先情報を公

開から除外することができる。公開登録情報は、委員会が提供する相互運用可能な形式でア

クセス可能でなければならない。 

 

10.1.2.2. 主な業務プロセス 

CBAM の登録に関連する主なビジネス・プロセスは次のとおりである。 

 
31 外部の独立機関による検証は、実績値に基づく報告についてのみ 2026 年から義務化さ

れる。最終的な期間の二次的な法律は 2025 年第三四半期に採択される予定であり、排出

量の検証に関する規則が定められる。 
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I. 登録:オペレーターがアクセスするには、CBAM ポータルで登録プロセスを完了する

必要がある。手順を次に示している。 

⚫ EU ログインアカウントの作成と CBAM ポータルへのアクセス 

第三国の企業は、まず EU ログインアカウントを作成して CBAM ポータルに参加し、登

録済み CBAM オペレーターとして申請する。 

関連リンクを次に示す。 

EU ログイン: https://webgate.ec.europa.eu/cas/   

CBAM ポータル: https://cbam.ec.europa.eu/o3cinstallation  

 

⚫ 欧州委員会 (COM) による承認プロセス 

CBAM ポータルにアクセスする前に、会社は COM から承認を受ける必要がある。 

➢ EU アクセスにログイン 

➢ 必要に応じて一般的な会社情報を入力 

➢ 会社の身元を確認するための補助書類をアップロード 

➢ EU アクセスの COM 管理者がアプリケーションを確認して承認し、ポータル

へのアクセスを許可 

 

⚫ 登録された CBAM オペレーターになるための申請プロセス 

CBAM ポータルへのアクセスが COM によって承認されると、会社は申請を進めること

ができる。 

➢ CBAM ポータルにログインする。 

➢ CBAM 規則の第 10 条 (2) に規定されている要素を含む登録要求を送信する。

オペレーターとインスタレーションの詳細を入力する。 

➢ 追加のサポートドキュメントをアップロードする。 

 事業者の登録証明書（事業者が合法的に登録されていることを証明するも

ので、氏名、住所、連絡先情報、納税者番号または同等のものを含む） 
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 施設登録（施設の設立、管理/所有構造、主な経済活動、その業界および所

在地で合法的に運営するためのライセンス/許可） 

 施設所在地（事業者の管理下にある各施設の文書で、施設の所在地を証明

するもので、完全な住所、経度と緯度で表された地理座標（小数点以下 6 

桁を含む）を含む） 

 その他の文書（住所変更フォーム、新しい所有権文書など、要求されてい

る変更に関連する特定の文書） 

⚫ 提出と承認 

➢ 会社は、登録 CBAM 事業者になるための申請書を提出する。 

➢ CBAM ポータルの COM 管理者が会社を審査して承認し、事業者に事業者ポ

ータルへのアクセスを許可する。 

 

II. 変更要求: 事業者は登録情報の更新要求を提出できる。これは、第 10 条 (2) のデー

タ要素に関するものである。委員会は、適切な裏付け文書が提出されると、要求を承認する。 

III. 排出量データの共有: 事業者は、2025 年 1 月から、初期段階では、特定の EORI 

番号を使用して、ポータルを通じて申告者と排出データを共有するオプションがある。2025 

年後半には、この機能が拡張され、すべての EORI と一度に共有できるようになる。これ

は、移行期間中にシステムに慣れるためのものである。 

IV. 登録の有効期間: 委員会は、CBAM レジストリへの登録を事業者に通知する。登録

は、施設の事業者への通知日から 5 年間有効で、更新可能である。 

V. 登録解除: 事業者は、事業を停止した場合、規制要件を満たさなくなった場合、または

単に登録を希望しない場合は、システムから登録を解除できる。 

VI.検証: 二次法が制定され次第、さらに詳しい情報が公開される。 

 

10.1.2.3. 移行システムと確定システムの法的根拠の明確化 

規制に従い、事業者は 2025 年 1 月から事業者ポータルに登録を開始できる。移行期間

中にデータ共有を合理化し、CBAM の実装を簡素化するために、委員会は 2025 年 1 月

から事業者が排出量データを申告者と共有できるようにした。このアプローチにより、事業

者と申告者は確定期間が始まる前にシステムに慣れることができる。 
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10.1.2.4. 不正確なオペレータ データの取り扱いに関するガイダンス 

オペレータのデータが正しくない場合、申告者は受け取った排出データを修正できる。IT 

チームは現在、オペレータ データを修正可能にするソリューションに取り組んでいるが、

これが利用可能になるまで、エラー (コンマの配置による排出データ内の重大なエラーな

ど) に気付いた申告者は、オペレータが共有したデータを受け入れず、代わりに手動で情報

を入力する必要がある。 

 

10.1.2.5. 住所入力ガイドライン 

通り名や番地が不明で、私書箱のみが指定されている場合は、住所欄に「N/A」と私書箱

を入力する。施設の住所については、規則により完全な住所が義務付けられているため、上

記と同じ方法を適用する。 

郵便番号のない国の場合は、郵便番号として「0000」を入力する。 

 

 

10.1.2.6. EU アクセス要求および登録 CBAM オペレーターのステータスに必要な文書 

 

1. アクセス要求が行われる EU アクセスの文書: 

➢ オペレーターの登録証明書32: オペレーターが合法的に登録されていることを

証明し、必須の詳細 (名前、住所、連絡先情報、納税者番号または同等のもの) 

が含まれる。 

 
32 委任状 – 特定の法的事項について会社に代わって行動する権限を個人に付与する公式

文書、または; 

裁判所登録決定 – 裁判所に登録されている、会社を代表する権限を持つ個人をリストし

た文書、または; 

商業登記簿からの抜粋 – 多くの場合、取締役および法的代理権を持つその他の個人の詳

細が含まれます、または; 

雇用契約または従業員またはコンサルタントが会社に代わって行動する権限を明示的に規

定した契約。 
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➢ 会社を代表する権限を証明する文書: 代表者が権限を有していることを証明す

る。 

➢ 権限のある代表者の ID: 代表者の身分証明書。 

3 種類の文書を一度に委員会に送信するには、文書を 1 つの PDF ファイルに結合し、

その PDF ファイルを EU アクセス システムからのアクセス要求にアップロードする。

委員会から CBAM ポータルへのアクセスが承認されると、オペレーターは登録 CBAM 

オペレーターになるための申請プロセスを開始でき、次のサポート文書をアップロードす

る必要がある。 

 

2. CBAM 登録事業者になるための書類: 

➢ 事業者登録証明書: 事業者の法的登録を証明するもので、会社の重要な詳細が

含まれる。 

➢ 施設登録: 施設の設立、所有権/管理構造、主な経済活動、必要な運営許可に関

する情報。 

➢ 施設所在地: 事業者の管理下にある各施設の所在地を証明する書類で、住所の

詳細と地理座標 (小数点以下 6 桁の経度と緯度) がすべて記載されている。 

➢ 追加書類: 要求された変更に関連する特定の書類 (住所変更フォームや更新さ

れた所有権書類など)。 
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10.1.2.7. 主要な企業識別子に関するガイダンス 

• EORI 番号: 経済事業者登録および識別 (The Economic Operators Registration and 

Identification：EORI) 番号は、欧州連合内で通関関連活動に従事する企業および個人に割

り当てられる固有の識別子である。国境を越えた貿易を行うには、EU の税関当局と取引す

る輸入業者および輸出業者にこの番号が必要である。EORI 番号は、すべての経済事業者に

一貫した EU 全体の識別番号を提供することで、通関手続きと追跡を簡素化する。 

• 企業識別子 - 事業者 ID/企業登録番号 (Corporate Registration Number：CRN): 企

業識別子は、企業登録番号を表す。これは、国または地域の企業登録簿に正式に登録された

ときに企業に割り当てられる固有の識別子である。この番号は、企業の法的存在の証明とし

て機能し、政府機関、金融機関、規制当局による識別および記録保持の目的で使用される。

この識別子の形式は国によって異なり、多くの場合、企業を一意に識別する一連の数字、文

字、または組み合わせで構成される。会社識別子は 2 文字の国コードで始まる必要がある。

この識別子の最大文字数は 25 文字である。 

デモ識別子の例 (リクエストでは使用しないでください)は以下: 

o IN123456ABCD (インドの 2 文字の国コードを表す IN に続いて文字と数字が続く) 

o BR.XYZ-1234567890 (ブラジルの 2 文字の国コードを表す BR に続いて区切り文字 

(ドット) が続き、その後にその他の文字が続く) 

EU アクセス システムからのアクセス リクエストにおける会社識別子の例: 
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CBAM 第三国事業者ポータルシステムからの登録リクエストにおける会社識別子の例: 

 

 

10.1.3. アクセス要求プロセスに関するステップバイステップのガイダンス 

10.1.3.1. 役割 

O3CI ポータル ユーザーに関して、O3CI ポータルにアクセスできるアクターが 2 つあ

る。表 5 に、2 種類のアクターを示す。 

表 26 O3CI の役割 

行為者 役割 

Third Country Operator (TCO) これは法人を指する。O3CI ポータルへのアクセスを申

請するオペレーターの CEO/法定代表者になる。 

Third Country Operator 

Employee (TCEMPL) 

これは、TCO から O3CI ポータルにアクセスするため

の委任を受けた自然人 (従業員) を指す。 
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TCO は、最初に O3CI ポータルへのアクセスを要求する法人である。ただし、TCO は、

EU Access Admin-Ext ポータルを介して、O3CI ポータルへのアクセスを従業員 (TC 

EMPL) に委任できる。このプロセスの概要を次に示す。 

 

図 29 O3CI ロールの関係性 

 

TCO は、セクション 10.1.3.2.1 で説明されているプロセスを介して O3CI ポータルにア

クセスできる。 

TCO は、セクション 3.2.2 で説明されているプロセスを介して TCEMPL へのアクセス

を委任できる。 

 

10.1.3.2. ユーザ登録手順 (O3CI) 

10.1.3.2.1. 登録手順 (TCO) 

次の図は、CBAM 3rd Country Installations Operators Portal で登録ユーザになるため

のワークフローを示している。 
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図 30 TCO 登録ワークフロー 

 

EU ログインアカウントの作成 

O3CI が CBAM レジストリへのアクセスを要求するための前提条件は、EU ログインア

カウントの作成である。 

EU ログインは、さまざまな欧州委員会サービスやその他のシステムにサインインするた

めのエントリゲートである。EU ログインは ID を確認し、個人設定、履歴、およびアクセ

ス権を安全な方法で回復できる。 

EU ログインアカウントを作成する方法のガイドラインについては、関連する EU ログイ

ンのよく寄せられる質問 (FAQ) を参照すること。 

EU ログインで認証するには、2 要素認証が必要であるため、これを適切に設定する必要

があることに注意する必要がある。以下のオプションから優先する認証方法を選択するに

は、EU ログインのチュートリアルを参照すること。 
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図 31 EU ログイン認証方式 

 

国によっては、使用できる認証方法が異なる場合がある。 

CBAM O3CI ポータルでは、推奨される 2 要素認証方法は次のいずれかである。 

⚫ EU ログインモバイルアプリ PIN コード; 

⚫ EU ログインモバイルアプリ QR コード; 

⚫ セキュリティキーまたは信頼できるプラットフォーム。 

一部の国では、Google または Apple のストア/サービスが利用できない場合があるため、

EU ログインモバイルアプリを利用できないことに注意すること。このような場合、認証す

るには、セキュリティキーまたは信頼できるプラットフォームを登録する必要がある。セキ
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ュリティキーの唯一の要件は、FIDO2 認定(例:Yubikey)であることである。 

この問題に関する EU ログインチュートリアルに従って、セキュリティキー/信頼できる

プラットフォームを登録できる。このチュートリアルには、必要な手順を含むビデオチュー

トリアルも含まれている。 

 

EU アクセスによる登録要求 

EU ログインアカウントが正常に作成されたら、TCO は次の手順に従って、EU アクセス

による登録要求の送信に進むことができる。 

a) 次のリンクをクリックする。https://cbam.ec.europa.eu/o3cinstallation,表示されたフィ

ールドに電子メールアドレスを追加し、[次へ] (EU ログインアカウントの作成に使用し

たのと同じ電子メールアドレス) をクリックする。 

 

図 32 CBAM O3CI 本番認証 (電子メール) 

 

b) 下に表示されているフィールドにパスワードを入力し、選択した認証方法を選択して

「サインイン」をクリックする (EU ログインアカウントを作成するときに使用したパ

スワードと同じである) 。この例では、認証方法として「EU ログインモバイルアプリ

PIN コード」を選択している。 
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図 33 CBAM O3CI 本番認証 (パスワードおよび確認方法) 

 

c) 「EU アクセス ID プロファイルが見つかりません」というメッセージが表示される。

以下のように「Request an EU Access profile」をクリックする。 

 

図 34 EU アクセスプロファイルを要求する 

 

d) 次に示すように、オンボーディングページにリダイレクトされ、企業 ID の詳細を入力
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するように求められる。 

 

図 35 EU アクセスのオンボーディング-企業 ID の詳細 

 

表 27 会社 ID の詳細 

No フィールド名 フィールド内容 

1 Identity デフォルトの選択「新しい ID の要求」を保持 

2 Type of Person アクセスを要求する法人として、ドロップダウンから

「Company」を選択する。 

3 Legal Name 会社の法的名称を入力する。 

4 Type of Actor アクセスを要求する法人として、「Third Country Operator」

を選択する。 

5 Type of Identifier 第三国における会社の法人登録番号を表す組織 ID を選択す

る。 

 

e) 次のステップでは、割り当て可能なプロファイルを選択するように求められる。セクシ

ョン 3.2.2 で説明されているように、アクセス権の委任を実行できるようにするには、

デフォルトで両方のプロファイルを選択する必要がある (初めて登録リクエストを送

信する管理者の場合) 。 
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図 36 EU アクセスのオンボーディング-ビジネスプロファイル 

 

1. 管理オペレーター:TCO が CBAM ポータルにアクセスし、欧州委員会(例えば、登録

事業者となることの要請、変更の要請、取消の要請等)に要求を送信できるようにす

る。管理者と簡易オペレーターの両方の役割を選択することを強くお勧めする。 

2. 簡易オペレーター:要求の保存のみを許可する(例:登録オペレーターになるためのリ

クエストを記入して保存するが、送信しない)。管理者と簡易オペレーターの両方の役

割を選択することを強くお勧めする。 

f) 次の手順では、次に示すように、会社の属性値を追加するように求められる。 

 

図 37 EU アクセス・オンボーディング-会社属性の詳細 
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表 28 企業属性の詳細 

No フィールド名 フィールド内容 

1 Company Address 会社の住所を入力してください 

2 Company Email 会社のメールアドレスを入力してください 

3 Company 

Identifier 

会社識別子は、会社の登録番号を表す。 

これは、国または地域のビジネスレジストリでの正式な登録

時にビジネスエンティティに割り当てられる一意の識別子で

ある。この番号は、会社の法的存在の証拠として機能し、政府

機関、金融機関、および規制当局によって識別および記録管理

の目的で使用される。この識別子の形式は国によって異なる。

多くの場合、一連の数字、文字、またはビジネスを一意に識別

する組み合わせで構成される。 

会社識別子は、2 文字の国コードで始まる必要がある。この識

別子の最大サイズは 25 文字である。 

ユーザーは、国の法人登録番号の先頭に、法人の国の 2 文字

の国コードを追加する必要がある(例:国民識別番号が 12345

で、国番号が**の国に居住している場合は、**12345 を報告

すること。)。 

識別子の例 (要求では使用されない) : 

a) IN123456ABCD (IN:インドの 2 文字の国コード、その後

にいくつかの文字と数字); 

b) CA.XYZ-1234567890 (2 文字の 

カナダの国コードの CA、その後に区切り記号 (ドット)、その

他の文字が続く。 

4 Company ISO-2 

Country Code 

会社がある国の 2 文字のコードを入力する。 

例: 

• 中国の CN 

• カナダの CA 

• インドの IN 
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g) 最後の手順では、入力した詳細の概要を確認し、次のことを行うことができる。 

➢ 登録要求の理由を追加する (オプション); 

➢ 会社の身元を証明するための理由書類を添付する (必須) 。 

 

リクエストと一緒に 1 つのファイルのみを送信できる。 

サポートドキュメントは、PDF 形式でのみアップロードすることを強くお勧めする (シ

ステムアクセスの拒否や拒否を防ぐため) 。複数のビジネスドキュメントを 1 つの技術ファ

イルに組み込むには、それらを 1 つの PDF ファイルにマージする。 

アップロードする必要があるビジネスタイプのドキュメントは次のとおりである。 

➢ 事業者の登録証明書33: 事業者が合法的に登録されていることを証明し、必須の詳

細(氏名、住所、連絡先、納税者番号またはこれに相当するもの)を記載している。 

➢ 会社を代表する権限を証明する書類: 代表者が権限を与えられていることを証明

する。 

➢ 権限を与えられた代表者の ID: 代表者の身分証明書。 

必要な書類を追加したら、以下のようにリクエストを送信する。 

 
33 委任状–特定の法的事項において会社を代表して行動する権限を個人に付与する公式文

書。 

裁判所登録決定–裁判所に登録されているように、会社を代表する権限を与えられた個人

をリストアップした文書。 

商業登記簿からの抜粋–多くの場合、取締役や法的代理権を持つ他の個人の詳細が含まれ

ている。 

雇用契約または契約–従業員またはコンサルタントが会社を代表して行動する権限を明示

的に記載した契約。 
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図 38 EU オンボーディング-レビューと提出 

 

欧州委員会の管理者がアクセス要求を処理し、アクセス要求の承認または拒否について

電子メールで通知される。このプロセスは、要求を送信してから数日かかる場合がある。 

アクセス要求が受け入れられると、次の電子メール通知を受け取ります。「CBAM-TC-

APP」は、O3CI CBAM ポータルの技術コードである。 
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図 39 EU アクセス登録-承認メール 

 

数日経ってもメール通知が届かない場合は、迷惑メールフォルダーに届いていないか確

認する。アクセス要求が拒否された場合、メール通知には理由が含まれる。フィードバック

を考慮して、登録プロセスを再開する。 

 

10.1.3.2.2. 従業員へのアクセス権の委任 (TCEMPL) 

次の図は、TCO の従業員にアクセス権を委任するためのワークフローを示している。 

 

図 40 従業員へのアクセス権の委任ワークフロー 

 

TCEMPL へのアクセスの委任の前提条件 

O3CI 管理者には、O3CI ポータルへのアクセスを従業員に委任するオプションがある。

これを行うには、次の前提条件が適用される。 

➢ TCO登録要求が欧州委員会（要求の肯定結果を示す電子メール通知が受信される。）
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によって受け入れられている。 

➢ 「Admin Operator」が「assignable profiles」セクションで正しく選択されてい

る (セクション 3.2.1.2 のステップ (e) に示されている) 。 

➢ 従業員はEUログインアカウントを正常に作成した (セクション 3.2.1.1で指定さ

れている) 。 

EU Access Admin-Ext によるアクセスの委任 

3.2.2.1 で定義されている前提条件が満たされたら、次の手順に従って従業員にアクセス

を委任してください。 

a) 次のリンクをクリックする。https://webgate.ec.europa.eu/eu-access/admin-ext,表示さ

れたフィールドにメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックする (EU ログインアカ

ウントの作成に使用したのと同じメールアドレス) 。 

 

図 41 EU Access Admin-Ext 認証 (電子メール) 

 

b) 下に表示されているフィールドにパスワードを入力し、選択した認証方法を選択して
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「サインイン」をクリックする (EU ログインアカウントを作成するときに使用したパ

スワードと同じである) 。この例では、認証方法として「EU ログインモバイルアプリ

PIN コード」を選択している。 

 

図 42 EU Access Admin-Ext 認証 (パスワードおよび確認方法) 

 

c) EU Access Admin-Ext での認証に成功したら、左側のパネルの「Subdomains」の下に

ある「View」をクリックする。 
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図 43 EU Access Admin-Ext ダッシュボード-サブドメインの表示 

 

d) 次に、下の赤い枠で示されている「View」アイコンをクリックする。 

 

図 44 EU Access Admin-Ext-CBAM 第 3 国サブドメインの表示 

 

e) 次のステップでは、次に示す 5 つのフィールドに入力し、「Select user」をクリックす

る。 
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図 45 EU Access Admin-Ext-新しいユーザーの作成 

 

表 29 職員の詳細 

No フィールド名 フィールド内容 

1 User Type 特定の従業員にアクセスを委任する場合は、「Physical 

Person」を選択する。 

2 Type of actor 委任を受けるアクターのタイプとして「第三国従業員」を選択

する。 

3 QAA level QAA セキュリティレベルとして「Medium」を選択し、従業

員が O3CI ポータルで承認されるようにする。 

4 Type of identifier 「EU Login Identifier」を選択する。 

5 Organisation 組織は、会社の登録番号とも呼ばれる会社の識別子に対応す

る。 

これは、国または地域のビジネスレジストリでの正式な登録

時にビジネスエンティティに割り当てられた一意の識別子で

ある。 

この番号は、会社の法的な存在の証明として機能し、政府機

関、金融機関、および規制当局によって識別および記録管理の

目的で使用される。この識別子の形式は国によって異なり、多
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くの場合、ビジネスを一意に識別する一連の数字、文字、また

は組み合わせで構成される。 

組織/会社の識別子は、2 文字の国コードで始まる必要がある。

この識別子の最大サイズは 25 文字である。 

 

識別子の例 (要求では使用されない) : 

a) IN123456ABCD (IN:インドの 2 文字の国コード。その後

に文字と数字が続く。); 

b) BR.XYZ-1234567890 (ブラジルの 2 文字の国コードの場合

は BR、その後に区切り記号 (ドット)、その他の文字が続く。 

 

f) 既存の EU ログインアカウントを持つユーザーを検索するオプションが表示される。次

に示すように、関連するフィールドに従業員の電子メールアドレスを入力して、電子メ

ールで検索できる。次に、検索をクリックすると、ユーザーが表示される。次に、次の

スクリーンショットに示すように、アバターアイコンをクリックする。 

 

図 46 EU Access Admin-Ext-EU ログインユーザーの検索 

 

g) この時点で、前の画面に戻り、従業員の詳細が表示される(EU ログイン ID、名、姓、

電子メール)。保存して「委任する」をクリックしてください。 
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図 47 EU Access Admin-Ext-従業員の詳細の表示、保存 (&M) 

 

h) この段階で、左パネルの「権限」の下にある「追加」ボタンをクリックし、次に表示さ

れる「代表者の選択」をクリックする。 

 

図 48 EU Access Admin-Ext-マンデートの追加と担当者の選択 

 

i) 既存の EU ログインアカウントを持つユーザーを検索するオプションが表示される。次

に示すように、関連するフィールドに従業員の電子メールアドレスを入力して、電子メ
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ールで検索できる。次に、[検索] をクリックすると、ユーザーが表示される。次に、次

のスクリーンショットに示すように、アバターアイコンをクリックする。 

 

図 49 EU Access Admin-Ext-Search for Representative (EU ログイン詳細) 

 

j) 次に、「有効期限」の日付 (マンデートの有効期限を示す) を追加し、「ビジネスプロフ

ァイルの追加」の横にあるドロップダウンリストをクリックして、

BP_SIMPLE_OPERATOR プロファイルを選択する。最後に、「+」記号をクリックし、

「保存」する。 

 

図 50 EU Access Admin-Ext-マンデートの詳細とビジネスプロファイル 

 

k) 正常に完了すると、「承認済み」マンデートを示すページが表示され、従業員は EU ロ

グイン資格情報を使用して次のリンクから O3CI ポータルにログインできるようにな

る。https://cbam.ec.europa.eu/o3cinstallation 
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図 51 EU Access Admin-Ext-承認済みマンデート 

 

EU Access Admin-Ext による委任の取り消し 

TCO が従業員への委任アクセスを取り消す場合は、次の手順に従いる。 

a) セクション 10.1.3.2.2 の手順 (a) および (b) に示すように、Admin-Ext ポータルにロ

グインする。 

b) EU Access Admin-Ext で正常に認証されたら、左側のパネルの「Subdomains」の下の

「View」をクリックする。 
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図 52 EU Access Admin-Ext ダッシュボード-サブドメインの表示 

 

c) 次に、下の赤い枠で示されている「View」アイコンをクリックする。 

 

図 53 EU Access Admin-Ext-CBAM 第 3 国サブドメインの表示 

 

d) アクセス権を取り消す従業員を探し、次に示すように「bin」アイコンを選択する。この

アクションの確認を求めるポップアップメッセージが表示されたら、「Yes」をクリック
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して続行する。 

 

図 54 EU Access Admin-Ext - Revoke employee delegation 

 

10.1.3.3. ユーザーの責任とセキュリティ要件 

CBAM レジストリのセキュリティを確保するには、O3CI とその委任された従業員を含

むすべてのユーザーが、特定の責任とセキュリティ要件を遵守する必要がある。欧州委員会

は、リスクと脆弱性を軽減するための効果的なコントロールの実装に多大な時間とリソー

スを費やしている。 

ただし、情報のセキュリティは、ユーザーが日常的な役割で実行する注意にも依存してい

る。 

 

10.1.3.3.1. ユーザーの責任 

O3CI には、CBAM レジストリ内で特定のタスクと責任がある。これらの責任には、アカ

ウント、インスタレーション、およびユーザー委任の効率的な管理が含まれる。O3CI の主

なタスクと責任は次のとおりである。 

O3CI の主なタスクと責任は次のとおりである。 

➢ 登録の要求: O3CI は、生産プロセスからの排出量の詳細を登録および報告するための

登録の要求を送信できる。この情報は、CBAM 宣言者が宣言で参照できるようになる。 

➢ ユーザーの委任: O3CI は、追加の承認を必要とせずに、従業員の CBAM オペレーター

ポータルへのアクセス権を委任できる。 

O3CI は、要求と送信で真実かつ有効な情報を提供する義務がある。 

これらのタスクと責任を果たすことで、O3CI は CBAM レジストリへのアクセス権を取

得する(EC によって承認される) 。 
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10.1.3.3.2. ユーザーのセキュリティ要件と責任 

情報セキュリティを優先し、規制基準への準拠を確保するために、ユーザーは次のセキュ

リティ要件を遵守する必要がある。 

➢ GDPR [R01] および IDPR [R02] のデータ保護規則は、CBAM レジストリに適用

される。 

➢ CBAM レジストリ規則 [R03] の下では、CBAM レジストリのすべての情報は職

業上の秘密保持義務の対象となる (第 13 条§134 ) 

➢ ユーザーは、最小限の特権、知る必要がある、使用する必要があるという原則に従

う必要がある。 

EU ログインによって適用されるパスワード要件に加えて、すべてのユーザーはアクセス

を保護する上で重要な役割を果たす。情報セキュリティをさらに強化するために、各ユーザ

ーは次のことを行う必要がある。 

➢ 強力なパスワードを使用し、定期的に更新する(例えば、90 日毎); 

➢ パスワードを誰とも共有したり、他人にアカウントの使用を許可したりしない; 

➢ ファイルや電子メールなど、パスワードを電子的に書き留めたり保存したりしな

い; 

➢ 個人または他のビジネス関連のアカウントに同じパスワードを使用しない; 

➢ ログイン名やパスワードなど、アクセス資格情報を含む情報を表示しない; 

➢ 役割またはアクセス要件の変更を適切な機関に通知する。 

➢ 必要に応じて多要素認証 (MFA) を使用する。 

➢ アカウントが漏洩または侵害された場合は通知し、すぐにパスワードを変更する。 

最後に、パスワードマネージャーアプリケーションを使用することを強くお勧めする。 

 

10.1.3.3.3. コンプライアンス 

このドキュメント (10.1.3.3.2 ユーザーのセキュリティ要件と責任) に記載されている

CBAM セキュリティ要件への準拠は、CBAM レジストリにアクセスするすべての個人に必

須である。これらの要件の非準拠または違反は報告され、調査され、適切な措置が取られる

必要がある。このドキュメントへの準拠と、O 3 CI による内部でのユーザーアクセス制御

 
34 権限のある機関又は委員会がその任務の遂行中に取得したすべての情報であって、その

性質上秘密であるもの又は秘密に基づいて提供されるものは、職業上の秘密の義務の対象

となる。権限のある機関又は委員会は、当該情報を提供した者又は機関の明示的な事前の

許可なしに、又は連合法若しくは国内法により、当該情報を開示してはならない。 
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の有効性を評価するために、定期的な監査とレビューを実施する必要がある。 

これらの要件の非準拠または違反は、報告され、調査され、適切な措置が取られる必要が

ある。このドキュメントへの準拠と、O3CI による内部でのユーザーアクセス制御の有効性

を評価するために、定期的な監査とレビューを実施する必要がある。 

 

10.1.3.3.4. データ保護と法的通知 

Third Countries Operators ポータルは、次のデータ保護と法的通知に関する注意事項

に従って機能する。 

- データ保護通知（https://taxation-

customs.ec.europa.eu/document/download/d047c9eb-2acd-4d88-a561-

6dda809d7b24_en） 

- 法的通知（https://european-union.europa.eu/legal-notice_en） 
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10.2. CBAM第三国インスタレーションポータル－ユーザーインターフェースマニュアル35 

10.2.1. はじめに 

10.2.1.1. 文書の目的 

このドキュメントの目的は、CBAM Operators Third Countries Installation Portal のエ

ンドユーザーに対して、その使用方法とその付加価値を活用する方法を説明することであ

る。このドキュメントでは、システムに関する一般的な情報、システムの使用を開始する方

法、および特定の役割でシステムを使用する方法について説明する。 

 

10.2.1.2. 対象ユーザー 

本書の対象読者は以下のとおりである。 

⚫ 第三国施設の事業者; 

⚫ EU 加盟国および各国の所管当局; 

⚫ 租税関税同盟総局 (DG TAXUD) のプロジェクトチーム; 

⚫ DG TAXUD ユニット C2 CBAM、エネルギー・グリーン課税; 

⚫ DG TAXUD ユニット C5 免除部門の経済分析と課税; 

⚫ DG TAXUD ユニット B3 税関システム; 

⚫ 情報総局 (DIGIT); 

⚫ 気候行動総局 (DG CLIMA); 

⚫ SOFT-DEV プロジェクトチーム; 

⚫ QA5 プロジェクトチーム; 

⚫ 運用チーム 

 

10.2.1.3. 適用範囲 

このドキュメントの目的は、CBAM Operators Third Countries Installation Portal の効

果的な利用に関する手順を第三国のオペレータに提供することである。説明されている機

能は、CBAM リリース 2.2 に準拠している。このユーザーマニュアルのさまざまな図に表

示されるデータは、「CBAM-UCS-ユースケース-Operators of Third Countries Installation」

のセクション 4.1「CBAM O3CI Data elements [R01] 」で定義されているデータ要素と互

換性がある。 

 
35 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/bc281bd8-6cef-4859-97e2-

590d563c08be en?filename=CBAM%20Registry%20access%20for%20non-

EU%20installation%20operators%20%E2%80%93%20technical%20user%20manual-

v1.20-EN.pdf  
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10.2.1.4. 構成 

このドキュメントは次のように構成されている。 

 

第 1 章-はじめに: ドキュメントの範囲と目的について説明する。 

第 2 章-一般情報: ドキュメントで扱われているトピックの実践的および理論的な詳細に

ついて説明する。 

第 3 章-はじめに: ポータルへのアクセス方法について説明し、一般的なユーザーインタ

ーフェイスの動作と基本的なシステム機能について説明する。 

第 4 章-オペレーターユーザーとしてのシステムの使用: ページへのアクセスと、ユーザ

ーに割り当てられたロールに基づいて実行できるアクションについて説明する。 

第 5 章-付録: CBAM O3CI データ要素の要件に関するサポート情報が含まれている。 

 

10.2.1.5. 参照文書 

次の表に、現在のドキュメントで参照されているドキュメントを示す。 

 

 

10.2.1.6. 適用可能なドキュメント 

次の表は、現在のドキュメントが準拠している必要があるドキュメントの一覧である

(例:FWC、SC、RfA)。 
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10.2.1.7. 略語と頭字語 

本書をよりよく理解するために、次の表に主な略語と頭字語のリストを示している。 

TEMPO の「頭字語一覧」も参照する。 

略語／頭字語 定義 

CBAM  Carbon Border Adjustment Mechanism  

CN Code  Combined Nomenclature code  

CO2  Carbon Dioxide  

COM  European Commission  

COM Portal  European Commission’s Portal  

DG TAXUD  Directorate General for Taxation and Customs Union  

EC  European Commission  

EU  European Union  

GNSS  Global Navigation Satellite System  

GPS  Global Positioning System  

HS Code  Harmonized System sub-heading code  

ID  Identification number  

ISIN  International Securities Identification Number  

ITSM  Information Technology Service Management  

NCA  National Competent Authorities  

N/A  Not Available  

O3CI  Operators 3rd Countries Installation  
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O3CI Portal  Operators 3rd Countries Installation Portal  

PDF  Portable Document Format  

SfA  Submitted for Acceptance  

SfR  Submitted for Review  

UI  User Interface  

 

10.2.1.8. 定義 

このドキュメントをよりよく理解するために、次の表に主な用語を示している。 

TEMPO の用語集もご参照ください。 

表 30 定義 

Term  Definition  

EC Authority  CBAM の EC 当局は委員会である。 

CBAM Goods  CBAM 規則の附則 I に記載されている商品。 

Third country  EU の関税領域外の国または地域。 

Third country 

Installation  

第三国で生産プロセスが行われる固定技術ユニット。商品が生産され

る場所。 

Third country 

Operator  

第三国で施設を運用または管理する人。 

MS Authority  加盟国の管轄当局は、CBAM エコシステムに参加している。EC 当局

を参照する場合は、EC 当局と MS 当局の両方を意味する。 

Specific direct 

emissions  

生産財の測定単位あたりの排出量。 

Specific indirect 

emissions  

生産財の測定単位あたりの製品の生産プロセス中に消費される電力の

生産からの排出量。 

 

10.2.2. 一般情報 

10.2.2.1. システムの概要 

炭素国境調整メカニズム (CBAM) O3CI ポータルは、CBAM にそれぞれの施設および排

出データを入力するために、第 3 国の施設のオペレータに提供されるインターフェイスで

ある。 

O3CI のコンテキストでは、次のコンパートメントがユーザーの操作に関連している。 

第 3 国の施設のオペレータポータルは、次の CBAM ポータルに情報を提供する。 
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⚫ 委員会ポータル: オペレータが提出した登録要求および変更要求に関連して委員会が

必要とするすべてのアクション専用である。 

⚫ 国の管轄当局ポータル: 第 3 国のオペレータの施設管理のために管轄当局が必要とす

るすべてのアクション専用である。 

 

10.2.2.2. 承認されたユーザー権限 

CBAM O3CI ポータルは、オペレーターユーザーによる使用が許可されている。EU アク

セスは、オペレーターユーザーのユーザーアクセス管理を管理するために使用されている。

EU アクセスの手順については、EU ログインのよくある質問 (FAQ) のホームページ 

(https://trusted-digital-identity.europa.eu/eu-login-help_en) を参照する。必要な役割と責

任の詳細については、「3.3 役割と責任」を参照する。 

 

10.2.2.3. ユーザサポート 

CBAM オペレータユーザは、ビジネスと技術の両方の問題について、それぞれのサービ

スであるクに問い合わせる必要がある。CBAM アプリケーション固有の問題については、

ITSM に問い合わせる必要がある。 

 

10.2.2.4. サポートされるブラウザ 

アプリケーションは、一般的な Web ブラウザ(Google Chrome、Mozilla Firefox、

Microsoft Edge Chromium、Safari)の最新バージョンと 2 つ前のバージョンのブラウザ互

換性に依存している。詳細については、次のリンクの eUI のブラウザ互換性ページを参照

する。https://eui.ecdevops.eu/eui-showcase-dev-guide-17.x/docs/00b-general-infos/04-

browsers-support  

 

10.2.3. 使用開始 

10.2.3.1. システムにアクセスする 

CBAM O3CIポータルへのアクセスは、EUアクセス経由で確立される。EUログインは、

CBAM オペレーターユーザーの認証に使用されている。 

手順#1: ユーザーが O3CI ポータル (https://cbam.ec.europa.eu/o3cinstallation) にアク

セスする。 

手順#2: ユーザーはアプリケーションの EU ログイン認証ページにリダイレクトされる。
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このページでは、電子メールまたは一意の識別子とパスワードを選択する必要がある。 

手順 #3: ログインに成功すると、ユーザーは CBAM Operator Portal のホームページに

リダイレクトされる。 

 

図 55 ログインページ 

 

EU ログイン登録手順または EU アクセスオンボーディング手順の詳細については、

CBAM プログラムの Europa.eu ウェブサイト (https://taxation-

customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en) で公開されている第三

国のオペレーターのためのユーザー登録手順を参照する。 

 

10.2.3.2. ナビゲーションマップ 

O3CI ポータルのナビゲーションマップを次の図に示している。 
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図 56 O3CI ポータルのナビゲーションマップ 

 

10.2.3.3. 役割と責任 

O3CI ポータルには、オペレーターユーザーのみがアクセスできる。表 5 に示すように、

O3CI ポータルで使用される 2 つのユーザーロールがある。 

表 31 O3CI ポータルのユーザーロール 

ロール ページ／機能 

Admin Operator  このロールは、データの書き込み、変更、および表示を行うために、

O3CI ポータルに接続するすべてのユーザーに必要である(すなわ

ち、要求 (登録要求および変更要求を含む) の削除/提出、エミッシ

ョン情報の追加/編集/削除)。 

管理オペレーターロールは、3.1 システムへのアクセスに関する章

で説明されている EU アクセスシステムのオンボード手順で要求さ

れる。 

また、このロールは、会社の従業員にアクセス権を委任できるよう

にするために、第三国の会社の法定代理人(ゼネラルマネージャー、

CEO など。)に必要である。 

管理者ロールと簡易オペレーターロールの両方に適用することを強

くお勧めする。 

Simple Operator  このロールは、O3CI ポータルに接続しているすべてのユーザーが、

要求の送信と排出機能の追加/編集/削除を除き、「管理オペレータ
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ロール ページ／機能 

ー」と同じアクションを実行するために必要である。 

要求を送信し、排出情報を管理するには、ユーザーに管理オペレー

ターのロールが必要である。 

管理者ロールと単純なオペレーターロールの両方に適用することを

強くお勧めする。 

 

10.2.3.4. 一般的なユーザインターフェイスの動作 

一般的なユーザインターフェイスのガイドラインを次に示している。 

a) 赤いアスタリスクの付いたフィールドは必須である。 

 

図 57 必須フィールドの表示 

 

b) 各フィールドの右上隅にある数字は、最大文字数である。 

 

図 58 最大文字数の表示 

 

10.2.3.5. 汎用ユーザーインターフェイスの動作 

このセクションでは、CBAM ポータルにあるさまざまな汎用ユーザーインターフェイス

機能について説明する。ヘッダー、フッター、ツールヒント、フォームの検証、一般的なエ

ラーメッセージ、および言語セクションがある。 

10.2.3.5.1. ヘッダー 

各ページに表示されるヘッダーには、ナビゲーションメニュー、欧州委員会ロゴ、アプリ

ケーションのタイトル、ログインユーザー名、および言語セレクターを表示/非表示にする

ボタンが含まれている。言語を変更するには、表示されている言語をクリックし、メニュー

で目的の言語を選択する。 
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図 59 ヘッダー 

 

ユーザーアイコンをクリックすると、ログアウトしてユーザー情報(ID 番号、名前、国、

割り当てられた役割..。)を表示できる。 

 

図 60 ユーザー詳細 

 

10.2.3.5.2. フッター 

各ページに表示されるフッターには、「©欧州委員会」のウォーターマーク、システムの

現在のバージョンの表示、欧州委員会のプライバシーに関する声明の Web サイトへのリン

ク、ユーザーマニュアルへのリンク、および法的通知へのリンクが含まれている。 

 

図 61 フッター 

 

10.2.3.5.3. ツールチップ 

ツールチップは、一部の要素に関する追加情報を提供するために使用されている。情報ア

イコンは、ツールヒントが使用可能であることを示し、ユーザーがカーソルを合わせると、

ツールヒントのテキストが表示される。 

 

図 62 ツールチップ 
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10.2.3.5.4. フォームの検証 

ユーザーがフォームに入力すると、指定されたルールに従ってデータが正しく入力され

たかどうかがシステムによって検証される。フォームの検証は、次の 2 つの手順で実行さ

れる。 

➢ クライアント側で実行される構文検証; 

➢ サーバー側で実行されるセマンティック/ビジネス検証。 

 

プロセスを次の図に示している。 

構文検証が成功すると、(フォームの送信時に) セマンティック/ビジネス検証が実行され

る。後者も成功すると、フォームが最後に送信される。 

 

図 63 フォームの検証 

 

構文検証 

構文検証では、カーディナリティ (必須またはオプション) とフィールドの形式がチェッ

クされる。フィールドは、ユーザーが入力し、ユーザーが [送信] ボタンをクリックしたと

きに検証される。このような検証は、ユーザーがフォームに入力している間、ユーザーイン

ターフェイスに直接表示される。 

このような検証が満たされない場合は、フィールドの下に対応するメッセージが表示さ

れ、無効としてマークされ、赤で強調表示される。 

 

図 64 構文検証によりテキストフィールドにエラーメッセージ表示 
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セマンティック検証 

セマンティック検証では、ビジネスルールがチェックされる(例:2 つのフィールドのうち

1 つを入力する必要があるが、両方を入力する必要はない。)。フィールドは、ユーザーが 

[送信] ボタンをクリックしたときにのみ検証される。したがって、ユーザーがフォームに

入力したときに、このような検証は直接表示されない。エラーメッセージを表示するには、

ユーザーがフォームを送信する必要がある。フィールドがビジネスルールに従って正しく

入力されていない場合は、データグループまたは要素の下に赤いボックス内のエラーメッ

セージが表示される。 

 

図 65 セマンティック検証によりテキストフィールドにエラーメッセージ表示 

 

10.2.3.5.5. 一般的なエラーメッセージ 

システムからの一般的なエラーの場合、一般的なエラーメッセージがポップアップ通知

としてページの右上隅に表示される。 

 

図 66 エラーメッセージの例 

 

発生したエラーの種類に応じて、次のエラーメッセージが表示される。 
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表 32 一般的なエラーメッセージ 

エラータイプ エラーメッセージ 

一般的な技術的問題 一般的な技術的な問題が発生しました。しばらくたってからもう一度お試

し く だ さ い 。 問 題 が 解 決 し な い 場 合 は 、 CBAM サ ポ ー ト 

(support@itsmtaxud.europa.eu) に連絡し、次の情報を提供してくだ

さい。 

• エラーメッセージが表示された状況の説明; 

• エラーメッセージが発生したページのスクリーンショット; 

• 使用したブラウザーとそのバージョン 

アクセス制限 アクセスが拒否されました。このリソースにアクセスするアクセス許可があ

りません。これがエラーであると思われる場合は、CBAM サポート 

(support@itsmtaxud.europa.eu) にお問い合わせください。 

リソースが見つからない リソースが見つかりません。後でもう一度やり直してください。問題が解決

しない場合は、CBAM サポート (support@itsmtaxud.europa.eu) に

お問い合わせください。 

 

10.2.3.5.6. 言語 

システムはさまざまな EU 言語で使用できるため、ユーザは自分の言語でシステムを使

用できる。翻訳は、ユーザの言語で最大のテキスト情報を提供するために、各ラベルとツー

ルヒントに個別に適用されることに注意する。そのため、一部のラベルは選択した言語に翻

訳されない場合がある。デフォルトでは、ヘッダーで以前に選択された言語が選択される。

何も指定されていない場合は、ブラウザの言語がデフォルトになる。 

ユーザは、ヘッダーからシステムの言語を手動で変更できる。詳細については、「ヘッダ

ー」セクションを参照する。 

 

10.2.3.6. 基本システム機能 

10.2.3.6.1. リストとテーブル 

アプリケーションには、いくつかのリストページがある。結果の参照を強化するために、

改ページ位置の自動修正、並べ替え、およびフィルター処理の機能を使用できる。 

 

改ページ位置の自動修正 

改ページ位置の自動修正機能は、リストページまたはテーブルの下部にある編集可能モ

ードと読み取り専用モードで使用できる。 
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ページごとに表示す結果の最大数は、ユーザーが構成できる。既定では、ページごとに 20

件の結果が表示される。ユーザーは、ページごとに 10、20、50、75、または 100 件の表示

結果を選択できる。ナビゲーションバーを使用すると、さまざまなページ間を移動できる。 

 

図 67 リストのページ区切り 

 

データテーブルの場合、表示されるエントリの最大数は、データテーブルのページごとに

5 である。 

ユーザーは、ハイパーリンク付きのナビゲーションバーを使用してページ間を移動でき

る。これにより、前へボタンと次へボタンを使用して、順番に(例えば、1 ページ目から 2 ペ

ージ目、2 ページ目から 3 ページ目、など。)移動できる。ユーザーが最初または最後のペ

ージにいる場合、対応するリンクはアクティブではない。 

 

ソート 

ソート機能は、編集モードと読み取り専用モードで使用できる。使用可能な場合、列タイ

トルの横にクリック可能なソートアイコンが表示され、ユーザーは結果を昇順または降順

でソートできる。有効にすると、ソートはすべてのページの結果に適用される。 

既定では、空の値を持つレコードは、昇順でソートする場合はリストの一番下に、降順で

ソートする場合は一番上に表示される。英数字フィールドでソートする場合、順序は大文字

または小文字の使用に依存しません。コードリストに関連する条件は、コードの説明ではな

く、コードに従ってソートされる。 

 

図 68 リストの最初の列に適用される並べ替え 
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フィルタリング 

フィルタリング機能は、編集モードと読み取り専用モードで使用できる。使用可能な場合

は、列タイトルの下に編集可能なフィールドボックスが表示され、入力した値に基づいて結

果をフィルター処理できる。フィルタリングでは大文字と小文字は区別されません。 

 

図 69 適用されたフィルタリング 

 

ワイルドカード検索がアクティブになっている場合、ユーザはパーセント (%) 記号を使

用して任意の数の文字と一致するように検索できる。したがって、インスタレーション名が

Ce%であるクエリは、"Ce"で始まるすべてのインスタレーション名を取得する。 

ワイルドカード検索は、次のページでアクティブになる。 

⚫ インスタレーションリスト; 

⚫ エミッション情報; 

⚫ 生産品 

 

図 70 ワイルドカード検索で適用されるフィルタリング 

 

10.2.3.6.2. ホームページ 

システムに接続すると、ユーザーは自動的にホームページに移動する。ただし、このペー

ジに戻るには、CBAM O3CI Portal メニューの  [Homepage] ボタンをクリックする 

(「Navigation Map」セクションを参照) 。 
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このページでは、注意が必要な要素に焦点を当てた一連のウィジェットを表示できる。 

 

通知ウィジェット 

ウィジェット「Unanswered notifications」と「Unread notifications」はどちらも、受

信した通知のフィルター処理されたビューを提供する。 

「Unanswered notifications」ウィジェットには、回答が必要なすべての通知が含まれる

(つまり、「Request」=「Yes」、「Answered」=「No」)。「Unread notifications」ウィジェ

ットには、ステータスが「Unread」であるすべての通知が含まれる。 

これらのウィジェットから、ユーザーは特定の通知の詳細に直接アクセスしたり、ウィジ

ェットのタイトルをクリックして通知の完全なリストを表示したりできる。 

リリース CBAM 2.2 では、通知が存在しないことに注意する。ただし、この機能はシス

テムの将来のバージョンで使用される。 

 

10.2.3.6.3. 添付ファイル 

編集可能なフォームで添付ファイルが必要な場合、ユーザーは添付ファイルテーブルの

上にある [新規追加] ボタンをクリックして、新しい添付ファイルを追加できる。 

 

図 71 [新規追加] ボタン 

 

次に、添付ファイルのアップロード機能を使用すると、ユーザーは専用のボタンを使用し

てファイルを選択するか、区切られたアップロード領域にファイルをドラッグアンドドロ

ップできる。許可される最大ファイルサイズは 20MB で、java、python、およびその他の

実行可能スクリプトは許可されない。 

 

図 72 ドラッグ&ドロップ機能を使用した添付ファイルのアップロード領域 

 

 

アップロードすると、アップロード領域の下にファイル情報が表示され、ユーザーフォー
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ムに添付ファイルを追加する前にファイルを削除できる。ユーザーは、フォームに挿入する

前に追加のドキュメント情報を入力することもできる。 

 

図 73 添付ファイルのアップロード 

 

添付されたドキュメントはデータテーブルに表示される。編集モードでは、ユーザーはド

キュメント情報を編集し、ファイルをダウンロードして、ドキュメントとその関連情報を削

除できる。テーブルの上部にある [すべて削除] ボタンをクリックして、すべてのドキュメ

ントを削除することもできる。 

 

図 74 添付ファイルの編集可能なビュー 
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読み取り専用モードでは、ユーザーは添付ドキュメントをダウンロードできるが、テーブ

ルを更新することはできない。 

 

10.2.3.6.4. 通知の管理 

受信した通知の一覧を表示するには、CBAM COM メニューの [通知] ドロップダウンで 

[通知リスト] をクリックする (「ナビゲーションマップ」セクションを参照) 。 

 

図 75 CBAM COM メニューの [通知] リストボタン 

 

その後、ユーザーは「通知リスト」ページにリダイレクトされ、受信したすべての通知の

リストが表示され、各列に異なる情報が表示される。 

 

図 76 CBAM COM ポータルの通知一覧表示 

特に、通知のリストには以下が含まれる。 
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⚫ 送信者情報 (タイプと識別子) 。任意の国または経済事業者 (EORI 番号で識別) を

指定できる。 

⚫ 参照番号は、タスクに関連する承認/証明/その他の参照番号を提供する。 

⚫ 通知の通知件名。 

⚫ 通知のビジネスコンテキスト。COM ポータルの場合は、承認管理にすることができ

る。 

⚫ 要求通知に関連する情報(CBAM リリース 2.2 では要求通知は使用されない。)。 

➢ 通知が要求であるかどうかを示すブール値。 

➢ 完了するタスクの有効期限。 

➢ 通知が応答されたかどうかを示すブール値。 

⚫ 通知のステータス。 

➢ 未読（Unread）:通知がユーザによって読み取られていないことを示す。 

➢ 既読（Read）: 通知がユーザーによって読み取られたことを指定する。通知が

開かれるとすぐに、通知は自動的に開封済みとしてマークされることに注意す

る。 

⚫ 通知の優先度 (示されている場合) :「低」、「中」、または「高」。 

表示されている通知ごとに、ユーザーはテーブルのアクション列にある関連する「通知の表

示」ボタンをクリックして、1 つの特定の通知のすべての情報を表示できる。 

 

図 77 通知の表示ボタン 

10.2.3.6.5. 送信管理 

送信された送信の一覧を表示するには、CBAM COM メニューの [送信] ドロップダウン

で [送信リスト] をクリックする。 



244 

 

図 78 CBAM COM メニューの送信リストボタン 

 

その後、ユーザーは「送信リスト」ページにリダイレクトされ、送信されたすべての通知

のリストが表示され、各列に異なる情報が表示される。 

 

図 79 CBAM COM ポータルの送信リスト 

 

送信は、委員会から送信された情報と共に別のアクターに送信された通知に関連してい

る。 

特に、送信のリストには次のものが含まれる。 

 

⚫ 受信者情報 (該当する場合はタイプと識別子) : 通知が送信された受信者。国または委

員会の場合、識別子は適用されない。 

⚫ 参照番号は、送信された通知に関連するオブジェクト(例:申請、認可)の参照番号に対応

する。 
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⚫ 送信の件名。 

⚫ 送信された通知のビジネスコンテキスト。COM ポータルの場合は、承認管理にするこ

とができる。 

⚫ 送信時刻:送信が提供された日時。 

 

表示されている送信ごとに、ユーザーはテーブルのアクション列にある関連する [送信の

表示] ボタンをクリックして、1 つの特定の送信のすべての情報を表示できる。 

 

図 80 送信ボタンの表示 

 

10.2.3.7. O3CI ポータルの終了 

ユーザが CBAM Operators Third Countries Installation Portal を終了する場合は、シ

ステムのヘッダーの右側にある「Account」ブロックにある「Logout」ボタンをクリックす

る必要がある。 

 

10.2.4. オペレーターユーザーとしてシステムを使用する 

このセクションでは、CBAM オペレーターユーザーが CBAM O3CI ポータルで実行でき

る主なアクションについて説明する。「管理オペレーター」と「簡易オペレーター」の 2 つ

の役割がある。 

⚫ 「管理オペレーター」O3CI ユーザーは、データの書き込み、修正、および表示がで

きる(すなわち、要求 (登録要求および変更要求を含む) の削除/提出、エミッション

情報の追加/編集/削除、)。 

⚫ 「簡易オペレーター」O3CI ユーザーは、要求の送信と排出の追加/編集/削除機能を

除き、「管理オペレーター」と同じアクションを実行できる。 

ユーザーの区別がなく、「ユーザー」のみが記載されている場合は、上記のユーザーのい

ずれかがアクションを実行できる。 

1 人のユーザーのみが特定のアクションを実行できる場合は、ドキュメントに明示的に記
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載されている。 

次の表の「権限」列の「すべて」は、「管理オペレーター」と「簡易オペレーター」の両

方のユーザーロールが UI アクションを実行できることを意味する。それ以外の場合は、特

定のアクションを実行できるアクセス許可が明示的に記載されている。 

表 33 オペレータユーザロール:UI メニューオプションと権限 

UI メニューオプション 権限 

Operator Information - Operator Tab  

・ View Operator details  

・ Create/ Edit Operator details  

All  

Operator Information - Installation Tab  

・ View Installations list  

・ Search Installations  

・ View Installation details  

・ Add Installation  

・ Edit Installation  

・ Delete Installation  

All  

Operator Information – Supporting documents Tab  

・ View Supporting documents  

・ Download Supporting documents  

・ Add Supporting documents  

・ Delete Supporting documents  

All  

Emissions Information  

・ View list of Emission Information  

・ Search Emission Information  

・ View Emission Information details  

All  

Emissions Information  

・ Add Emission Information  

・ Edit Emission Information  

・ Delete Emission Information  

管理オペレーター  

Parent Company details  

・ View Parent Company Details  

・ Edit Parent Company Details  

All  

Information Accessible to the Public  

・ View data accessible to the public  

・ Edit data accessible to the public (toggle button)  

All  
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UI メニューオプション 権限 

Operator Information – Request actions  

・ Submit Registration Request  

・ Delete Registration Request  

管理オペレーター  

Disclosure Information  

・ Add/Edit/Submit disclosure  

管理オペレーター  

Disclosure Information  

・ View disclosed information  

All  

 

10.2.4.1. 状態情報 

以下のセクションでは、オペレーターを登録するためのさまざまなオペレーターの状態

について説明し、O3CI ポータルでさまざまな状態がどのようにトリガーされるかを示す。 

 

10.2.4.1.1. 状態の説明 

次の表に、Operator が評価サイクルを通じて取得できる状態の一覧と、それぞれの説明

を示す。 

表 34 CBAM オペレータ:状態のリスト 

状態 説明 

New  CBAM 登録オペレーターではない。CBAM 登録オペレーターになるに

は、オペレーターは「オペレーター情報」オプションを使用して、「登

録要求」を記入して委員会に提出する必要がある。 

Registration 

requested  

登録要求は正常に送信され、委員会による承認を待っている。 

ユーザーは、[オペレーター情報] セクションで要求を表示できる。 

Registered  CBAM 登録オペレータは、オペレータまたはインスタレーションに関

連する情報を更新または修正するために、「変更要求」を作成して送信

するか、または編集して送信することができる。 

Update 

Requested  

CBAM 登録オペレーター。変更要求が正常に送信され、委員会による

承認が保留されている。ユーザーは、[オペレーター情報] セクション

で要求を表示できる。 

Deregistration 

requested  

委員会による承認待ちの「登録解除要求」を送信した CBAM 登録オペ

レータ。 

承認されるまで、ユーザは「オペレータ情報」を表示できるが、新しい

変更要求を開始することはできない。 

CBAM リリース 2.2 の範囲外である。 
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状態 説明 

Right to be 

heard  

CBAM 登録オペレーター。委員会はオペレーターの登録解除要求を送

信し、通知と電子メールで詳細を受け取る。ユーザーは、通知に記載さ

れている手順に従ってフィードバックを送信する必要がある。これに

より、委員会は登録解除を完了する必要があるかどうかを判断できる。

CBAM リリース 2.2 の範囲外である。 

Deregistered  オペレーターが CBAM から登録解除されました。ユーザーが再度登録

する必要がある場合は、最初から登録要求を送信する必要がある。

CBAM リリース 2.2 の範囲外である。 

 

10.2.4.1.2. 状態遷移図 

次の状態遷移図は、CBAM オペレーターのライフサイクル全体を示している。 
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図 81 オペレータ遷移図 
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次の表に、CBAM 演算子の初期状態と結果の状態、および状態遷移をトリガーするアク

ションを示す。 

表 35 オペレータ状態遷移 

初期状態 アクション トリガー 遷移後状態 

新規 登録の削除要求 

変更の保存要求 

委員会による却下 

オペレータ情報 新規  

新規  登録要求の送信 オペレータ情報 登録要求  

登録要求  委員会による却下 オペレータ情報 新規  

登録要求  委員会による受理 オペレータ情報 登録済  

登録済  保存変更依頼 

削除変更依頼 

-  登録済  

登録済  変更リクエストの送信 オペレータ情報 更新要求  

更新要求  委員会により却下 

委員会により受理 

オペレータ情報 登録済  

登録済  登録解除申請 CBAM リリース 2.2 の範囲外 登録解除要求  

登録解除要求  委員会による受理 CBAM リリース 2.2 の範囲外 登録解除  

登録済  委員会による登録解除申請 CBAM リリース 2.2 の範囲外 聴聞を受ける権利 

聴聞を受ける権利 事業者説明受理 (委員会) CBAM リリース 2.2 の範囲外 登録済  

聴聞を受ける権利 事業者説明却下 (委員会) CBAM リリース 2.2 の範囲外 登録解除  

登録解除  再登録 CBAM リリース 2.2 の範囲外 新規  

 

10.2.4.2. O3CI ポータルのホームページ 

ユーザが CBAM O3CI ポータルにログインすると、ポータルのホームページが表示され

る。 

オペレータユーザがポータルに初めてログインして登録要求を送信する場合は、新しい

ユーザが登録要求を送信するように案内する情報テキストとともに、使用可能なオプショ

ンが表示される。この場合に使用可能なオプションは次のとおりである。 

1. オペレータ情報: 選択すると、ユーザはオペレータとそのインスタレーションの情報

を表示し、登録要求 (新規オペレータの場合) または変更要求 (登録オペレータの場

合) を開始できる。 

2. 履歴: 選択すると、ユーザはオペレータの情報更新の履歴を表示できる。この機能は、

このリリースの範囲外である。 
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3. 通知: 選択すると、ユーザは他のシステムから送受信され、オペレータに表示される

すべての通知を表示できる。このオプションは、このリリースの範囲外であるため、

無効になっている。 

4. 親会社の詳細: オペレータ会社が所属する親会社がある場合、このオプションを選択

すると、この情報を入力できる。 

 

図 82 O3CI ホームページ-新規ユーザー 

 

ユーザーが登録事業者である場合は、上記に加えて以下のオプションも利用可能である。 

1. 一般にアクセス可能な情報: このオプションにより、ユーザーは、一般にアクセス可

能にする事業者情報を選択することができる。 

2. 排出量情報: このオプションにより、ユーザーは、排出量情報を追加、編集、削除、

または表示すことができる。 

3. 開示情報: このオプションにより、ユーザーは、特定の申告者に対して、関連する排

出量データ (排出量認定パラメータを除く) とともに、どの事業者および施設の詳細

を開示すかを選択することができる。 
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図 83 O3CI ホームページ–登録オペレータ 

 

10.2.4.3. オペレータ情報 

オペレータユーザロールは、「オペレータ情報」項目にアクセスできる。 

オペレータは、「オペレータ情報」機能を使用して、所属する会社とその場所、対応する

担当者、名前の経済活動、設置場所、およびサポートドキュメント情報(事業者の登録証明

書、所在書類、地図等)を含む設置の詳細を提供できる。 

左側のメニューから「オペレータ情報」項目をクリックすると、「オペレータ」、「設置」、

および「サポートドキュメント」という 3 つの個別のタブが表示される。 

「オペレータ情報」フォームの上部、ページタイトルの横に、以下の UI 要素が表示され

る。 

1. 状態: このフィールドには自動的に入力され、オペレータの状態が表示される(例:「新

規」、「登録済み」など)。使用可能な状態の詳細については、セクション 4.1 状態情報

を参照する。 

2. 要求のタイプ: 要求が開始されていない場合、フィールドは表示されないが、要求が

開始されている場合、フィールドには要求のタイプが自動的に入力される(「登録依

頼」または「変更依頼」)。 

3. アクションのタイプ: アクションを提案するボタンは、ユーザーによる要求の状態と

タイプに応じて動的に生成される。詳細については、以下の操作のシナリオも参照す
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る(4.3.1 項、4.3.2 項、4.3.3 項、4.3.4 項、4.3.5 項、4.3.6 項、4.3.7 項参照)。 

 

図 84 Operator Information ページの上部にある UI 要素 

 

ユーザーが変更要求を保存すると、前述のアクションボタンの下の右側にトグルボタン

が付いた情報テキストが表示される。 

このトグルボタンにより、ユーザーは「Operator」タブと「Installations」タブに表示さ

れる異なる情報セットを切り替えることができる。 

トグルボタンが無効になっている場合: 

⚫ フォーカスは「Operator」タブにある。 

⚫ 「Operator」タブと「Installations」タブに表示されるデータは、委員会によって承

認された最新バージョンである。 

⚫ 表示されているデータが登録されているオペレータ情報であることをユーザに知ら

せるテキスト; 

⚫ 「Continue Request for change」ボタンが非アクティブになる。 

 

 

図 85 データの要求と変更要求の無効化を切り替えるトグルボタン 

 

トグルボタンが有効になっている場合: 

⚫ フォーカスは「Operator」タブにある。 

⚫ 「Operator」タブと「Installations」タブには、現在の変更要求に保存されているデ

ータが表示される。 
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⚫ 表示されているデータが登録されているオペレータ情報であることをユーザに通知

するテキスト; 

⚫ 「Continue Request for Change」ボタンがアクティブになる。 

 

図 86 データ要求と変更要求の有効化を切り替えるトグルボタン 

 

“Operator”タブでは、“Operator ID”と“Operator name”を含む“Company Name”

のようなオペレータの詳細を入力できる。どちらのフィールドも読み取り専用で、値は EU 

Access から取得される。次に、“Address”グループのデータには、“Country code” (EU 

Accessから取得される読み取り専用フィールド)、“Sub-division”、“City”、“Street”、“Street 

additional line”、“Number Postcode”、「私書箱」が含まれる。“Operator”タブには、

“Contact details”という、“Name”、“Phone number”、“E-mail”を含む担当者の詳細が

入力される。オペレータごとに最大 9 人 (x9) の担当者を指定できる。 

 

Note:会社の詳細を追加する際に、通りの名前や番号がなく、私書箱のみが提供されている

場合、ユーザは住所フィールドに“N/A”と私書箱を入力する。設置場所の住所については、

CBAM 規則で完全な住所が要求されているため、上記と同じ方法が適用される。郵便番号

のない国では、郵便番号として‘0000’が使用される。 
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図 87 オペレータタブ 

 

[インスタレーション] タブでは、ユーザーは各インスタレーションの詳細を入力できる。 

O3CI ユーザーはインスタレーションのリストを表示し、場合に応じて (以下の操作シナリ

オも参照)、次のオプションを使用できる。 

 

⚫ [インスタレーションの表示] :このボタンは、選択したインスタレーションのみを表示

できる [インスタレーションの詳細] ページにリダイレクトする。 

⚫ [インスタレーションの編集] :このボタンは、[インスタレーションの編集] ページにリ

ダイレクトする。このボタンは、要求が開始されている場合にのみ使用できる。ユーザ

がインスタレーションリストから特定のインスタレーション ID をクリックすると、

[インスタレーションの詳細] ページが編集モードで表示される。 

⚫ [インスタレーションの削除] :このボタンは、選択したインスタレーションを削除する。

このボタンは、要求 (「登録要求」または「変更要求」) が開始されている場合にのみ

使用できる。 

 

オペレータごとに最大 x999 のインスタレーションを実行できる。 

 

図 88  [インスタレーション] タブ- [インスタレーションの一覧] 

設置の詳細は、次の画面で追加/編集することができる(下記の 4.3.3 項、4.3.6 項も参照)。 

一般情報データグループには、設置 ID (システムによって入力される読み取り専用フィ

ールド)、設置名、経済活動(「Aluminium」、「Cement」、「Chemicals」、「Electricity」、

「Fertilizers」、「Iron&Steel」のいずれかの値を含む)が含まれる。 

「Address」データグループには、設置場所の位置情報、すなわち、「設置国」(EU アク

セスから取得した読み取り専用フィールド)、「区画」、「都市」、「通り」、「通り番号」、「番地」、

「郵便番号」、「私書箱」、「UNLOCODE」、「緯度」、「経度」、「座標のタイプ」(「GPS」ま

たは「GNSS」) が含まれる。 

Note:会社の詳細を追加する際に、通りの名前や番号がなく、私書箱のみが提供されてい

る場合、ユーザーは住所フィールドに「N/A」と私書箱を入力する。設置場所の住所につい

ては、CBAM 規則で完全な住所が要求されているため、上記と同じ方法が適用される。郵
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便番号のない国では、「0000」が郵便番号として使用される。 

「代表者」データグループには、代表者の「名前」、「電話番号」、および「電子メール」

が含まれる。「代表者の追加」ボタンをクリックすると、代表者の詳細が挿入され、設置場

所にリンクされる。ユーザーは、設置場所ごとに最大 9 人の代表者を追加できる。 

 

図 89 タブ-インスタレーションの詳細 

サポートドキュメントタブを使用するユーザーは、オペレーターのドキュメント情報を

アップロードできる(例えば、事業者の登録証明書、所在文書、地図等)。 

ドキュメントの追加をクリックすると、ユーザーはサポートドキュメントの全体的な説

明を説明フィールドに入力できる。ドキュメントタイプフィールドには、オペレーターと設

置の詳細を検証するために欧州委員会に送信する必要があるドキュメントの使用可能なタ

イプを入力できる。オペレーターは、次のタイプのドキュメントを提出できる。 

⚫ オペレーターの登録証明書:重要な会社の詳細を含む、オペレーターの法的登録を検

証する。 

⚫ 設置登録:設置場所の設立、所有/管理構造、主要な経済活動、および必要な運転許可

に関する情報; 

⚫ 設置場所:オペレーターの管理下にある各設置場所を証明する、完全な住所の詳細と

地理座標 (経度と緯度、小数点以下 6 桁) を含むドキュメント; 

⚫ 追加ドキュメント:要求された変更に関連する特定のドキュメント(例えば、住所変更

フォーム又は更新された所有権書類)。 

最後に、ユーザーはオプションを選択してファイルを選択し、システムにアップロードで
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きる。 

[ドキュメントの追加] ボタンをクリックすると、ユーザーはオペレーターごとに最大 9

つのサポートドキュメントを追加できる。 

 

図 90 「サポートドキュメント」タブ 

 

サポートドキュメントを追加する際に考慮すべき制約を次に示す。 

⚫ アップロードされたサポートドキュメントの合計サイズが 200MB を超えることは

できない。 

⚫ アップロードできるドキュメントタイプは次のとおりである。PDF、DOC、DOCX、

XLS、XLSX、JPEG; 

⚫ 最大ファイルサイズ:20MB。 

アップロードに使用できる合計領域が表示される。この時点で、次の点に注意することが

重要である。英語のサポートドキュメントをアップロードすることを強くお勧めする。英語

でない補助書類は、CBAM へのオペレーターの登録を遅延させる可能性がある。 

次のセクションでは、オペレータ情報を処理するために O3CI ポータルの UI を介してユ
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ーザが実行するアクションについて説明する。 

⚫ 新しいユーザがオペレータ情報を作成および保存する (登録要求はまだ送信されて

いない) 。 

⚫ 新しい管理ユーザが登録を削除する (登録要求はまだ送信されていない) 。 

⚫ 新しいユーザが登録要求を更新して送信する; 

⚫ ユーザが委員会によって拒否された登録要求を表示し、修正された登録要求を再送

信する; 

⚫ ユーザが委員会によって受け入れられた登録要求を表示する; 

⚫ ユーザが変更要求を送信する; 

⚫ ユーザが拒否された変更要求を表示し、修正された変更要求を再送信する。 

 

10.2.4.3.1. 新規ユーザが情報を作成および保存する (登録要求はまだ送信されてい

ない) 

1. ユーザが初めてシステムにアクセスし、「ホームページ」にリダイレクトされる。使用

可能なオプションは、「オペレータ情報」と「親会社の詳細」である(図 29:O3CI ホー

ムページ-新規ユーザーを参照)。ユーザが「オペレータ情報」オプションを選択する; 

2. オペレータ情報」ページの上部にある「状態」フィールドには「新規」という値が含

まれ、右側に「登録リクエストの開始」オプションが表示される; 

 

図 91 新規ユーザーが登録リクエストを作成:状態情報 

 

3. 管理者ユーザは、[Start Registration Request] ボタンをクリックしてオペレータ情

報の入力を開始する。[Start Registration Request] ボタンは非表示になり、ページ

の上部にある [Close]、[Delete Request]、[Submit Request] の各ボタンがアクティ

ブになる。[Type of request] フィールドには、[Registration Request] という値が含

まれる。 
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図 92 管理者ユーザが登録要求を作成:使用可能なアクション 

 

Simple ユーザは、[Start Registration Request] ボタンをクリックしてオペレータ情

報の入力を開始する。[Start Registration Request] ボタンは非表示になり、ページ

の上部にある [Close] ボタンがアクティブになる。[Type of request] フィールドに

は、[Registration Request] という値が含まれる。 

 

図 93 単純なユーザーによる登録リクエストの作成:使用可能なアクション 

 

4. ユーザーは、「Operator」タブに会社、住所、連絡先の詳細を入力する。 

5. ユーザーが「Operator」タブのすべての必須フィールドに入力すると、ページの下部

にある「Save&Proceed」ボタンがアクティブになる。ユーザーはこのボタンをクリ

ックしてオペレーター情報を保存し、他のタブ(「インスタレーション」、「サポートド

キュメント」)に移動して適切なデータを入力する。 
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図 94 新規ユーザーによる登録リクエストの作成:「Operator」タブ 

 

6. ユーザは「閉じる」ボタンをクリックして、登録要求を送信せずにページを終了する。

保存されていないデータがある場合、システムはユーザに保存されていないデータが

失われることを通知する確認を求め、それ以外の場合は通知を提供しない。 

 

図 95 新規ユーザーが登録リクエストを作成-リクエストのクローズ確認 

 

7. Admin ユーザが [Close] ボタンをクリックすると、ページの上部にある [Close]、

[Delete Request]、[Submit Request] ボタンが非表示になる。[Continue Registration 

Request] ボタンがアクティブになる。オペレータの状態は [New] のままである。 

Simple ユーザが [Close] ボタンをクリックすると、ページの上部にある [Close] ボ
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タンが非表示になる。[Continue Registration Request] ボタンがアクティブになる。

オペレータの状態は [New] のままである。 

 

図 96 新規ユーザーによる登録リクエストの作成:「Updated Operator」タブ 

 

10.2.4.3.2. 新しい管理ユーザが登録を削除する (登録要求はまだ送信されていない) 

前述のように、登録を削除できるのは管理ユーザだけである。したがって、次の手順は管

理ユーザにのみ適用される。 

1. 管理ユーザはシステムにアクセスし、(図 29:O3CI ホームページ-新規ユーザーを参照)

にリダイレクトされる。ユーザは [Operator Information] オプションを選択する。 

2. 管理ユーザはメニューから [Operator Information] オプションを選択する。[Operator 

Information] ページの上部にある [State] フィールドには、値「New」が含まれてい

る。つまり、一部のデータがシステムに入力されているが、登録要求は (COM ポータ

ル経由で ) 委員会に送信されていない。使用可能なアクションは  [Continue 
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Registration Request] (登録要求の続行) である。 

 

図 97 新規ユーザーが登録要求を削除:状態情報 

 

3. 管理者ユーザは [Continue Registration Request] ボタンをクリックして、オペレータ

の値の入力を続行する。[Continue Registration Request] ボタンは非表示になり、ペ

ージの上部にある [Close]、[Delete Request]、[Submit Request] の各ボタンがアクテ

ィブになる。[Type of request] フィールドには、[Registration Request] という値が含

まれる。 

 

 

図 98 新規ユーザーが登録リクエストを削除する–利用可能なアクション 

 

4. 管理者ユーザは、ページの上部にある [Delete Request] ボタンをクリックする。シス

テムは、ユーザに確認を求める確認ダイアログを表示する。ユーザが確認すると、すべ

ての要求データが削除され、次にユーザが要求の入力を再開すると、値が EU Access (オ

ペレータ ID、オペレータ名、国コード)からコピーされたフィールドを除き、すべての

フィールドが空になる。オペレータの状態は「New」のままである。 

 

 

図 99 新規ユーザーが登録リクエストを削除–削除リクエストの確認 
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10.2.4.3.3. 新規ユーザの更新と登録要求の送信 

1. 新規ユーザがシステムにアクセスし、(図 29:O3CI ホームページ-新規ユーザーを参照)

にリダイレクトされ、[Operator Information] オプションを選択する。 

2. ページ上部の「State」フィールドには「New」という値が含まれており、一部のデータ

がシステムに入力されているが (前の段落を参照)、登録要求が (COM ポータル経由で) 

委員会に送信されていない。 

 

図 100 新規ユーザーの更新と登録リクエストの送信:状態情報 

 

3. 管理者ユーザは [Continue Registration Request] ボタンをクリックして、オペレータ

の情報の入力を続行する。[Type of request] フィールドには、[Registration Request] 

という値が含まれている。[Continue Registration Request] ボタンは非表示になり、

ページの上部にある [Close]、[Delete Request]、[Submit Request] の各ボタンがアク

ティブになる。 

 

 

図 101 新しい管理者ユーザーが登録リクエストを更新して送信する–利用可能なアクシ

ョン 

Simple ユーザーは「Continue Registration Request」ボタンをクリックして、オペレ

ーターの情報の入力を続行する。「Type of request」フィールドには、「Registration 

Request」という値が含まれている。「Continue Registration Request」ボタンは非表

示になり、ページの上部にある「Close」ボタンがアクティブになる。 

 

 

図 102 新規シンプル・ユーザーの更新と登録リクエストの送信:使用可能なアクション 

 



264 

4. ユーザは [Installations] タブをクリックし、適切な情報を入力する。[Installations] タ

ブの内容が表示される。登録要求に追加されたインスタレーションがない場合、使用可

能なアクションは [Add installation] である。インスタレーションのリストにすでに追

加されたインスタレーションがある場合、使用可能なアクションは [Add installation] 

である。[View installation];[Edit installation] および [Delete installation] である。

この場合、追加されたインスタレーションはない。 

 

 

図 103 新規ユーザーの更新と登録要求の送信:インスタレーションのリスト 

 

5. ユーザーは「インスタレーションの追加」ボタンをクリックして、インスタレーション

の詳細を入力する。すべての必須フィールドに入力すると、ページの下部にある「イン

スタレーションの追加」ボタンがアクティブになり、確認メッセージがユーザーに表示

される。 
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図 104 新規ユーザーの更新と登録リクエストの送信:インスタレーションの詳細 

 

6. インスタレーションは、「インスタレーション」タブの「インスタレーション」リストに

表示される。前の手順で説明したのと同じプロセスに従って、ユーザーはインスタレー

ションを追加できる。 
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図 105 新規ユーザーが登録リクエストを更新して送信する–インスタレーションリスト 

(更新済み) 

 

7. ユーザーは、必要に応じて「サポートドキュメント」タブに入力することもできる。「ド

キュメントを追加」ボタンをクリックすると、ユーザーは詳細を入力し、サポートドキ

ュメントの電子コピーをアップロードする。ユーザーに確認メッセージが表示される。 

 

図 106 新規ユーザーが登録リクエストを更新して送信する–ファイルのアップロードの

確認 
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8. 前のステップで説明したのと同じプロセスに従って、ユーザは追加のサポートドキュメ

ントを提供できる。 

9. ページの上部にある [Submit Request] ボタンを選択できるのは管理者ユーザのみで

ある。ユーザが (COM ポータル経由で) Commission への要求の送信を続行するかどう

かを確認する確認ダイアログが表示される。確認すると、値がシステムに送信され、

COM ポータルで Commission ユーザからの確認を待機する。オペレータの状態は

「Registration Requested」になる。 

 

 

図 107 新しい管理者ユーザーが登録リクエストを更新して送信する–リクエストの送信 

 

10.2.4.3.4. ユーザは委員会によって拒否された登録要求を表示し修正された登録要

求を再送信する 

1. ユーザはシステムにアクセスし、「ホームページ」にリダイレクトされる。新しいユー

ザが使用できるオプションを示す。; 

2. ユーザは、要求が (COMポータル経由で) 委員会によって拒否されたことを通知され、

「表示」ボタンをクリックして拒否理由の詳細を確認できる。 
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図 108 ユーザーが登録要求を修正して再送信する-拒否理由の詳細 

 

3. ユーザーは、メニューから [Operator Information] オプションを選択する。システム

は、ユーザーを [Operator] タブにリダイレクトする。ページ上部のフィールド「State」

には、値「New」が含まれている。登録要求がオペレーターによって送信され、委員会 

(COM ポータル) によって拒否される。オペレーターユーザーは、拒否された要求とそ

の内容を [Operator]、[Installations]、[Supporting documents] タブで読み取り専用

データとしてのみ表示できる。使用可能なアクションは「Edit Registration Request」

である。 

 

 

図 109 ユーザーが登録要求を修正して再送信する-状態情報 

 

4. 4.Admin ユーザは、[Edit Registration Request] オプションをクリックして、登録要

求を修正して再送信する。[Edit Registration Request] ボタンは非表示になり、ページ

上部の [Close]、[Delete Request]、[Submit Request] ボタンがアクティブになる。

[Operator Information] ページが表示され、拒否された登録要求のデータが編集モード

で表示される。 

Simple ユーザは、[Edit Registration Request] オプションをクリックして、登録要求

を修正して再送信する。[Edit Registration Request] ボタンは非表示になり、ページ上

部の [Close] ボタンがアクティブになる。[Operator Information] ページが表示され、

拒否された登録要求のデータが編集モードで表示される。 
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5. ユーザは [Installations] タブをクリックし、インスタレーションリストから特定のイ

ンスタレーションを [Edit]; 

 

 

図 110 ユーザーが登録要求を修正して再送信する-インスタレーションの一覧 

 

6. ユーザーは、修正されたデータでインスタレーションの詳細を更新し、「Save 

Installation」をクリックして更新を保存する。 
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図 111 ユーザーが登録要求を修正して再送信する–インスタレーションの詳細を更新す

る 

 

7. インスタレーションが更新され、システムはユーザーをインスタレーションリストに戻

す。管理者ユーザーのみが、[要求の送信] ボタンをクリックして、更新された登録要求

を再送信できる。確認を求めるポップアップウィンドウが表示される。[OK] をクリッ

クすると、登録要求が承認のために (COM ポータル経由で) 委員会に再送信される。オ

ペレーターの状態は「登録が要求されました」になる。 
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図 112 管理者ユーザが登録要求を修正して再送信する–要求の送信 

 

10.2.4.3.5. ユーザが委員会によって受け入れられた登録要求を表示する 

1. ユーザはシステムにアクセスし、(「O3CI ホームページ-登録オペレータ」を参照)にリ

ダイレクトされる。ユーザはメニューから [Operator Information] オプションを選択

する。 

2. [Operator Information] ページの上部にある [State] フィールドには、値「Registered」

が含まれている。つまり、登録要求が管理オペレータによって送信され、(COM ポータ

ルで) 委員会によって受け入れられる。ユーザは、読み取り専用データとしてのみ、

[Operator]、[Installations]、[Supporting documents] の要求を表示できる。使用可能

なアクションは、[Start Request for change] のみである。 
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図 113 ユーザーが承認された登録リクエストを表示 – オペレーター情報 

 

10.2.4.3.6. ユーザが変更要求を送信する 

1. 管理ユーザはシステムにアクセスし、(「O3CI ホームページ-登録オペレータ」を参照)

にリダイレクトされ、メニューから [Operator Information] オプションを選択する。 

2. Operator Information] ページの上部にある [State] フィールドには、値「Registered」

が含まれている。つまり、登録要求がシステムに送信され、Commission ユーザによっ

て (COM ポータルで) 受け入れられる。管理ユーザはオペレータデータを変更する必

要があるため、[Start Request for change] ボタンを選択する。 

 

 

図 114 ユーザーが変更リクエストを送信:状態情報 

 

3. フィールド「Type of request」には、「Request for change」という値が含まれている。

「Start Request for change」ボタンは非表示になり、ページの上部にある「Close」、

「Delete Request」、「Submit Request」の各ボタンがアクティブになる。 

 

 

図 115 ユーザーが変更要求を送信:使用可能なアクション 

 

4. [Operator Information] の [Installations] タブをクリックすると、インスタレーショ
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ンのリストが表示される。 

 

 

図 116 ユーザーが変更要求を送信–インスタレーションのリスト 

 

5. ユーザはフィルタリングを使用できる。つまり、各列タイトルの下にあるフィールドボ

ックスをクリックして、ユーザが検索する要素の単語の一部を入力する。システムは、

インスタレーションのリストで単語の一部を検索し、この検索条件を含むレコードを返

す。ユーザは、「インスタレーション名」で検索することにする。 

 

 

図 117 ユーザーが変更要求を送信–インスタレーションのリストをフィルタリング 

 

6. ユーザがインスタレーション ID のリンクをクリックすると、はインスタレーションの

詳細を表示できる (読み取り専用モード) 。ユーザは、[戻る (Back) ] オプションをク

リックしてインスタレーションリストに戻ることができる。 
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図 118 ユーザーが変更リクエストを送信–インスタレーションの詳細 (更新済み) 

 

7. 管理者ユーザは、最初のインスタレーションを削除し、変更要求を (COM ポータル経

由で) 委員会に送信することを決定する。リストからインスタレーションを削除するに

は、ユーザはインスタレーションを選択し、[削除] アクションをクリックする。 

 



275 

 

図 119 ユーザーが変更要求を送信–削除するインスタレーションを選択 

 

8. システムは、確認ダイアログを表示して、管理ユーザーに、取り付けの削除を確認し、

取り付けのデータおよび関連するエミッション情報記録が、申告の審査に必要な場合に

は、委員会および NCA に利用可能であることを通知するよう求める。 

 

 

図 120 ユーザーが変更要求を送信–インスタレーションの確認を削除 

 

9. 管理者ユーザは、[OK] ボタンをクリックし、[Submit Request] ボタンをクリックして、

変更要求を (COM ポータル経由で) 委員会に送信する。システムは、COM ポータルへ

の変更要求の送信を続行するかどうかを確認するための関連テキストを含む確認ダイ

アログを表示する。 
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図 121 ユーザーが変更リクエストを送信–リクエストの送信確認 

 

10. システムは、変更要求が (COM ポータル経由で) 委員会に送信されたことを管理ユー

ザーに通知し、承認された最新のデータが表示される表示モードの [オペレーター情報] 

ページにユーザーをリダイレクトする。[オペレーター情報] ページの上部にある [状

態] フィールドには、[更新が要求されました] という値が含まれている。 

 

 

図 122 ユーザーが変更要求を送信–変更要求が送信される 

 

10.2.4.3.7. ユーザが拒否された変更要求を表示し、修正された変更要求を再送信す
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る 

1. ユーザがシステムにアクセスし、(「図 30:O3CI ホームページ-登録オペレータ」を参照)

にリダイレクトされる。ユーザは、要求が委員会によって拒否されたという通知を表示

できる (COM ポータル); 

2. ユーザが [表示] ボタンをクリックすると、拒否理由の詳細が表示される。 

 

 

図 123 ユーザーが変更要求を修正して再送信する–拒否理由の詳細 

 

3. ユーザはメニューから [Operator Information] オプションを選択する。 

4. ページ上部の [State] フィールドには、値「Registered」が含まれている。つまり、変

更要求がオペレータによって送信され、Commission (COM ポータル) によって拒否さ

れる。管理ユーザは、拒否された要求を [Operator]、[Installations]、[Supporting 

documents] で読み取り専用データとしてのみ表示できる。使用可能なアクションは 

[Edit Request for Change] である。 
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図 124 ユーザーが変更要求を修正して再送信:オペレータ情報 

 

5. 管理ユーザーは、「変更リクエストの編集」オプションをクリックして、変更リクエス

トを修正して再送信する。「変更リクエストの編集」ボタンは非表示になり、ページ上

部の「閉じる」、「リクエストの削除」、「リクエストの送信」ボタンがアクティブになる。

システムによって「オペレータ情報」ページが表示され、編集モードで拒否された変更

リクエストのデータが表示される。 

 

単純ユーザーは、「変更リクエストの編集」オプションをクリックして、変更リクエス
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トを修正して再送信する。「変更リクエストの編集」ボタンは非表示になり、ページ上

部の「閉じる」ボタンがアクティブになる。 

 

図 125 管理ユーザーによる変更要求の修正と再送信:「Operator」タブ 

 

6. 「Installations」タブをクリックし、インスタレーション・リストから特定のインスタ

レーションを「Edit」するように選択する。 

 

図 126 ユーザーが変更要求を修正して再送信–インスタレーションのリスト 
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7. ユーザは、修正されたデータでインスタレーションの詳細を更新し、[Save Installation] 

(インスタレーションの保存) をクリックできる。管理ユーザは更新を送信する。 

 

 

図 127 管理者ユーザーが変更要求を修正して再送信–インスタレーションの詳細を更新 

 

8. インスタレーションが更新され、システムはユーザをインスタレーションリストに戻す。

管理ユーザは、[Submit Request] ボタンをクリックして、更新された登録要求を再送

信できる。確認を求めるポップアップウィンドウが表示される。[OK] をクリックする

と、登録要求が承認のために (COM ポータル経由で) 委員会に再送信される。オペレー

タの状態は「Update requested」になる。 
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図 128 管理者ユーザーが変更要求を修正して再送信–要求の送信 

 

10.2.4.3.8. ユーザがインスタレーションのリストを検索してエクスポートする 

1. ユーザはシステムにアクセスし、(「図 30:O3CI ホームページ-登録オペレータ」を参照)

にリダイレクトされる。ユーザはメニューから [Operator Information] オプションを

選択する。 

2. [Operator Information] ページの上部にある [State] フィールドには、値「Registered」

が含まれている。つまり、登録要求がオペレータによって送信され、Commission によ

って (COM ポータルで) 受け入れられている。オペレータユーザは、読み取り専用デー

タとしてのみ、[Operator]、[Installations]、[Supporting documents] の要求を表示で

きる。管理ユーザが使用できるアクションは、無効になっている [Start Deregistration 

Request] と [Start Request for change] である。簡易ユーザが使用できるアクション

は、[Close] である。 

 

図 129 ユーザーがインスタレーションのリストを検索する 

 

3. 管理者ユーザがエクスポートできるようにするには、インスタレーションリストに少な

くとも 1 つのレコードが必要である。管理者ユーザは [インスタレーションのエクスポ
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ート (Export Installations) ] ボタンを選択する。ページの右上隅に情報テキストがポ

ップアップ表示され、結果が正常にエクスポートされたことがユーザに通知される。 

 

 

図 130 ユーザーがインスタレーションのリストをエクスポートする 

 

4. システムは、関連する列を含むインスタレーションのリストを含む CSV ファイルを生

成する。 

ファイルは、パターン YYYY-MM-DD- [name of the page] .csv に従って名前が付けら

る。 

 

⚫ ここで、YYYY-MM-DD は現在の日付である。 

⚫ [name of page] は、エクスポートされたリストのタイプ (この例では「インスタレ

ーション」) を示す。 

 

ファイルは、ユーザのローカルワークステーションの「Downloads」フォルダにダウン

ロードされる。 

 

 

10.2.4.4. 親会社の詳細 

「親会社の詳細」項目には、Operator ユーザーロールがアクセスできる。 

「親会社の詳細」オプションを使用して、オペレーターは ISIN、親会社名、国コードな

どの「親会社」の詳細を提供できる。 

左側のメニューまたはホームページのタイルから「親会社の詳細」をクリックすると、ユ

ーザーは前述の情報を含むテーブルを表示できる。 
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図 131 親会社の詳細オプション 

 

使用可能なアクションは、[戻る]、[クリアして保存]、[保存] である。 

 

 

図 132 親会社の詳細ページ 

 

10.2.4.4.1. ユーザが親会社の詳細を追加/編集する 

1. 親会社の詳細の更新は、オペレータの状態に関係なくユーザが実行でき、委員会の承認

を必要としない。オペレータユーザはシステムにアクセスし、メインページで [親会社

の詳細] オプションを選択する。ユーザは [親会社の詳細] にリダイレクトされ、[親会

社 ID]、[親会社名]、および [国番号] の値を追加する。使用可能なアクションは、[戻

る]、[消去して保存]、[保存] である。[戻る] を選択すると、ユーザはデータを保存せず

に [ホームページ] にリダイレクトされる。 [消去して保存] を選択すると、親会社の詳

細が消去され、情報が空として保存される。 [保存] を選択すると、入力データが検証

されて保存される。ユーザが [親会社の詳細] ページのフィールドに無効な形式で入力

すると、各フィールドの下にエラーメッセージが表示される。この場合、[保存] ボタン

はグレー表示される。 
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図 133 ユーザーが親会社の詳細を追加/編集 

 

2. 「親会社 ID (ISIN) 」については、システムは特定の ISIN 番号が有効であることを確

認できる必要がある(すなわち、特定のチェックデジットアルゴリズムに従った正しい

チェックデジットを持つ)。 

 

ISIN の構造: 

ISIN の構造は、次の 3 つのコンポーネントで構成される。 

⚫ 2 文字の国コード 

⚫ 9 文字の英数字セキュリティ識別子 

⚫ 1 つのチェックディジット。 

 

 

図 134 ユーザーによる親会社の詳細の追加/編集-ISIN 番号構造の検証 

 

3. データが有効な場合、親会社の詳細が保存され、ユーザーはホームページにリダイレク

トされ、親会社の詳細が正常に保存されたことを通知するメッセージが表示される。 
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図 135 ユーザーによる親会社の詳細の追加/編集–変更の送信 

 

Note:(「戻る」、「消去して保存」、「保存」)ページのすべてのアクションは、オペレータの状

態に関係なく使用できる。 

 

 

10.2.4.5. エミッション情報 

「エミッション情報」項目には、O3CI ポータルでサポートされている両方のロール 

(「Operator Admin」ロールと「Operator User」ロール) がアクセスできる。どちらのロ

ールにもエミッションデータを表示および検索する機能があるが、「Operator Admin」ロー

ルにもエミッションデータを追加、編集、および削除する機能がある。 

ホームページから「エミッション情報」オプションを使用すると、 

⚫ ユーザーは特定の設置年および生産年のエミッション情報を表示およびエクスポー

トできる。 

⚫ 管理者ユーザーは、特定の設置年および生産年のエミッション情報を追加/編集/削除

できる。 

 

エミッション情報の表示およびエクスポート 

ユーザーが「ホームページ」から「エミッション情報」オプションをクリックすると、「エ

ミッション情報のリスト」が表示される。リストは、「エミッション情報 ID」、「生産年」、

「設置 ID」、「設置名」、「設置国」を含む表形式のビューに編成される。 

使用可能なアクションは「エミッションのエクスポート」である。このオプションを選択

すると、検索ページの種類に基づいて、関連する列を含む検索結果を含む CSV ファイルが

生成される。 
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図 136 使用者が入手できるエミッション情報のリスト 

 

排出情報の追加/編集/削除 

管理者ユーザが「ホームページ」から「排出情報」オプションをクリックすると、「排出

情報リスト」が表示される。リストは、「排出情報 ID」、「生産年」、「設置 ID」、「設置名」、

「設置国」を含む表形式のビューで構成されている。 

使用可能なアクションは、新しい排出情報レコードを追加するための「排出情報の追加」

である。 

各排出情報レコードについて、ユーザは「排出情報 ID」リンク、「編集」および「削除」

アクションをクリックして、詳細のみを表示できる。 

 

図 137 管理者ユーザが利用できるエミッション情報のリスト 

 

編集の表示を選択すると、システムはエミッション情報ページの内容を表示する。エミッ

ション情報データグループには、エミッション情報 ID (システムによって自動的に入力さ

れる)、生産年が含まれる。 

装置データグループには、装置の詳細、すなわち装置 ID、装置名、設置国が含まれる。 

使用可能なアクションは、(データを保存せずに、ユーザを「排出情報リスト」にリダイ

レクトする。)、生産された製品を追加、キャンセル、およびエミッションを保存である。 
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図 138 エミッション情報 

 

「生産された商品を追加」ボタンをクリックすると、管理ユーザーは新しいページにリダ

イレクトされ、各「生産された商品」について、管理ユーザーは商品の詳細、「生産ルート」、

ルートごとの「商品排出量」、および「排出認定パラメータ」を追加できる。 

「生産された商品」データグループには、「生産された商品の品目番号」(システムによっ

て割り当てられた自動生成値)、「統一システムの小見出しコード」、「結合された命名コード」、

「商品の説明」が含まれる。排出情報ごとに、最大 50 (x50) 個の商品を含めることができ

る。 

生産された各商品について、「生産ルート」データグループの下に最大 9 つの異なる生産

方法を記述できる。これには、「結合された ID」(排出量の保存時にシステムによって割り
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当てられた自動生成値)、「ルート ID」(コードリスト「生産方法」で指定)、「ルート名」、「特

定の直接排出量」および「特定の間接排出量」が含まれる。 

「排出認定パラメータ」データグループには、「パラメータ ID」(コードリスト「排出認

定パラメータ」で指定)、「パラメータ名」、「説明」、「パラメータ値のタイプ」(コードリスト

「パラメータ値のタイプ」で指定)、「パラメータ値」、「追加情報」が含まれる。 

このフォームで使用可能なアクションは、「戻る」、「生産ルートの追加」、「削除」、「パラ

メーターの追加」、「追加」(原産国の炭素価格)、「キャンセル」、および「追加」である。 
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図 139 エミッション認定パラメータ 

 

「原産国の炭素価格」にある「追加」アクションをクリックすると、炭素価格に関連する値

を追加できる。 

⚫ 「炭素価格の形式」(炭素価格の形式を定義するコードリスト値の 1 つを含む;例:

炭素税;炭素税;炭素料金;など); 
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⚫ 「炭素価格に関する法的行為の説明と表示;得られる可能性のあるリベートまたは

他の形式の補償のために」; 

⚫ 「実効炭素価格」(物品の生産 t 当たりまたは MWh 当たり); 

⚫ 「通貨」(各国通貨のコードリスト値の 1 つを含む); 

⚫ 「炭素価格が支払われる国コード」(各国のコードリスト値の 1 つを含む); 

 

次に、炭素価格情報の対象となる内包排出量: 

⚫ 炭素価格の対象となる内包排出量 tCO2/t of goods または per MWh; 

⚫ リベートまたはその他の形式の補償の対象となる内包排出量 tCO2/t of goods ま

たは per MWh; 

⚫ 追加情報。 

 

 

図 140 原産国の炭素価格 

 

次の段落では、特定のケースで O3CI ポータルの排出情報 UI がどのように使用されるか

について説明する。 

⚫ 管理ユーザ排出情報を追加する; 
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⚫ ユーザが排出情報を検索してエクスポートする; 

⚫ 管理ユーザが排出情報を編集する; 

⚫ 管理ユーザが排出情報を削除する。 

 

10.2.4.5.1. 管理者ユーザがエミッション情報を追加する 

前述のように、管理者ユーザのみがエミッション情報を追加できる。したがって、次の手

順は管理者ユーザにのみ適用される。 

 

1. 管理ユーザがシステムにアクセスすると、「ホームページ」(「O3CI ホームページ-登録

オペレータ」を参照)にリダイレクトされる。 

2. 管理ユーザがメニューから「排出量情報」オプションを選択すると、「排出量情報のリ

スト」が表示される。管理ユーザが「排出量情報の追加」ボタンをクリックすると、「排

出量情報の追加」ページが表示される。 

 

図 141 管理者ユーザーによるエミッション情報の追加:List of Emissions 

 

3. 管理ユーザーは、排出情報の詳細を入力する(エミッション情報のデータ構造について

は、「CBAM-UCS-Use Cases-Operators of Third Countries Installation [R01]、4.1 

CBAM O3CI Data elements」を参照のこと。)。管理ユーザーは、排出情報を入力し、

それを設置とリンクさせます (輸送オペレーターの承認済み設置のリストに含まれて

いる) 。次に、管理ユーザーは、HS コード、CN コード、および商品の説明を追加する

ために「生産された商品を追加」をクリックする。 
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図 142 ユーザーがエミッション情報を追加–良好な生産 

 

4. 生産された製品ごとに、管理者ユーザーは「製品排出量」と「排出量認定パラメータ」

を含む「生産ルート」の詳細を追加する。「特定直接排出量」と「特定間接排出量」のフ

ィールドには、合計で最大 16 桁の数字を含めることができる。 

小数点以下は最大 7 桁である(n..16、7)。どちらのフィールドの測定単位も、製品単位

あたりの CO2 トンである。 
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図 143 管理ユーザーが排出情報を追加-生産ルート 

 

5. 「商品排出量」と「排出量認定パラメータ」を含む「生産ルート」の詳細を入力した後、

管理ユーザーは「原産国の炭素価格」データグループにある「追加」ボタンをクリック

して炭素価格の詳細を入力することができる。 

 

 

図 144 管理ユーザーがエミッション情報を追加する−エミッション認定パラメータ 

 

6. 最後に、ページの下部にある「追加」ボタンをクリックすることで、管理者ユーザーは

排出量情報を保存することができる。 

7. ユーザーは「排出量情報の追加」ページにリダイレクトされ、商品が商品リストに追加

されたこと、およびプロセスを完了するには「排出量の保存」オプションを選択する必

要があることが通知される。 
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図 145 管理者ユーザーが排出情報を追加–確認が正常に作成されました 

 

8. ユーザは、1 つ以上の商品を追加し、「排出量を保存」ボタンをクリックすることができ

る。システムは、入力データを検証し、有効であれば、新しい排出量情報レコードに排

出量情報 ID を提供し、生産ルートにある複合 ID を提供し、新しい排出量情報レコー

ドを特定の選択された装置にリンクし、排出量情報レコードを保存し、最後にユーザを

「排出量情報の一覧」ページにリダイレクトする。 
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図 146 管理ユーザーがエミッション情報を追加する−エミッション認定パラメータ 

 

9. エミッション情報が正常に保存されたことが管理者ユーザに通知される。 

 

 

図 147 管理ユーザーがエミッション情報を追加–エミッションの保存確認 

 

10.2.4.5.2. ユーザによる排出量情報の検索とエクスポート 

1. ユーザはシステムにアクセスし、ホームページにリダイレクトされる(「図 30:O3CI ホ

ームページ-登録オペレータ」を参照); 
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2. ユーザはメニューから「排出量情報」オプションを選択し、「排出量情報一覧」を見るこ

とができる。ユーザは「排出量のエクスポート」オプションを選択する。 

 

 

図 148 ユーザーがエミッション情報をエクスポート-エミッションのリスト 

 

3. 結果が正常にエクスポートされたことを通知する情報テキストがページの右上隅にポ

ップアップ表示される。 

 

 

図 149 ユーザーによるエミッション情報のエクスポート–エクスポートの確認 

 

4. システムは、関連する列を含むインスタレーションのリストを含む CSV ファイルを生

成する。ファイルは、パターン YYYY-MM-DD- [name of the page] .csv に従って名前

が付けられます。 

 

a.ここで、YYYY-MM-DD は現在の日付である。 

b.[name of page] は、エクスポートされたリストのタイプ (この例では排出量) を示す。 

 

ファイルは、ユーザのローカルワークステーションの [Downloads] フォルダにダウン
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ロードされる。 

 

10.2.4.5.3. 管理者ユーザによる排出量情報の編集 

前述のとおり、排出量情報を編集できるのは管理者ユーザのみである。したがって、次の

手順は管理者ユーザにのみ適用される。 

1. 管理者ユーザがシステムにアクセスし、(「O3CI ホームページ-登録オペレータ」を参

照)にリダイレクトされる。 

2. 管理者ユーザは、メニューから [排出量情報] オプションを選択し、[排出量情報の一覧] 

を表示できる。管理者ユーザは、一覧から排出量情報レコードを選択し、[編集] ボタン

をクリックする。 

 

 

図 150 管理者ユーザーによるエミッション情報の検索、表示、編集-エミッションのリス

ト 

 

3. システムは、排出量情報の内容を編集モードで表示す。管理ユーザーは、排出量情報に

含まれる商品のリストから商品を選択し、「編集」ボタンをクリックする。 
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図 151 ユーザーによる排出量情報の検索、表示、編集–生産された商品の編集 

 

4. 管理ユーザーは、次の商品/生産ルートデータの一部またはすべてを変更し、ページの下

部にある「保存」ボタンをクリックする。 
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図 152 ユーザによるエミッション情報の検索、表示および編集-エミッション認定パラメ

ータ 

 

5. 管理ユーザーが「保存」ボタンをクリックすると、「エミッション情報」ページにリダイ

レクトされ、品質が更新され、ユーザーがすべての変更を保存するには「エミッション

の保存」オプションを選択する必要があることが通知される。 
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図 153 ユーザによるエミッション情報の検索、表示、編集–良好な確認 

 

6. 管理ユーザーが「排出量の保存」ボタンをクリックすると、システムは入力データを検

証する。有効な場合、システムは排出量情報レコードの内容を更新し、通知し、ユーザ

ーを「排出量情報の一覧」ページにリダイレクトする。 

 

 

図 154 管理ユーザーによるエミッション情報の検索、表示、編集–エミッションの保存確

認 
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10.2.4.5.4. 管理者ユーザによるエミッション情報の削除 

前述のとおり、管理者ユーザのみがエミッション情報を削除できる。したがって、次の手

順は管理者ユーザにのみ適用される。 

1. 管理者ユーザがシステムにアクセスすると、(「O3CI ホームページ-登録オペレータ」を

参照)にリダイレクトされる。 

2. 管理者ユーザは、メニューから「排出量情報」を選択すると、「排出量情報一覧」が表示

される。管理者ユーザは、一覧から排出量情報レコードを選択し、「削除」ボタンをクリ

ックする。 

 

図 155 管理者ユーザーによる排出情報の削除:排出リスト 

 

3. 選択したエミッション情報レコードの削除を確認するための確認ダイアログが表示さ

れる。 

 

 

図 156 ユーザーが排出情報を削除–削除要求 

 

4. 管理者ユーザは、確認ダイアログの「OK」をクリックする。システムは、「排出情報一

覧」から排出情報レコードを削除し、管理者ユーザを「排出情報一覧」にリダイレクト

する。 
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10.2.4.6. パブリックにアクセス可能な情報 

「パブリックにアクセス可能な情報」ページは、Operator ユーザロールで使用できる。 

「パブリックにアクセス可能な情報」オプションを使用して、オペレータはパブリックに

表示すデータを変更できる。この情報は、オペレータの名前、住所、オペレータの連絡先の

詳細、インスタレーションの名前、およびインスタレーションの場所に関連している。 

デフォルトでは、オペレータとインスタレーションに関する情報がパブリックに利用可

能になっていることに注意する (デフォルトでは、すべてのチェックがアクティブになって

いる) 。情報は、定期的に (少なくとも毎月) CBAM Europa.eu の Web サイトに公開され

る。オペレータが一部のデータをパブリックに共有したくない場合は、4.6.1 章の手順に従

うこと。 

使用可能なアクションは、[戻る] と [変更を保存] である (選択内容を変更すると有効に

なる) 。オペレータが [戻る] ボタンをクリックすると、変更は保存されず、ユーザは [ホ

ーム] ページに移動する。 

 

図 157 公衆がアクセス可能な情報 

 

10.2.4.6.1. ユーザが公衆にアクセス可能な情報を選択する 

1. 登録オペレータは、「ホーム」ページに移動し、「公衆にアクセス可能な情報」オプショ

ンが表示されて有効になっているので、それをクリックする。システムは、有効または

無効にできる次のトグルボタンを含む「公衆にアクセス可能な情報」ページを表示する。

デフォルトの状態は、すべてが有効である。ユーザが次の 5 つのトグルスイッチの 1 つ

でも無効にすると、「すべてを許可」トグルスイッチも無効になる。 

 

「すべてを許可」スイッチを選択すると、他の 5 つのスイッチがすべて同時に有効にな

る。または、他の 5 つのスイッチがすべて有効になっている場合にのみ有効になる。 

 

図 158 ユーザーは一般にアクセス可能な情報を選択する。 

 



303 

2. ユーザーは適切な選択を行い、[変更の保存] ボタンをクリックする。システムは、関連

するテキストを含む確認ダイアログを表示し、選択内容の保存を続行するかどうかをユ

ーザーに確認する。 

 

 

図 159 一般にアクセス可能な情報をユーザーが選択–変更を保存 

 

3. オペレータが確認ダイアログの「OK」オプションをクリックすると、システムは変更

を保存し、選択されたオプションが保存されたことをユーザに通知し、情報の公開を制

御するシステムに通知を送信して、それに応じて適応させ、「ホーム」ページを表示す

る。 

 

 

図 160 一般公開されている情報をユーザーが選択–確認の保存 

 

4. パブリックにアクセスできる必要がある情報が変更され、委員会からの確認 (COM ポ

ータル経由) は必要ない。ユーザーがパブリックに利用できるように選択した関連情報
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は、COM ポータルでエクスポートできる。 

 

10.2.4.7. 開示情報 

事業者、設置および排出データを EU からの輸入申告者と共有するために、第三国事業者

は、情報の開示先となる申告者の EORI 番号を挿入する必要がある。EORI 番号は、

Economic Operators Registration and Identification (EORI) 番号を指し、EU 内で税関関

連活動に従事する企業および個人に割り当てられる一意の識別子である。EU の税関当局と

取引する輸入者および輸出者が国境を越えた取引を行うために必要である。EORI 番号は、

すべての経済事業者に一貫した EU 全体の識別番号を提供することで、税関処理と追跡を

簡素化する。 

「開示情報」ページは、Operator ユーザーロールで使用できる。 

「開示情報」オプションを使用すると、事業者は、開示された施設および開示された施設

に属する排出量に関する開示情報を申告者に提出できる。 

次の点を明確にすることが重要である。 

⚫ 開示されたすべての施設について、開示された施設に属する排出量情報データも開

示される; 

⚫ 排出量認定パラメータは申告者に開示されない; 

⚫ 少なくとも 1 つの施設が開示対象として選択されなければならない。 

 

ホームページから「開示情報」オプションをクリックすると、以下のオプションが表示され

る。 

⚫ 「開示情報の追加」; 

⚫ 「開示情報の表示」。 
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図 161 開示情報 

 

10.2.4.7.1. ユーザーが開示情報を追加する 

1. 管理者ユーザーが「開示の追加」オプションを選択すると、「申告者への情報開示」ペー

ジにリダイレクトされる。ページの上部に、「開示の状態」が表示される。フィールド

「状態」の初期値は「新規」である。この状態は、申告者への情報開示のプロセスがま

だ開始されていないことを示す。現在の機能に基づいて、ユーザーが申告者に開示を送

信することを選択した場合、状態は「送信済み」になることもある。また、ユーザーが

変更を実行して保存したが、開示をまだ送信していない場合は、「新しい変更が未送信」

になることもある。 

 

 

図 162 開示情報の追加-開示状況 
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2. ユーザーはインスタレーションを選択し、「Disclose Information」トグルボタンを有効

にして、インスタレーションを開示済みとしてマークし、「Declarants EORIs」列の

「Edit」ボタンを有効にする。 

 

 

図 163 「開示情報の追加」-「有効化」トグルボタン 

 

3. ユーザーは、選択したインスタレーションの「Declarants EORIs」列の「Edit」ボタン

をクリックし、「Select Declarants for Disclosure」ページを開く。 

 

 

図 164 開示情報の追加:「Select Declarants for Disclosure」ページにアクセスする。 

 

4. ユーザは、他の EORI が存在しない場合は「EORI#1」フィールドをクリックし、他の

EORI が存在する場合は「Add EORI」ボタンをクリックして、オペレータ詳細、特定

の設置場所の詳細、および関連する排出情報レコードを開示す申告者の EORI を入力す

る。このステップは、すべての関連する EORI を追加するために繰り返すことができる 

(最大 999) 。ユーザは「Save and Close」ボタンをクリックする。選択した設置場所に

EORI が追加されていない場合、システムはこれらの設置場所 ID の「Disclosure 

Information」トグルボタンを無効にする。 
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図 165 開示情報の追加-選択したデクラナの保存 

 

5. 保存すると、ユーザーは「宣言者への情報開示」ページにリダイレクトされ、選択した

インスタレーションが表示され、「EORI の編集」ボタンが有効になる。情報テキスト

は、EORI が正常に追加されたことをユーザーに通知し、状態が「新しい変更は送信さ

れていない」に変わる。 

ページの右上隅には、次の 2 つの使用可能なオプションがある。 

「保存して後で再開」:開示データ (状態は同じままである) 。 

「Submit disclosure to Declarants」:このオプションは、開示されたデータを検証する。

システムはデータを準備し、CBAM 移行レジストリの Declarants Portal に送信する。 

 

 

図 166 開示情報の追加:EORI の追加 

 

6. ユーザーが [Submit Disclosure to Declarants] をクリックすると、システムによって

開示されたデータが検証され、CBAM 移行レジストリの Declarants Portal に送信され

る。情報テキストは、開示情報が正常に送信されたことを示す。[State] が [Submitted] 

に変わる。 
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図 167 開示情報の追加-申告者への開示の発行 

 

10.2.4.7.2. ユーザが開示情報を編集する 

1. 管理ユーザが [開示の編集 (Edit Disclosure) ] オプションを選択すると、[申告者への

情報開示 (Disclosure of Information to Declarants) ] ページにリダイレクトされる。

前のセクション (4.7.1) でユーザが申告者への開示を正常に送信したため、ページの上

部にある [開示の状態 (State of Disclosure) ] は [送信済み (Submitted) ] 。 

2. 管理者ユーザーは、いずれかのインスタレーションのトグルボタンを有効にし、[編集] 

オプションをクリックする。 

 

 

図 168 開示情報の編集-開示すインスタレーションの選択 

 

3. Admin user 新しい EORI を入力し、[Save and Close] ボタンを選択する。 
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図 169 開示情報の編集-新しい EORI の追加 

 

4. 管理者ユーザーは、「Disclosure of Information to Declarants」ページにリダイレクト

され、ページの右上隅にある「Save and Resume Later」オプションを選択する。 

 

図 170 開示情報の編集-保存して後で再開 

 

5. インスタレーションおよび対応する EORI は「新規変更未提出」(未提出) 状態になり、

「EORI が正常に追加されました」という情報テキストがユーザに通知される。 

 

 

図 171 開示情報の編集-EORI 追加の確認 

 

6. ここで、管理者ユーザは以前に挿入したインスタレーションを削除することにする。 

「Disclosure」ボタンをクリックして、以前に選択したインスタレーションの選択を解

除する。 

システムは、ユーザが選択解除を続行するかどうかを尋ねる確認ダイアログを表示する。

また、このアクションを続行すると、関連付けられているすべての EORI が削除される

ことも通知する。 

 

図 172 開示情報の編集-EORI の削除 
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7. 管理者ユーザは確認ダイアログで [OK] を選択する。情報テキストが表示され、開示情

報が正常に削除されたことが通知される。 

 

 

図 173 開示情報の編集-開示削除の確認 

 

8. ページの右上隅で、管理者ユーザーは「Submit Disclosure to Declarants」オプション

を選択する。 

 

図 174 開示情報の編集-開示の発行 

 

9. システムは、開示されたデータを検証する。検証エラーが発生しない場合、システムは

データのセットを準備し、CBAM 移行レジストリの宣言者ポータルに転送する。開示情

報が正常に送信されたことをユーザーに通知する情報テキストが表示され、状態が"送

信済み"に変わる。 

 

図 175 開示情報の編集-提出の確認 

 

10.2.4.7.3. 利用者による開示情報の閲覧 

1. 「開示情報」ページで「開示情報の表示」を選択すると、「開示情報の表示」ページにリ

ダイレクトされる。このページに表示されるデータは、委員会が承認した最新のもので

ある。リスト内のインスタレーションの「インスタレーション ID」リンクをクリックす

ると、ビューモードで「インスタレーションの開示情報の表示」ページにリダイレクト

される。ユーザーは開示情報を確認できる。 
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図 176 開示情報の表示-インスタレーションの選択 

 

2. ユーザがリスト内のインスタレーションの「Installation ID」リンクをクリックすると、

表示モードの「View Installation Disclosure」ページにリダイレクトされる。ユーザは

開示情報を確認できる。 

 

図 177 開示情報の表示–インスタレーションに関する開示情報の表示 

 

3. ユーザーは、ページの左上隅にある「戻る」ボタンをクリックして、「開示情報の表示」

ページに戻る。そこから、ホームページに戻ることができる。 
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10.2.5. 付録 

10.2.5.1. CBAM O3CI データ要素 

このセクションでは、O3CI 画面に表示されるデータ要素の包括的な概要について説明す

る。 

また、対応するプロパティとビジネスルールも示す。.xlsx ファイルには、このドキュメ

ントの関連するセクションで詳しく説明されているように、オペレーターおよびエミッシ

ョン情報が含まれている。 
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11. 国内ねじ・ボルト等メーカーの CBAM 対応企業の実態把握アンケート集計

結果

11.1. アンケートの実施概要 

11.1.1. 目的 

CBAM は既に移行期間が始まっているが、2024 年 10 月時点で、国内でどの程度の企業

が CBAM 対応を行う必要があるか不明である。本アンケートを通じて、日本企業における

CBAM の影響範囲と対応の必要性を明確にすることを目的とする。 

11.1.2. 調査概要 

本アンケートの開始時点での調査概要は表 36 のとおりである。 

表 36 アンケート調査概要 

項目 実施概要 

調査対象 ⚫ CBAM の申告者となるはずの欧州に拠点を有し、製品を輸出入し

ている完成品メーカーや商社

⚫ CBAM の報告者となる欧州に輸出している完成品・商社と取引し

ているメーカー

⚫ CBAM の報告者となるメーカーと取引しているサプライヤー

調査主要項目 ⚫ CBAM 対応の有無

⚫ 令和 5 年度「ねじ・ボルト等における EU-CBAM 用算定ガイドラ

イン」の活用の有無、利用者の場合は改訂への意見

⚫ CBAM の影響範囲

⚫ その他

実施方法 ⚫ ウェブアンケート調査を想定

⚫ ウェブアンケートの URL リンクを業界団体に依頼し、経済産業省

の調査として回答に協力依頼を行う。

目標回答数 ⚫ 300 社回答
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11.1.3. 調査対象 

本調査では、業界団体経由で CBAM 対応の必要のある企業に調査への協力を依頼するこ

とを想定している。実際に調査協力依頼を行ったのは、ねじ・ボルト関連のメーカーおよび

商社に関する業界団体だけでなく、高炉・電炉・線材等の川上側、自動車・産業機械・電機

工業会等の川下側の業界団体にも協力を依頼した。 

⚫ 一般社団法人 日本ねじ工業協会

⚫ 東部ファスナー協同組合

⚫ 関東鋲螺釘工業協同組合

⚫ 関西ねじ協同組合

⚫ 兵庫県鋲螺釘工業協同組合

⚫ 東京鋲螺協同組合

⚫ 神奈川県鋲螺協同組合

⚫ 愛知鋲螺商協同組合

⚫ 大阪鋲螺卸商協同組合

⚫ 一般社団法人 日本自動車工業会

⚫ 一般社団法人 日本自動車部品工業会

⚫ 一般社団法人 日本産業機械工業会

⚫ 一般社団法人 日本電機工業会

⚫ 一般社団法人 日本医療機器産業連合会

⚫ 一般社団法人 日本鉄鋼連盟

⚫ 線材製品協会

⚫ 普通鋼電炉工業会

⚫ 一般社団法人 特殊鋼倶楽部

⚫ ステンレス協会

⚫ 一般社団法人 日本ばね工業会

⚫ 一般社団法人 日本工作機械工業会

⚫ 一般社団法人 日本貿易会
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11.1.4. 調査票 

以下が、本アンケート調査で用いた調査票である。 
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11.2. データクリーニング 

11.2.1. データクリーニングの方針 

今回のアンケートでは、業界団体経由で調査依頼をかけたため、同じ社で複数の機能を持

つ場合、複数の担当者から回答される場合も複数あった。また、アンケートの設定上、回答

途中で中断し、事後的に回答を上書きする機能がなかったこと、また、事前に調査票だけ別

途共有する等を行っていなかったため、回答者によってはダミーで回答を途中もしくは最

後まで実施し、のちに正式回答を登録する回答者も多かったことから、集計にあたり、企業

基準で以下のような名寄せ作業を実施した。 

⚫ 1 社から複数回答があり、回答者の部署・役職等が同じで、かつ、回答が一部未了等が

ある場合は、そのような回答を削除し、回答時点が最も新しいものを最終回答とする。

⚫ 回答内容を確認し、初回回答が試みに回答したような内容と判断される場合は削除（鉄

鋼 2 次製品メーカーが鉄鋼業と回答等）する。

⚫ 複数部署から完全回答がある場合で、同じ設問で、「はい」、と、「いいえ」がある場合

は、名寄せした回答を、はい、に変更する。また、数字は大きいほうに寄せる。

11.2.2. クリーニング結果 

総回答数 836 には未回答や回答重複等が含まれているため、それらの回答を除外した。

また、上記方針に従って名寄せ作業を実施した。この結果、名寄せ後の企業社数で 164 件

が残った。このスクリーニング後の回答を以後の分析に用いることとした。 

図 178 ねじ・ボルト等の EU における炭素国境調整措置（CBAM）に関する対応状況等

調査（アンケート調査）回答スクリーニング結果 
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ねじ・ボルト等のEUにおける炭素国境調整措置（CBAM）に関する対

応状況等調査（アンケート調査）回答スクリーニング
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11.3. 単純集計 

以降は、今回のアンケートの単純集計結果を示している。 

 

11.3.1. 属性 

11.3.1.1. 回答社の空間分布 

回答者は首都圏、中京圏、京阪に集中しているが、関東北部、東海、北陸、中国四国、九

州にも分布しており、日本国内の広範な地域に回答社が分布していることがわかる。 

 

図 179 回答者の空間分布 
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11.3.1.2. 業種 

回答者の業種は、金属製品製造業が 60 社、輸送用機械器具製造業が 42 社、鉄鋼業が 22

社、その他製造業が 19 社となっている。 

影響の大きい自動車関連の回答数が多いが、本委託業務の他の業務項目であるサプライ

チェーン意見交換会に参加している企業がアンケートに回答していないケースもあり、各

社の社内でCBAM対応の必要性が十分に浸透していない場合に業界団体経由でアンケート

の連絡を受けた担当者が社内で担当部署に展開していない事例も想定される。このため、

2026 年 1 月以降に確定期間が開始して以降も、期間をおいて調査を行うことで、関連業種

が変化する可能性があることに留意する必要がある。 

 

図 180 回答者の業種 
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11.3.1.3. 所属工業会 

回答者の所属工業会は、日本ねじ工業協会が 66 名、日本自動車部品工業会が 41 名、関

西ねじ協同組合が 31 名、線材製品協会が 20 名となっている。 

その他は、所属する団体無し、 一般社団法人横浜北工業会、日本磨棒鋼工業組合、大阪

卸商協同組合、桐生機械工業連合会、日本医用光学機器工業会、日本鋳造協会となっている。 

今回のアンケート調査では表題に「ねじ・ボルト」が入っていたため、ねじ・ボルト関係

のメーカー、商社の回答数が多い。一方で、線材製品協会や特殊鋼倶楽部、ステンレス協会

など川上側の工業会に所属する回答社、および、日本自動車工業会、日本自動車部品工業会

など川下側の回答社も含まれており、サプライチェーン全体での動向が把握できる回答社

構成となっている。 

図 181 回答者の所属工業会 
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一般社団法人日本鉄鋼連盟

線材製品協会

普通鋼電炉工業会

一般社団法人特殊鋼倶楽部

ステンレス協会

一般社団法人日本ばね工業会

一般社団法人日本工作機械工業会

一般社団法人日本貿易会

その他

貴社の所属する工業会について、該当するものをすべてご回答ください。

（複数選択可）
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11.3.1.4. CBAM サプライチェーンでの役割 

欧州炭素国境調整措置では、欧州側の申告者（輸入者や通関代理人等）と、製造施設の運

営者が法令上規定されており、これに加えて、日本の場合は輸出入に商社が関与するため申

告者に情報を伝達する報告者、および、運営者や報告者に自社の排出量情報を伝達する情報

提供者が情報伝達の観点から役割として存在する。 

一方で、施設の運営者や報告者、情報提供者は、業種の観点からみると、完成品メーカー、

二次製品メーカー、伸線、委託加工者等が存在する。特に、施設運営者や情報提供者は複数

の業種にまたがることから、個別に状況を把握することが望まれる。 

本アンケートでは、以下の区分について複数回答で CBAM サプライチェーンでの役割を

確認した。 

⚫ 申告者（Declarant）

⚫ 報告者（Reporter）

⚫ 貿易商社（ねじ・ボルト等を輸出する商社）

⚫ 鉄鋼製品/アルミ製品の国内一次商社 （高炉・電炉と直接取引）

⚫ 鉄鋼製品/アルミ製品の国内二次商社 （ねじ・ボルト等の製品の卸売等）

⚫ 完成品メーカー

⚫ ねじ・ボルト等鉄鋼/アルミ二次製品メーカー

⚫ ねじ・ボルト等鉄鋼/アルミ二次製品メーカーの熱処理/表面処理等の加工外注先

⚫ 伸線・板材等の鉄鋼/アルミ二次製品メーカー向け原材料供給メーカー

⚫ 高炉・電炉等の鉄鋼/アルミ一次製品メーカー

⚫ その他

回答状況を示したものが図 182 である。鉄鋼・アルミ二次製品メーカーが 55 社、完成品

メーカーが 41 社、その他が 23 社、報告者が 16 社、申告者が 14 社、貿易商社が 14 社と

なっている。 

「その他」と回答した社の自由回答は以下である。 

⚫ 鉄鋼二次製品メーカー（軟鋼線材をはじめとした素材に伸線・圧延加工を施した製

品の製造・販売）

⚫ 冷間圧造機械及びねじ製造用機械の設計、製造、販売、サービス、ステンレス製品

（継手類）

⚫ ねじ・ボルト類が構成される製品をカーメーカー及び、部品商社へ納入

⚫ 完成品メーカーへ鉄鋼製品を納入している一次製品メーカー(二次メーカーに製造

を委託している部品もあり)補給部品としてねじ・ボルトを EU 域外の顧客に納入

⚫ 自動車メーカーのサプライヤ、鉄鋼/アルミ部品の機械加工、自動車メーカーの一次



331 

サプライヤー、アルミ部品メーカー、ねじ・ボルト等鉄鋼/アルミ二次製品を使用す

る部品メーカー 

⚫ 生産設備メーカー

⚫ 日本拠点でねじ、ボルトを購入し一部の部品を自社 EU 拠点や日本の完成車メーカ 

ーへの販売

⚫ 自動車部品を製造する鉄鋼/アルミ二次製品メーカー

⚫ 工作機械の輸入販売およびサービス提供

⚫ OEM から調査依頼があり。ねじ・ボルトなどは仕入先から購入しております

⚫ 潤滑油メーカー

⚫ 自動車部品輸出社

⚫ 自社製品の固定用付属品としてねじを輸出

図 182 回答者の CBAM サプライチェーンでの役割 
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ねじ・ボルト等鉄鋼/アルミ二次製品メーカーの

熱処理/表面処理等の加工外注先

伸線・板材等の鉄鋼/アルミ二次製品メーカー向け

原材料供給メーカー

高炉・電炉等の鉄鋼/アルミ一次製品メーカー

その他

貴社および貴社の欧州法人等の欧州炭素国境調整措置（EU-CBAM）における排出量報告での役

割について、該当するものをすべてご回答ください。（複数回答可）
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11.3.2.2. CBAM の対象製品 

回答者が CBAM 対象と認知している製品は、新規生産用が 54 社、補修品が 46 社となっ

ている。新規生産だけでなく、補修品の輸出も多い。 

 

図 184 欧州炭素国境調整措置（EU-CBAM）の対象製品 
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補修品

その他

申告者/報告者に該当しない

欧州炭素国境調整措置（EU-CBAM）の対象製品についてご回答ください。（複数回答可）
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11.3.2.3. 報告対象の統合製品カテゴリ 

対象となる統合製品カテゴリは、鉄および鉄鋼製品が 74 社、アルミニウム製品が 20 社

となっている。 

 

図 185 欧州炭素国境調整措置の対象統合製品カテゴリ 
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アルミニウム 未加工アルミニウム（Unwrought aluminium）

アルミニウム アルミニウム製品（Aluminium products）

鉄および鉄鋼 粗鋼（Crude steel）

鉄および鉄鋼 直接還元鉄（Direct Reduced Iron：DRI）

鉄および鉄鋼 フェロクロム（ Ferro Chrome：FeCr）
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鉄および鉄鋼 フェロニッケル（ Ferronickel：FeNi）

鉄および鉄鋼 鉄及び鉄鋼製品（Iron or steel products）

鉄および鉄鋼 銑鉄（Pig iron）

鉄および鉄鋼 焼結鉱（Sintered ore）

欧州炭素国境調整措置（EU-CBAM）の対象製品の統合製品カテゴリ（Aggregated goods 

catgegory）を回答ください。 以下の選択肢のなかで該当する統合製品カテゴリからご回答ください。

（複数回答可）
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11.3.2.7. CBAM に関する問い合わせ受領件数 

最頻値は 2 件から 5 件の問い合わせである。 

100 社からの問い合わせを受けた会社もある。 

 

図 189 CBAM に関する問い合わせ受領件数 
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問い合わせを実施した件数の最頻値は 2~5 件である。ついで、11～50 件となっている。 

また、100 件以上依頼した社が 4 社ある。 

 

図 193 CBAM に関する問い合わせ依頼件数 
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いましたか？（半角数字でご入力ください）
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11.3.2.14. サプライチェーンにおけるデータ提供依頼に回答しない理由 

データ提供依頼に回答しない理由として、回答量が多い、回答用の Excel ファイルが難し

い、サプライヤーが協力してくれないなどが主たる理由になっている。 

⚫ CBAM を知らないお会社があり、問合せしても「何のこと」と思われ、後回しにさ

れ、顧客納期に間に合わない。②当社では CBAM 対応していない「CBAM は 2026

年からでしょ」とあしらわれる。

⚫ 当社の方針としては、EU-CBAM に関しては直接輸出している訳ではないが可能な

限り回答するつもりでいますが、上流側が頑なにデフォルト値で拘るとか、サプライ

ヤー側の理解度不足によるデータの正確性の欠如等、現時点では不明慮な要素が多

い 

⚫ そもそも何をしていいのかがわからない

⚫ 基本的には回答できるレベルのデータ提供に応じるが、詳細な数値を求められる場

合には回答をしていません。

⚫ 中小企業のネジ・ナットメーカーは EU 規制に対する人員がいない。CBAM 知識も

ない。

⚫ 製鋼メーカー（鉄連方針）の守秘義務に関わる問題により、回答が得られない。仕入

先や加工外注先では重量での把握が出来ていない為、重量按分方法での算出が難し

い。（下請法にかかる中小企業や個人事業主が多く、強くお願いすることは難しい） 

⚫ サプライヤーでの調査に時間が掛かり CBAM 回答納期に間に合わない

⚫ 弊社と Tier2 以降の業者との直接契約がないので、回答の義務がない。

⚫ 設備毎の消費電力を把握できていない。また、外注先での対象製品に対する消費エネ

ルギーの絞り込みが困難な為。
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図 197 サプライチェーンにおけるデータ提供依頼に回答しない理由 
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その他

欧州炭素国境調整措置（EU-CBAM）の2025年1月31日で求められているCO2の実排出量に基づく

報告のために、今後、サプライチェーンの下流側から順次データ提供の依頼が来ることが想定されます。そ

のような依頼が来た場合に、依頼に回答しない理由として考えられるものを以下から選択しご回答くださ

い。 サプライチェーンの下流側から依頼されたデータ提供に回答しない理由として想定されるものを回答く

ださい。（複数回答可）（N=69）
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11.3.3. CBAMに対する今後の対応 

11.3.3.1. CBAM への対応をサプライチェーンで推進するための対策 

サプライチェーンで回答を収集するために、データ連携用の Excel ファイルの共通化や

中小企業を対象にした排出量算定支援、また、データ連携用のデジタルフォーマットの順で、

有効な対策と回答されている。 

その他と回答した社の自由回答は以下である。 

⚫ 制度についての知識がありません 

⚫ 材料メーカーから EU 当局への直接報告 

⚫ 依頼タイミングの統一 

⚫ EU-CBAM への対応に対する(工数の)費用負担 

⚫ 特に補給部品が多く、金額含めて僅少のため、除外規定的なものがあるとありがた

い。 

⚫ EU Communication Template が難解であるため、役割に応じて最低限入力が必要

な情報と、その収集方法などを解説したものがあると、説明しやすい 

 

図 198 CBAM への対応をサプライチェーンで推進するための対策 
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対策についてご回答ください。（複数回答可）
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11.3.3.3. ねじ・ボルト等における EU-CBAM 用算定ガイドラインの活用度 

CBAM 算定ガイドラインを活用した社は 45 社（47%）である。 

また、活用した社に改善点等の自由記入を求めたところ、以下のような回答を得られてい

る。まとめると、ガイドラインの翻訳や、ガイドラインをさらに解説するような虎の巻の作

成が求められている。また、共通フォーマットの解説も、算定ガイドラインに添付されるこ

とが期待されている。 

その他の意見は以下である。 

⚫ 全体の流れがわかりました。 

⚫ 専門用語が難解である。「算定ガイドライン」の解説のような資料があると皆の理解

度が向上すると思いました。 

⚫ 活用したというより、今後の運用の参考にさせて頂きました。 

⚫ デフォルト値を利用し、非常に役に立った。 

⚫ 社外秘の情報の回答を求められるので、ユーザー他に情報漏洩しないシステムを作

成してほしい。 

⚫ 海外用（英分、中文等）があると助かります。 

⚫ 他社への CBAM の説明に使用した。 

⚫ まだ実際に販売先からの調査依頼というものはありませんが、依頼を受けた際の自

社の排出量等の計算を試算する際に使用しました。 

⚫ 全体方針は分かるが、細かな部分でガイドラインでは判断がつかない部分がある。例

えばガイドラインで定められた方法（重量按分・材料など）で情報の収集ができない

など問題があった際に、その問合せ先が存在しない。また、EU が承認する算定方法

かどうかが曖昧であり、オフィシャルな認可が欲しい。 

⚫ EU Communication Template への記述との関係についても解説があればと思いま

した 

⚫ ガイドラインに統一フォーマットが添付されると調査はもう少しやりやすくなると

思います。 






